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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年３月１５日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時１２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 大澤千恵子 委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部参事兼教育研究所長　以登田　毅　 総務課長　岩見賢一郎

同課参事　日垣智之 学務課長　大橋徹之 学校教育課長　前馬晋策

同課参事　平松直樹 同課参事　奥野宏一 人権教育室長　北橋ひとみ

生涯学習部長　大場房二郎 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　

同課参事　上　清隆 青少年課長　川崎敏康 同課参事　門川好博

市民図書館長　高田繁夫 同館参事　石田一男

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　杉本　徹

１．審査案件（審査順）

議案第１号　平成２２年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案第３０号　摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改

正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○柴田繁勝委員長　おはようございます。

ただいまから文教常任委員会を開会しま

す。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは、年度末で何かとお忙しい中、

文教常任委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。

　本日は、平成２２年度の一般会計予算

所管分外２件についてご審査をいただき

ますけれども、何とぞ慎重審査の上、ご

可決いただきますよう、よろしくお願い

いたします。

○柴田繁勝委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は大澤委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、さきに議

案第１号所管分及び議案第１０号所管分

について一括で審査し、次に議案第３０

号の審査を行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　暫時休憩をいたします。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育総務部長。

○馬場教育総務部長　それでは、議案第

１号、平成２２年度摂津市一般会計当初

予算のうち、教育委員会にかかわります

事項につきまして、まず歳入及び教育総

務部に係る補足説明をさせていただきま

す。

　予算書の１６ページをお開きください。

予算書１６ページ、平成２２年度予算、

事項別明細書の歳出予算のうち、款９、

教育費の総額は、３０億１，４５８万３，

０００円で、これは前年度に比べまして

７．９％、２億５，８７５万９，０００

円の減額となっております。

　それでは、以下予算書の事項別明細書

の目を追って、その主なものについてご

説明申し上げます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジをお開きください。３２ページの款１

３、使用料及び手数料、項１、使用料、

目６、教育使用料の主なものといたしま

して、幼稚園の入園金及び保育料や各種

スポーツ施設の使用料、学校開放に伴う

学校施設等使用料、学童保育室保育料や

公民館の使用料等となっております。

　次に、３８ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目４、教育費国

庫補助金の主なものといたしましては、

小・中学校の理科教育等設備整備費の補

助金、支援教育就学奨励費補助金、幼稚

園教育の振興を図るための就園奨励費補

助金、義務教育施設整備費補助金として、

鳥飼東小学校及び第二中学校の公共下水

道供用開始に伴い、公共下水道に接続す

る排水設備工事に伴う安全・安心な学校

づくり補助金などでございます。

　次に、４６ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目８、教育費府補助金

の主なものといたしまして、学童保育室

の運営に対する放課後児童健全育成事業

費補助金、小学校の校門に配置している

受付員経費に対する学校安全交付金、子

どもの安全で安心な居場所づくりと健全

育成を図るため、各小学校で開催いたし

ます放課後子ども教室推進事業に対する

補助金や、４９ページでは平成２１年度

からの２カ年事業である学力向上プラン
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の実施を支援するための市町村支援プロ

ジェクト事業補助金などでございます。

　次に、５４ページ、款１９、諸収入、

項３、貸付金元利収入、目１、奨学資金

貸付金元金収入は、経済的理由により高

等学校等への就学が困難な生徒に対し貸

し付けいたしました奨学資金の償還金で

ございます。

　５６ページからの項４、雑入、目２、

雑入のうち、教育委員会に係る主なもの

といたしましては、５９ページに記載い

たしておりますが、小学校の給食物資購

入にかかる学校給食費負担金、小学校等

における事故に備える日本スポーツ振興

センター掛金、摂津音楽祭審査料、水泳

教室参加費などでございます。

　引き続きまして、歳出のうち、まず教

育総務部にかかわる事項についてご説明

申し上げます。

　ページは１６２ページをお開きくださ

い。款９、教育費、項１、教育総務費、

目１、教育委員会費は、教育委員の報酬

ほか、その活動にかかる経費でございま

す。

　１６４ページ、目２、事務局費は、教

育委員会事務局の運営全般にかかる経費

で、職員の人件費を除く主なものといた

しましては、１６５ページの賃金は、障

害児介助員、障害児等支援員のほか、校

務補助嘱託員の賃金でございます。

　同ページ、報償費は、新入学児童に対

するランドセルの購入費でございます。

　同じく需用費は、小学校新１年生に貸

与する防犯ブザーの購入費や、受付員の

制服など安全対策事業に係る経費、また、

コピーやパソコンなどＯＡ機器や公用車

両の管理経費などでございます。

　同ページの委託料は、児童の通学時に

おける交通の安全を確保する交通専従員

業務委託料、安全対策事業として、小学

校及び幼稚園での来訪者受付員等の委託

料でございます。

　１６７ページ、使用料及び賃借料の主

なものとしては、支援学校などへ通学す

る肢体不自由児の児童・生徒に対し、自

宅から通学のバス停などまでのタクシー

による送迎経費でございます。

　同ページ、貸付金は、経済的理由によ

り高等学校等への進学が困難な生徒への

奨学資金でございます。

　目３、教育研究所費は、教育研究所の

運営にかかわる経費で、主なものといた

しましては、不登校や家庭問題など、さ

まざまな問題事象への教育相談等に要す

る経費で、スクールカウンセラーに係る

教育指導嘱託員報酬、職員研修などに要

する報償費のほか、１６９ページの教育

研究会補助金などでございます。

　目４、教育指導費は、教育指導並びに

職員の支出向上を図るための研修経費等

で、主なものといたしましては、各学校

にサポートチームをつくり、子育ての悩

みや不安を抱く各家庭に対する具体的な

支援を行い、子どもの学校生活を充実さ

せる、学校・家庭連携支援モデル事業に

係る家庭教育相談員の賃金、子どもたち

が主体的に本に親しめるよう全小・中学

校に配置いたします、学校読書活動推進

サポーターに係る賃金、同じく全小学校

に新１年生がスムーズに学校生活になじ

めるよう配置いたします、学級補助員に

係る賃金、児童・生徒の家庭学習習慣の

定着と学力向上を図るための学習サポー

ターに要する報償費、国際理解教育のた

めの小・中学校の英語指導助手派遣に係

る委託料、学力向上プラン推進支援事業

に係る教材機器の購入経費や各種研究会

等への補助金などでございます。

　目５、教育推進費では、報償費として、

中国帰国子女の日本語指導のための講師
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派遣に係る経費が主なものでございます。

　同ページ、目６、人権教育指導費は、

人権教育研究会補助金がその主なもので

ございます。

　次に、１７０ページからの項２、小学

校費、目１、学校管理費は、小学校１０

校の学校運営のための消耗品、光熱水費、

備品購入費等の経費で、施設の維持管理

のための委託点検経費及び施設や設備の

維持補修のための経費でございます。

　１７３ページ、工事請負費は、鳥飼東

小学校における公共下水道への接続工事

の経費となっております。

　目２、教育振興費は、国庫補助の対象

となります理科・算数教材器具購入のた

めの備品購入費、経済的理由により就学

困難な児童に対する扶助費などでござい

ます。

　目３、保健衛生費は、学校保健安全法

に基づき委嘱いたしております学校医等

に対する報酬や、児童、教職員に対する

各種健康診断委託等の経費でございます。

　続きまして、１７４ページ、目４、学

校給食費は、小学校給食に要する経費で、

主なものといたしましては、非常勤の給

食調理に係る賃金、給食施設等の維持補

修に係る修繕料、給食食材の賄材料費や

摂津小学校給食調理場のドライ運用施設

への移転新設に伴う実施設計委託料、鳥

飼西小学校及び鳥飼北小学校の給食調理

業務に係る委託料及び経済的理由により

就学困難な児童の給食費に対する扶助費

等でございます。

　同ページ、目５、支援学級費は、小学

校の支援学級の運営経費でございます。

　目６、建設事業費は、千里丘小学校体

育館の耐震工事に係る実施設計費などの

経費でございます。

　続きまして、同ページからの項３、中

学校費、目１、学校管理費は、中学校５

校の管理運営のための消耗品、光熱水費、

備品購入費等の経費、施設の維持管理の

ための委託点検経費及び施設や設備の補

修のための経費となっております。

　また、１７７ページの工事請負費は、

第二中学校の公共下水道接続工事と、平

成２１年度に中学校の普通教室にエアコ

ンを設置したことによる第一中学校、第

二中学校、第三中学校の暖房用のボイラー

用灯油貯蔵タンク廃止の経費などでござ

います。

　続きまして、同ページ、目２、教育振

興費は、小学校と同様、国庫補助対象と

なる教育に必要な備品の購入に要する経

費や、経済的理由により就学困難な生徒

に対する扶助費などでございます。

　１７８ページ、目３、保健衛生費は、

小学校と同様に、学校医等に対する報酬

及び生徒、教職員に対する各種健康診断

などの経費でございます。

　同ページ、目４、支援学級費は、中学

校の支援学級の運営経費等でございます。

　次に、同ページから次ページの項４、

幼稚園費、目１、幼稚園管理費は、幼稚

園３園の運営のための消耗品、光熱水費、

備品購入費等の経費及び幼稚園施設設備

の修繕や保守点検等に揺する経費、また

委託料では、平成２４年４月に「（仮称）

べふこども園」を開設するために必要な、

べふ幼稚園改修のための実施設計等に係

る経費でございます。

　続いて、目２、教育振興費は、幼稚園

教育の振興を図るための私立幼稚園就園

奨励費補助金、また、私立幼稚園園児の

保護者に対する保育料の負担軽減を図る

ための、私立幼稚園園児保護者補助金な

どでございます。

　最後に、同ページから１８３ページに

わたる、目３、保健衛生費では、小学校、

中学校と同様、園医等に対する報酬及び
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各種健康診断委託等の経費でございます。

　以上、教育委員会にかかわります歳入

と、教育総務部にかかわります歳出予算

の補足説明とさせていただきます。

○柴田繁勝委員長　大場生涯学習部長。

○大場生涯学習部長　おはようございま

す。

　議案第１号、平成２２年度摂津市一般

会計当初予算の歳出のうち、生涯学習部

にかかわる部分につきまして、事項別明

細書の目を追って、主なものについて補

足説明を申し上げます。

　初めに、１８２ページ、款９、教育費、

項５、社会教育費、目１、社会教育総務

費につきましては、社会教育委員報酬や

生涯学習研修会の開催に係る報償金、大

阪府社会教育振興協議会負担金等でござ

います。

　１８４ページ、目２、文化振興費につ

きましては、文化振興市民会議委員やせっ

つ生涯学習大学、生涯学習まちづくり学

部、スポーツ健康学部への講師への報償

金のほか、美術展、演劇祭、芸能文化祭、

音楽祭、フレッシュコンサート、生涯学

習フェスティバルなど、各種文化振興事

業に要する委託料などのほか、文化、ス

ポーツ情報を集めたイベントカレンダー

作成委託料でございます。

　目３、青少年対策費につきましては、

学童保育室事業や青少年健全育成に係る

各種事業、青少年関係団体育成事業に要

する経費でございます。

　１８６ページでは、放課後子ども教室

運営委託料のほか、新規といたしまして

は、学童保育室保育料の口座振替を導入

するための学童保育システム借り上げ料、

また摂津学童保育室の改修工事費でござ

います。

　目４、公民教育費につきましては、生

涯学習まちづくり推進市民会議の委員報

償金、家庭教育学級運営委託料などでご

ざいます。

　目５、公民館費につきましては、市立

公民館５館の館長報酬を初め公民館運営

審議会委員報酬、公民館に配置されてい

る１３名の社会教育指導嘱託員報酬、各

種公民館講座開催にかかわる報償金、各

公民館まつりに要する経費、各公民館の

運営、維持補修に要する経費などでござ

います。

　１８８ページ、目６、文化財保護費に

つきましては、文化財保護審議会委員報

酬のほか、市内の文化財などを保護・保

存するために要する経費でございます。

　１９０ページ、項６、図書館費、目１、

図書館総務費につきましては、新規とい

たしまして、摂津市史編さんに係る社会

教育指導嘱託員報酬のほか、図書館協議

会委員報酬、鳥飼図書センターの運営を

摂津市施設管理公社に業務委託する経費

等でございます。

　目２、図書館管理費につきましては、

市民図書館と鳥飼図書センターの維持管

理に要する経費及び図書館の電算システ

ムに要する経費等でございます。

　１９２ページ、項７、保健体育費、目

１、保健体育総務費につきましては、ス

ポーツの振興を図るためご尽力いただい

ております体育指導委員報酬、次に１９

４ページでは、社会体育施設に係る施設

賠償責任保険料、大阪府体育指導委員連

絡協議会負担金や大阪府体育連合負担金

など各種負担金でございます。

　目２、体育振興費につきましては、市

長杯総合スポーツ大会、市民マラソン大

会開催などに係る委託料のほか、体育協

会を初めとする社会体育団体及び地区市

民体育祭実施に係る補助金などでござい

ます。

　目３、体育施設費につきましては、社
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会体育施設の指定管理者への委託料のほ

か、大阪府立吹田支援学校鳥飼校グラウ

ンドの開放に伴う管理委託料、小・中学

校のグラウンド、体育館の開放に伴う学

校開放運営委員会への委託料、味生体育

館用地の土地借り上げ料などでございま

す。

　以上、生涯学習部にかかわります補足

説明といたします。

○柴田繁勝委員長　馬場教育総務部長。

○馬場教育総務部長　それでは、一括上

程されました議案第１０号、平成２１年

度摂津市一般会計補正予算（第８号）の

うち、教育委員会にかかわります部分に

つきまして、一括して私の方からご説明

申し上げます。

　まず、補正予算の２ページの第１表、

歳入歳出予算補正のうち、３ページの歳

出でございますが、款９、教育の補正前

の額は４０億５７６万６，０００円から、

１億２，１１９万４，０００円を減額し、

補正後の予算額を３８億８，４５５万２，

０００円といたすものでございます。

　次に、５ページ、第２表、繰越明許費

のうち、教育委員会にかかわりますもの

について説明をさせていただきます。

　款９、教育費、項１、教育総務費、教

育研究所移転事務事業以下、全部で９事

業の繰越明許費がございますが、さきに

お配りさせていただいております参考資

料に沿って、ご説明させていただきます

ので、参考資料の方をごらんいただきた

いと思います。よろしくお願いいたしま

す。

　まず、参考資料の教育研究所移転事務

事業は、現在の男女共同参画センターに

教育研究所を移転し、その機能を充実さ

せるため、施設改修を行う工事費用であ

り、地域活性化・きめ細かな臨時交付金

を財源の一部として充当いたしますが、

この臨時交付金は平成２２年１月以降の

補正予算が対象となりますことから、今

回の補正において計上し、全額を繰り越

して執行いたすものでございます。

　次に、教育施設ＩＣＴ環境整備関連の

各事業でございますが、予算項目の関係

で、事業名は５つに分かれておりますが、

内容といたしましてはすべて関連してい

る事業でございます。

　まず学校等ＩＣＴ環境整備事業は、昨

年１０月の第３回定例会で補正をご可決

いただきました、学校のデジタルテレビ

や電子黒板、教科用及び校務用パソコン

等の購入経費でございますが、校内ＬＡ

Ｎ工事、地上デジタル対応設備改修工事

と関連しております関係上、全額を繰り

越しいたすものでございます。

　次に、小学校、中学校、幼稚園の各施

設運営事業及び公民館改修事業は、学校

の校内ＬＡＮ工事及び地上デジタル対応

設備改修工事の経費で、国の緊急経済対

策に伴う、安全・安心な学校づくり交付

金の対象事業でございます。

　学校等ＩＣＴ環境整備事業と同じく昨

年の１０月の第３回定例会で補正をご可

決いただいておりますが、交付決定が本

年１月４日付で通知がありました関係上、

年度内工事の完了見込みができないこと

から、全額を繰り越して執行いたすもの

でございます。

　したがいまして、先ほどのデジタルテ

レビや電子黒板、パソコンの購入につき

ましても、これらの工事が完成しなけれ

ば設置できないため、繰り越しをしたも

のでございます。

　次に、耐震補強関係ですが、小学校、

中学校、幼稚園の３事業につきましても、

当初の予定では、平成２２年度の当初予

算にて計上すべきところ、昨年の国の一

次補正において、前倒しの補助採択の調
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査が参りましたことから、昨年１０月の

第３回定例会で補正のご可決をいただき、

より有利に交付金を確保すべきことから、

国費申請を行ったものであり、工事につ

きましては、当初の予定どおり平成２２

年度に行うため、予算を全額繰り越して

執行するものでございます。

　なお、財源内訳のうち、校内ＬＡＮ工

事及び地上デジタル対応設備改修工事に

つきましては、地域活性化・公共投資臨

時交付金の対象でございますが、現時点

ではその臨時交付金の額が確定しており

ませんので、臨時交付金の欄に記載はい

たしておりません。

　今後、充当金額が決まりましたら、地

方債、一般財源など組みかえを行い補正

をさせていただく予定でございます。

　なお、参考に、２２年度の執行予定を

月別に記載させていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　以上、繰越明許費の説明とさせていた

だきます。

　続きまして、補正予算書、６ページを

ごらんください。補正予算書、６ページ、

第３表、債務負担行為の補正でございま

す。小学校用副読本作成事業でございま

すが、副読本の納入時期が平成２３年４

月１日以降となりますことから、期間を

平成２１年度から２３年度までとし、期

間変更をするものでございます。

　次に、１１ページからの歳入歳出補正

予算、事項別明細書で目を追って、主な

ものについて説明させていただきます。

　まず、歳入でございますが、１８ペー

ジ、款１５、府支出金、項２、府補助金、

目８、教育費府補助金につきましては、

放課後子ども教室推進事業補助金は、事

業の確定に伴いまし減額するものでござ

います。

　次ページの、スクールガード・リーダー

配置事業補助金につきましては、当初は

大阪府の補助事業でございましたが、そ

の後、事業実施時期において、スクール

ガード・リーダーが大阪府から直接派遣

されたことにより、全額を減額するもの

でございます。

　次に、項３、委託金、目４、教育費委

託金の減額につきましても、事業実施時

におきまして、先ほどと同じように、大

阪府から直接スクールソーシャルワーカー

の派遣がございましたので、全額を減額

いたすものでございます。

　続きまして、歳出のうち職員の人件費

を除く項目につきましてご説明申し上げ

ます。

　まず、６４ページの款９、教育費、項

１、教育総務費、目１、教育委員会費の

減額は、研修参加の負担金、分担金の執

行差金となっております。

　同ページから次ページにわたります、

目２、事務局費の減額は、校務補助嘱託

員賃金の差金や、奨学資金貸付金の対象

者の減少などによるものでございます。

　目３、教育研究所費の増額は、先ほど

繰越明許費で説明させていただきました

が、教育研究所移転に伴い、現在の男女

共同参画センターを改修するための工事

費などの計上をさせていただいておりま

す。

　特定財源として、地域活性化・きめ細

かな臨時交付金を充当するため、今回の

補正に計上させていただきましたが、平

成２２年度に全額を繰り越して工事を行

うものでございます。

　目４、教育指導費の減額は、事業の精

査及び学習サポーター賃金や入札などの

執行差金によるものでございます。

　目５、教育推進費及び目６、人権教育

指導費の減額は、ともに事業の精査によ

るものでございます。
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　次に、６８ページの、項２、小学校費

のうち、目１、学校管理費の減額は、事

業の精査などによる不用額となっており

ます。

　目６、建設事業費の減額は、耐震２次

診断が昨年８月に完了し、その結果、Ｉ

ｓ値０．３未満の建物についてのみ耐震

工事実施設計を委託したことによる不用

額となっております。

　なお、当初予算では、５校７棟の予算

を計上いたしましたが、実施設計を行い

ましたのは、鳥飼小学校の体育館と給食

棟だけでございます。

　項３、中学校費のうち、目１、学校管

理費の減額は、事業精査及び入札差金に

伴う不用額でございます。

　目５、建設事業費につきましては、小

学校費と同様、Ｉｓ値０．３未満の建物

について耐震工事実施設計を委託したこ

とによる不用額でございます。

　当初予算では、４校４棟の体育館の実

施設計を計上いたしておりましたが、診

断の結果、第一中学校と第四中学校の体

育館について実施設計を行ったものでご

ざいます。

　次に、７０ページ、項４、幼稚園費の

減額につきましては、事業の精査による

不用額でございます。

　項５、社会教育費のうち、目２、文化

振興費の減額につきましては、ロビーコ

ンサートに係る経費などを精査したこと

による不用額などとなっております。

　目３、青少年対策費の主な減額は、学

童保育室補助指導員の配置人数減に伴う

賃金の減額のほか、摂津学童保育室設計

委託に係る入札差金、放課後子ども教室

運営委託料の事業精査などによるもので

ございます。

　７２ページの目４、公民教育費の減額

につきましては、家庭教育学級数の減に

よる委託料の不用額でございます。

　目５、公民館費の減額につきましては、

需用費の光熱水費などの精査及び入札差

金に伴う不用額でございます。

　目６、文化財保護費の減額につきまし

ては、埋蔵文化財調査に係る臨時職員賃

金の不用額でございます。

　７４ページ、項６、図書館費、目１、

図書館総務費の減額につきましては、協

議会開催回数の減少に伴う委員報酬の不

用額によるものでございます。

　項７、保健体育費、目１、保健体育総

務費の減額は、体育指導員の活動に伴う

費用弁償の不用額などでございます。

　目２、体育振興費の減額は、全国大会

出場者に対する補助金の不用額などでご

ざいます。

　最後に、同ページの目３、体育施設費

の減額につきましては、入札差金に伴う

不用額でございます。

　以上、教育委員会全体にかかわります

補正予算の補足説明とさせていただきま

す。

○柴田繁勝委員長　説明が終わりました。

質疑に入ります。

　質疑のある方は挙手を、お願いいたし

ます。

　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　それでは、予算概要を中心に何点かお

聞かせをいただきたいと思います。

　まず、１１２ページの、小中一貫教育

推進事業ということで計上していただい

ております。摂津市の教育改革のキーワー

ドとして、今回、小中連携から小中一貫

教育へということでフォーラムの方でも

お話しいただいたんですけれども、本会

議等であったかもしれませんけれども、

改めてこの事業の中身について、お聞か

せいただきたいと思います。
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　それから１１８ページの、小学校給食

調理場改善事業についてでございます。

公明党としましても、代表質問でさせて

いただいたんですけれども、摂津小学校

の給食調理場の老朽化に伴って、隣の味

舌体育館を閉鎖して、そこに建て直すと

いうことで、その給食調理場を建てられ

て、その残地の部分のという観点からちょっ

と質問をさせていただいたんですけれど

も、今回、委員会でお聞きしたいのは、

現在味舌体育館を利用されている各種団

体の方の対応ですね、具体的にどのよう

に考えておられるのか、お聞きしたいと

思います。

　それから、同じく１１８ページに計上

していただいております中学校施設運営

事業、それからまた今回先ほど補足説明

などもございましたけれども、四中と一

中の耐震補強事業ということで、この際

ちょっとお聞きしておきたいんですけれ

ども、これは一中のことなんですけれど

も、都市整備部にもちょっと関係するこ

とかなと思うんですけれども。

　南千里丘まちづくりに伴いまして、先

般開業式がありまして、セレモニーがあっ

たんですけれども、一中のプールの横に、

マンションが建ちます。その件に関しま

して、保護者の方からやっぱり見えない

ように何か設置をしていただけないんで

すかという声は聞いております。

　教育委員会としてもそういった声を聞

いていただいていると思うんですけれど

も、答えられる範囲で、どのようにプー

ルの改修等々考えておられるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

　それから、１２２ページの幼稚園管理

事業についてでございます。今回、べふ

幼稚園と別府保育所と幼保一元化という

ことで考えていただきまして、実施して

いただくということなんですけれども、

せっつ幼稚園においての保育時間の延長

ということで、預かり保育を実施してい

ただきますけれども、その具体的なシス

テムというんですか、事業の中身につい

てちょっとお聞きしたいと思います。

　それから、１３２ページの埋蔵文化財

調査事業について、これもちょっと事業

の中身についてお聞かせいただきたいと

思います。

　それから、１３４ページの図書館運営

事業について、今回、インターネットを

利用して本の貸し出し予約ができると、

あわせてコミュニティプラザにおいても

本の返却と貸し出しを行いますというこ

となんですけれども、これについてもちょっ

と具体的に聞かせていただきたいなと思

います。

　それから、これが最後です。１３８ペー

ジの体育施設維持管理事業についてでご

ざいます。本会議でも質問があったかも

しれませんけれども、鳥飼高校の跡地に、

この４月から府立の吹田支援学校の分校

が開校するということで、一般市民の方

への貸し出しはグラウンドのみというこ

とですね。それから市が窓口になってやっ

ていただくということなんですけれども、

あと体育館とか、そういった校舎の部分

はどうなっているのかと。その辺もし具

体的な中身ですね、聞かせていただきた

いなと思います。

○柴田繁勝委員長　答弁を求めます。

　前馬課長。

○前馬学校教育課長　おはようございま

す。

　それでは、小中一貫教育推進事業にか

かわりますご質問に対してご答弁申し上

げます。

　さまざまな学力調査、体力調査等で本

市の子どもたちの学力や運動に関する力

の実態は、非常に深刻な状況がございま
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す。

　この深刻な状況にかかわって、だれが

悪いと、犯人捜しをしても無意味なこと

である。みんなで連携して取り組みを進

めていかなければならない。最近のフォー

ラムでも訴えてきたところであります。

　小学校と中学校の段差が問題視されま

したが、やはり義務教育が一つになって、

子どもたちに生きる力をはぐくんでいく

こと、これが重要なことであると考えて

おります。

　これまで連携教育ということで、小学

校と中学校が手を取り合って取り組みを

進めていくということでございましたが、

より系統性、一貫性、継続性を重視して、

義務教育が一つになって取り組みを進め

ていくということで、今回この小中一貫

教育推進事業を進めていくものでござい

ます。

　具体的な中身としましては、学力の問

題、あるいは生徒指導の問題を中心に、

小学校、中学校が一貫した取り組みを進

めてまいります。

　また、この取り組みについてこれまで

以上に情報発信して、保護者、地域から

の理解も得たいと考えております。

　なお、学校教育法の改正に伴いまして、

義務教育という新しい章もできまして、

小学校、中学校が今まで以上に一つになっ

て子どもたちの力を保障していくという

法的な裏づけもございます。そういった

ことを背景にしながら取り組みを進めて

まいります。

　また義務教育が一つになることで、就

学前教育との接続というものもより一層

目が向けられるのではないかと期待して

おります。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、南千里丘の

開発、マンションの建設に伴いまして、

第一中学校プールの屋根、目隠し等でき

ないかということでのご質問かと思いま

す。それに対してお答えさせていただき

ます。

　この開発にかかわりましては、当初よ

り開発業者から相談があったときに、我々

教育委員会といたしましても、高層のマ

ンションが建つということでございまし

たので、何か対策をと、このプールの水

泳授業時間中、のぞかれるといいますか、

やはり今の時代ですので、いろんな望遠

のカメラとか等々ございますので、そう

いったことを心配をいたしまして、何か

対策はできないかということで、強く開

発業者に申し入れをしておりました。

　その結果、一応全面の屋根というもの

は、これはちょっと無理なものでござい

ますので、プールサイドにかけて、今の

プールの東側、新しくできました福祉会

館から入ってきます道のきわと、それと

北側のテニスコート側について、プール

サイドに沿って屋根を設置するというこ

とと、横、サイドに目隠しのパネルを設

置するということで話を進めてまいりま

した。

　ただ、この話を進めていく中で、どう

しても構造物が建築確認を伴う構造物で

ございますので、開発業者の方もかなり

苦慮した模様でございます。

　結果、この年明けに、建築確認は要ら

ないようにということで、屋根の部分を

パンチングメタル、アルミの板でござい

ますけれども、それに小さな穴を開けた

ものですね。透過率としまして、１６．

４％になりますけれども、そういったも

のを屋根の部分に設置をしていただける

ということで、回答をいただいておりま

す。このことによりまして、建築確認は

不要ということになりました。

　この工事につきましては、予定で、きょ
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う、本日３月１５日から基礎の工事を行

いまして、３月末までには完了を目指し

たいということで、工程表をいただいて

おるところでございます。

　ただし１点、プールの東側の新しい道

ができた部分のところなんですが、ここ

に水道ですね、プールへの水道と学校施

設の受水槽への大きなメーターが２か所

ございます。そこを７５ミリの給水管が

埋設しておりますことから、この部分に

ついてはどうしても基礎を打てないとい

うことで、後日何らかの横から見えない

対策を再度考えるということで、業者の

方から回答をいただいております。

　したがいまして、このプールが始まる

連休明けまでには、横からも見えないよ

うな形のものを設置するということで考

えておりますので、よろしくお願いいた

します。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります３点

につきまして、ご答弁させていただきま

す。

　まず、味舌体育館の閉鎖に伴う利用者

への周知でございますけれども、味舌体

育館につきましては、昭和６３年から社

会体育施設の一つとしてご利用いただい

ておったわけでございます。今回、摂津

小学校の給食調理場改修に伴いまして、

体育施設の担当課といたしましては、ま

ことに残念ではあるんですけれども、施

設の老朽化、またもともとの学校施設で

あったこと、子どもたちへの食を通した

健康づくりにつながるということで、廃

止を決断したところでございます。

　味舌体育館では、主にバドミントンや

卓球、空手、合気道といった武道系の方

に多く利用されております。

　味舌体育館につきましては、老朽化が

進んでいる関係上、平成２０年度に開設

いたしました味舌・三宅両スポーツセン

ターへの利用者の移行も見られているわ

けでございますけれども、現在、そこを

拠点に活動されている方もおられますの

で、早いうちに味舌体育館が閉鎖となる

ということを周知しまして、正雀体育館、

鳥飼体育館、味生体育館等への活動拠点

の移行を周知していきたいと考えており

ます。

　周知方法につきましては、ポスターの

掲示も含め、味舌体育館の申請窓口であ

ります正雀体育館にも、利用者の方への

周知をできるだけ早く行っていきたいと

考えております。

　次に、埋蔵文化財事業についてでござ

いますけれども、摂津市内には２３か所

の埋蔵文化財の包蔵地というものがござ

います。その中で、例えば埋蔵文化財の

包蔵地内で土木工事等の開発工事が行わ

れる場合、工事着手予定日の６０日前ま

でに、市の教育委員会を経由して、大阪

府の方に届け出が必要となるといった手

続等もあります。

　また、市の職員も埋蔵文化財の包蔵地、

また包蔵地の周辺地域で、そういった開

発事業が行われるときには、立ち会い、

また試掘調査を行う中で、現場に出向き

まして、その進捗状況を確認しておると

ころでございます。年間２０回程度、専

門職員が出向きまして確認をしていると

ころでございます。

　次に、鳥飼高等学校跡地の吹田支援学

校鳥飼校の開放にかかわるものでござい

ますけれども、平成２２年４月の開校に

向け、現在大阪府の担当課であります支

援教育課との間で、大阪府立高等学校等

の体育施設の開放に伴う教育財産の管理

に関する規定、府立吹田支援学校鳥飼校

における体育施設、運動場の開放実施要
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綱、こういったもので協定を交わす予定

です。学校教育に支障のない土日祝日に、

開放を行いたいと思っております。

　利用団体については引き続き登録団体

制としまして、管理指導員を必ず置いて

いただく、必ずごみとかは持って帰って

いただくと、そういったルールを４月に

登録団体を対象とした説明会で行いたい

と思っております。

　それと、月曜日にはきっちりとした状

態で返すということで、シルバー人材セ

ンターの職員の方を最終の２時間程度つ

けさせていただいて、清掃等を行ってい

ただきたいと思っております。

　それと、グラウンドに加えての体育館

なり他の施設も開放ということなんです

けれども、吹田支援学校の現在の校長先

生、教頭先生、大阪府ともお話しをして、

本市としては要望をさせていただいてお

るんですけれども、支援学校という特性

上、子どもたちの安全、また支援学校と

して、こういった大規模な施設を管理す

るのは初めてであるといったことも踏ま

えて、まず現状のグラウンドの開放状況

を見させていただいて、その中で追って

考えさせていただくという回答をいただ

いております。担当課としましては、引

き続き要望はしていきたいと考えており

ます。

○柴田繁勝委員長　高田館長。

○高田市民図書館長　６番目の図書館に

関しまするご質問でございますが、ご答

弁申し上げます。

　安威川以北につきましては、千里丘公

民館におきまして予約本の受け取りと返

却を実施させていただいておりまして、

今まで福祉会館に図書室がございました

が、かわりにとはならないですが、コミュ

ニティプラザにおきましても予約本の受

け取りと返却ができるようにいたすわけ

でございます。

　その運営と申しますか、搬送につきま

しては、教育委員会総務課の学校との連

絡便により収集をお願いいたす予定でご

ざいます。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　せっつ幼稚園の預かり

保育に係るご質問にご答弁申し上げます。

　幼稚園のいわゆる預かり保育につきま

しては、地域の実情や保護者の要請によ

り、教育課程に係る教育時間の終了後等

に希望する者を対象に行う教育活動とい

うことで、幼稚園教育要領に記載されて

おります。

　本市におきましても、この預かり保育

につきましては課題であったわけですけ

れども、平成２２年度試行実施をさせて

いただいて、２３年度から本格的に実施

をさせていただきたいということで考え

ております。

　試行の実施時期、また実施日数、定員、

それと料金等については、もう少し検討

をさせていただきたいというふうに考え

ておりますが、実施の趣旨、目的といた

しましては、保護者の子育て支援という

ことで、在園児を対象に保育時間、保育

終了、通常の保育の終了時間が２時でご

ざいますから、２時から４時までの間と

いうことで、預かり保育を実施させてい

ただきたいということで考えております。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　まず１点目の、小中一貫教育推進事業

についてご答弁いただきました。先日、

私も教育改革フォーラムに出させていた

だきまして、約２００名ほど参加された

ということで認識しております。アンケー

トもインターネットで公開されておりま

して、見させていただきました。すごく

いい意見もあって、多くの方が得るもの

－12－



が大きかったのかなと、私自身本当に認

識しているところなんですけれども。

　私も保護者の立場から参加させていた

だきましたし、それから私の子どもが通っ

ている小学校の保護者の方も何名か参加

しておりまして、さまざまな意見を聞い

たんですけれども。非常によかったとい

う意見が多かったです。

　前から言ってたんですけれども、今、

三宅柳田小学校多目的ホールで開催され

てましたけれども、できたら各小学校な

り、ちょっとそういう単位で、僕はもっ

とより多くの方にそういう教育委員会の

方針であったり、そういうことを本当に

生の声を聞いていただきたいなと思うん

ですけれども。その辺どのように考えて

いただいているか、もう一度ご答弁をい

ただきたいと思います。

　それから、小学校給食調理場改善事業

に関しまして、味舌体育館の利用の方の

対応ということで、ご答弁いただきまし

た。

　やっぱり卓球とかバドミントンとか、

それから空手等々されておりまして、や

はり近くの市民体育館も閉鎖いたしまし

たし、味舌体育館も閉鎖するということ

で、やっぱりあの辺の以北、正雀体育館

やスポーツセンターが二つございまして、

施設等はあるんですけれども、その辺も

また将来体育施設として多くの方からの

声もありますし、ちょっと今財政が厳し

い状況でございますけれども、その辺は

視野に入れて検討していただきたいなと

思います。これは要望としておきます。

　それから、一中のプールについてご答

弁いただきまして、もうきょうから工事

をされているそうで、認識しておりませ

んでした。開発の業者さんが設置してく

ださるということで、ありがとうござい

ます。わかりました。

　それから、幼稚園管理事業についてご

答弁いただきまして、平成２３年度から

実施、いろいろ検討しながら実施という

ことでご答弁いただきました。子育て支

援の観点から、せっつ幼稚園からされる

ということで、またとりかい幼稚園等々

もございますので、その辺もまた検討し

ていただくかなと思います。本当に働く

保護者の方の支援になると思いますので、

また前向きに市全体でそういった観点を

検討していただきますように、よろしく

お願いいたします。

　それから、埋蔵文化財の調査事業につ

いて、ちょっとご答弁いただきまして、

昨年の２月に明和池の遺跡の調査報告書

をいただきまして、ちょっと見させてい

ただきました。

　この明和池の調査も、今後も続けてい

くという、市内で２３か所あるというこ

となんですけれども、この発掘された飛

鳥土器等々あると思うんですけれども、

私ちょっと認識、弥生土器とか土馬とか、

現在保管されている場所とか、今後また

どこかに保管されるとか、もしその辺あ

りましたら、お答え、教えていただきた

いなと思います。お願いします。

　それから、図書館運営事業についてで

す。インターネットで予約をして、コミュ

ニティプラザの方に取りに行くんですね。

これはコミュニティプラザだけですね。

例えば安威川図書館であったり、鳥飼図

書センターは、これは一緒で近くの図書

館に取りにいく。市全体としてネットで

予約したのはコミュニティプラザに取り

にいくということでいいんですかね。

　ちょっとその辺、ネットで市のホーム

ページからの予約方法、その辺、詳しく

教えていただいたらありがたいなと思い

ますので、お願いします。

　それから、体育施設の維持管理事業に
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ついて、鳥飼高校の跡地のグラウンド利

用について、また体育館や校舎において

も要望をしていただいているということ

なんで、特別な事情があると思いますが、

できる範囲で、土日祝、また平日も、ど

うでしょうね。市民の多くの方が利用で

きるように、できる範囲で利用できるよ

うに要望していっていただきたいなと思

います。

　以上で、２回目終わります。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　教育改革フォーラ

ムにお越しいただいてありがとうござい

ました。１９４名のご参加を今回いただ

きました。

　アンケートのまとめ等もホームページ

で公開しておるところでございますが、

そのアンケートによりますと、もっと各

学校の発信が欲しい。あるいは全体会で

一方的に大学の先生の話を聞くのでなく、

分科会等を開いて、もっとやりとりをし

たい、そんなご意見もございました。

　今後そういう意見を受けて、さらにき

め細かな情報発信を行っていきたいと思

います。

　その１点としては、学校からの発信が

現在余りにも弱い状況があるのではない

かと思っています。今回、味生小学校の

校長の実践報告がございましたが、その

実践報告についての評判が大変よかった

状況でございます。各学校が生の声で現

在の取り組みを発信すること、これが必

要であると思っています。さまざまな機

会を持つように指導も強めてまいりたい

と思っております。

　それともう一点は、教育委員会事務局

の我々が、さらにさまざまな現場へ足を

運ぶことも重要かと思っています。市の

ＰＴＡ協議会等とも連携しながら、取り

組みをきめ細かに今後進めてまいりたい

と思っております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　明和池の

遺跡から発掘された埋蔵文化財の保管な

り展示方法でございますけれども、現在、

明和池遺跡から出土しました埋蔵文化財

につきましては、生涯学習スポーツ課の

方で保管しておりまして、出土した遺物

はコンテナに換算しまして３０箱程度ご

ざいました。

　その中には、委員もおっしゃいました

ように、弥生時代、古墳時代、そういっ

た時代の土器なども多く出ておりますし、

雨ごいなどの祭祀の要素が強い土馬の頭

部、そういったものも出ております。

　摂津市内でこのように多くの土器が出

土した例は初めてでございますので、で

きるだけ多くの方に成果を見ていただき

たいと考えております。

　例えば、公民館での巡回展であったり、

摂津市駅前のコミュニティプラザの１階

の展示場であったり、また鳥飼にありま

す教育研究所が男女共同参画センターに

移転されますので、その跡を活用した展

示なども、効果的なものかなと考えてお

ります。できるだけ多くの方に市内のこ

ういった貴重な先人の遺産を伝えていき

たいと思っております。

○柴田繁勝委員長　高田館長。

○高田市民図書館長　インターネット予

約につきましては、蔵書分のみ、各自の

インターネットにより予約を入れていた

だき、市民図書館、鳥飼図書センター、

千里丘公民館に加えて、コミュニティプ

ラザにおきましても受け取りができるよ

うにさせていただきます。よろしくご理

解いただきますようお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　小中一貫教育について、フォーラムの
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話もしていただきまして、教育長からの

お話もあったんですけれども、やっぱり

学校と地域と家庭の連携という部分で、

いつも思うんですけれども、家庭としま

して、保護者として子どもに対していろ

んな教材を見てあげたりすることはでき

るんですけれども、地域としてどういう

ことを僕はしてあげられるんかなと、つ

ね日ごろいつも考えているんですけれど

も、それが本当に一番保護者にとっては、

地域で連携をして、例えば学力アップな

りしていくということですね。これは本

当に難しいことやなと。自分のできる範

囲って、本当に狭いなと思うんですけれ

ども。

　その辺のもし、キーワードなんかあり

ましたら、先ほど私、ちょっと言わせて

もらいましたけれども、各小学校なり中

学校に教育委員会として行っていただい

て、そういった小単位のフォーラムを開

催していただいて、その辺のキーワード

をもっともっと訴えていただいたらいい

なと思いますので、またそのことも視野

に入れて、今後検討していただきたいな

と思いますので、よろしくお願いします。

　あと、埋蔵文化財について、３０箱あ

るというふうにご答弁いただきまして、

多くの市民の方に、その市の貴重な遺産

ですから、見ていただくように、また検

討していただいていると思いますけれど

も、どうかまたよろしくお願いをしたい

と思います。

　それから、図書館運営について、イン

ターネット予約のご答弁いただきまして

ありがとうございます。本の貸し出しだ

けじゃなくて、これは施設等々の予約も

今後インターネット等でできるように、

また推進していただきますように、よろ

しくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　南野委員の質問は終

わりました。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それではよろしくお願い

します。

　幾つか、予算概要を中心でお聞きした

いと思います。できるだけ担当されてい

る課ごとにまとめてお聞きしたいと思い

ますので、お願いいたします。

　順不同になりますが、お許しください。

　最初に、学校教育課に関してですけれ

ども、概要の１０６ページにございます

非常勤職員等雇用事業で、障害児介助員

の賃金、障害児等支援員の賃金、どちら

もここ平成２０年、２１年、２２年と増

額になってきております。障害を持って

いる子どもたちの安全・安心に学校生活

を送られるという意味で、非常に大事な

役割を担っておられるのではないかと思

うわけですけれども、新年度、増額には

なっていますが、人数でいきますと、介

助員の方がふえていないで、そのままに

なっています。その点、障害を持ってい

る支援を必要としている子どもが、新年

度ふえていないのかどうか。

　介助員さん、それから支援員さんは不

足していないのか。また国府のこうした

援助はないのかという、基本的なことを

お聞きしたいと思います。

　それから学力定着度調査事業、１１２

ページでございます。代表質問でのご答

弁でもありましたように、全国学力学習

状況調査が悉皆調査から抽出になったと。

抽出するのは全体の約３割ですけれども、

希望するところについては受けられると

いうことで、先般の報道などを見ていて

も、手を挙げて希望される学校が多いと。

大阪府でも９割以上の学校、市町村が参

加しているということでございますが、

これまで、５年以上になるんでしょうか、

摂津市独自で学力定着度テストというの
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が行われてきたと。６年生と中３、途中

から全国学力学習状況調査が入ったこと

によって、５年生と中２になったかと思

います。平行してやってこられたものを、

今回は全国学力学習状況調査の方に手を

挙げられて、そちらをやると、定着度テ

ストに振りかえるような形で、私の理解

なんですが。

　そんなふうにやられるということであ

りますが、これまでの系統的に行ってき

た定着度テストに変えて、全国学力学習

状況調査を入れるということ、今までの

ご説明でいくと両方大事なんだというご

説明があったんですけれども、これを一

つにまとめられたことについて、ちょっ

とご説明をいただきたいということでご

ざいます。

　それから、全国学力学習状況調査につ

いては、３年間やって一定悉皆調査から

抽出調査になった。これはある意味一定

の目的を達成したのではないか。それか

ら達成したと同時に、全国学力学習状況

調査によって起きている弊害については、

なかなか見逃すことはできないと。これ

からも系統的に経験的に全国の学力の状

況を調べるんであれば抽出でいいですよ

という判断のもとで、抽出になったわけ

ですけれども。

　そうした判断が国の方で文部科学省の

方でされているものについて、あえて参

加される学力テストの方に参加される、

その辺の理由をお聞かせいただきたいと

思います。

　続いて、概要の同じく１１２ページで、

学校家庭連携支援モデル事業であります

とか、特色ある学校づくり推進事業や学

習サポーター派遣事業等で、それぞれ予

算が前年度と比べますと２けたの減額に

なっています。

　先ほどもお話がありましたが、家庭教

育相談員さんであるとか、それから学習

サポーターさん、子どもを地域と家庭と

学校とで連携して見守っていこうという

ことでは非常に意義のある事業なのかな

と思っていますが、この減額になってい

るということについて、どのような背景

があるのかご説明をいただけたらと思い

ます。

　小中一貫教育につきましては、南野委

員からもご質問がありましたが、報償金

及び費用弁償におきまして、前年度より

も約倍になっています。連携教育から一

貫教育に変わるということで、先ほどご

説明がありましたが、報償金、費用弁償

が２倍になっているということで、どの

ような具体的な取り組みがなされるのか。

　理念については先ほどお話をいただい

たんですが、具体的に学力と生徒指導を

強化して、情報発信もしていきますよと

いうことはわかったんですけれども、こ

の報償金と費用弁償が２倍になっている

ということ、額は小さいですけれど２倍

になっているということ、そこら辺の関

連がちょっとわかりにくいので、ちょっ

とご説明いただけたらと思います。

　それから同じく１１２ページ、学級補

助員さんについてです。これもちょっと

基本的なお話をお聞きします。

　この学級補助員さんは小学校１年生の

学級補助員とは別の、中学校への派遣す

る補助員だというふうに認識している訳

ですけれども、予算概要では、国府の支

出金となっておりますけれども、どのよ

うな財源になっているのか、それから今

後もこの事業が国府の支援を受けて、継

続できるものなのかどうか、今後の方向

性を教えていただきたいと思います。

　それから、学校教育課に関しては、国

旗、国歌の問題について、これも代表質

問、それからこの間もいろいろと意見を
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申し上げてまいりました。

　日の丸と君が代の問題、これは国旗国

歌法に基づいて、日の丸が国旗であり、

君が代が国歌であるということは明確に

法律で示されています。

　ただ、示されたということイコールそ

れを学校で挙げるということ、それに対

して敬意を払うという態度をとらなけれ

ばいけないということとは別問題として、

国旗国歌法ができたときには、そういっ

た今までの流れと変わりがない、押しつ

けるものではないというような国会での

答弁なんかでも示されていることであっ

て、歴史的なさまざまな経過、負の、マ

イナスの歴史を持っているという事実も

ある、どこの国にもそういうものがある

かもしれません。

　とりわけ日本は痛ましい戦争の後に、

その反省を受けて、新しい憲法ができて

新しい国がスタートした。しかしその前

の大日本帝国憲法下における主権者であ

る天皇を敬うような歌詞、中身になって

いる歌がそのまま継続されてきたという

ことで、非常に矛盾を抱えたまま今に至っ

ている。

　国旗、国歌についての課題というのは

社会問題としてまだ残っていいます。そ

の問題を、教育分野においてあえて持ち

込んでいくことというのはいかがなもの

かなと思いますけれども、改めてご見解

だけお聞かせいただきたいと思います。

　続いて学務課にかかわったことになり

ますが、これは予算書の歳入の方でちょっ

と聞きたいと思うんですけれども、幼稚

園の保育料につきましては、年々減って

きています。少子化にかかわることかな

と思いますけれども、公立、それから私

立の幼稚園の園児の数の推移がこの間ど

うなっているのか。新たに就学前教育が

非常に重要だということで言われてきて

いる中で、摂津市としての幼児教育、そ

れから幼稚園教育についての考え方も含

めて、幼稚園の保育料が減ってきている

ことについて、ちょっと見解をお聞かせ

いただけないかなと思います。

　保育料が減ってきておりますので、想

像ですけれども、幼稚園児の数も就園園

児の数も減ってきているかと思いますけ

れども、一方では私立の幼稚園就園奨励

費補助金が対象人数は概要で見ますと４

７人減っていますけれども、額で行きま

すと、約１，０００万円ほどふえており

ます。

　その点をどのように認識しておられる

のか、アップの理由と対象人数は減って

いるのに額がふえているのは、恐らく所

得にもかかわる問題だと思いますけれど

も、その点をお聞かせいただきたいのと、

それから同じく摂津市が独自で出してお

られる保護者補助金についてでございま

すが、第４次行革の中でも市単独で出し

ている補助金の見直しというのをゼロか

ら見直していくということになっておる

わけです。

　一方で、子育て支援の大きな柱は、経

済的支援だということで、子ども手当で

あるとか、高校授業料の無償化などが国

の施策として進んでいっている中で、幼

児教育に対しての補助ということについ

てもやっぱり重要な問題だと、重要な中

身だと思っているわけですが、摂津市独

自で行っている私立の幼稚園補助金です

ね、増額すべきではないかと思うんです

けれども、その点をお聞かせください。

　就学援助事業についてお聞きします。

これは概要で、小学校で１１６ページ、

中学校で１２０ページのあたりに出てい

ることでありますけれども、少しずつ金

額が減ってきています。今の経済状況か

らいくと、ふえていくことはあっても、
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減ることはあるのかなというふうに思っ

たりするわけですけれども、この点の減っ

ていくという予算を計上されたその背景

について、お聞かせをいただきたいと思

います。

　同時に、就学援助金であるとか、小学

校給食援助金については若干減ってきて

いる一方で、小学校児童医療費助成であ

るとか、中学校の生徒の医療助成につい

ては増額されておりますので、その点の

違いについても状況をお聞かせいただけ

ないでしょうか、お願いします。

　続いて、小学校給食事業ですね。１１

６ページですね。鳥飼西小学校に続きま

して、鳥飼北小学校でもこの４月から調

理業務などの民間委託がスタートいたし

ます。もう既に４月から学校が始まって

いくわけなんですけれども、２，２００

万円の年間の委託料ということで計上さ

れています。

　その委託先の会社及び選んだ選出の基

準であったり、そこにどのような方々が

かかわっていたのか。それからそこで働

く調理員さん、正社員さんがどのぐらい

配置されているのか、その後調理補助と

言われる方なんでしょうか、パートの方

がどのぐらいいらっしゃるのかどうか、

お聞かせください。

　これまで直営でやってきた人員の配置

とどのように変わるのかについてお聞か

せいただきたいと思います。

　あわせて、今回学校給食の費用を見て

みますと、委託料で２，２００万円ふえ

ていますね。一方で当然パート賃金の方

は下がりますよね。見ますと約３０３万

６，０００円が減っています。それから

同時に人件費の方では、正職の方になる

んですか、調理員さん。学務課というと

ころを見ると、前回３０名が２８名になっ

ていますから、２名退職というふうに理

解をしておるんですけれども、それが正

しければそういった調理員さんの人件費

の削減、パート賃金等の削減、それから

委託料の増加とあわせて総合的に鳥飼北

小学校で民間委託をするということにつ

いては、今年度、行革の削減効果という

のはどうなっているのか、ちょっとご説

明をいただきたいと思います。

　それから民間委託をしていく上で、既

に鳥飼西小学校の民間委託、先般も文教

常任委員会の視察で試食をさせていただ

いて、子どもたちと調理員さんとの交わ

りであったりとか、非常にスムーズに作

業されている様子とか、それからおいし

い給食もいただいたわけで、問題なく進

められているんだというようなご説明も

いただいたわけですけれども。

　安全でおいしい給食を子どもたちに責

任持って提供していくという上で、民間

委託であっても、メニューにしても食材

にしても、摂津市のこれまで積み上げて

きた到達点においてやってもらうという

ことで、契約書を結び、そして細かな仕

様書であったり作業手順などのいろいろ

なものが取り決め事項というのがあるか

と思うんですけれども、そうした取り決

めについて的確に民間の会社の方がやっ

ていただいているのかどうか。

　それから、あす、あさって、または来

週、再来週の給食のメニューや注意点、

こういったものについての打ち合わせで

あったり、それから指示であったりとい

うものについて、やっぱりかなり小まめ

にやる必要があるのかと思いますけれど、

その点の体制と、どのようにチェックが

されるのか聞かせていただきたいと思い

ます。

　摂津小学校の調理場が味舌体育館の跡

に建つということで、先ほども議論があ

りましたけれども、今までは、例えば鳥

－18－



飼北小学校であったり、鳥飼西小学校、

千里丘小学校で給食場のドライ化工事を

やるときには今ある調理場を改修するわ

けですから、夏休みにやっても、やっぱ

り少しおくれて、２学期の最初はお弁当

というようなことがあったかと思うんで

すけれども、今回新規で建てられるとい

うことになりますと、そういった心配が

ないように感じますが、その点、子ども

たちの学校生活に影響があるのかどうか。

　それから、工事については正門のすぐ

横に体育館がありますので、そういった

ものについての配慮ですとか、時間帯で

あるとか、工期であるとか、どのように

お考えになっておられるのか、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、幼稚園の管理事業ですが、

今もお話ありましたが、せっつ幼稚園で

平成２３年度から、午後４時までの預か

り保育が検討されるということでありま

すが、この点について、これからの検討

だと思うんですけれども、人員の体制で

あるとか、どんな方が預かり保育をされ

るのか、もしくはその預かり保育料はど

ういう形で設定されるのか。

　それから保育であれば、通常保育所で

あれば、面積の基準であったり配置基準

があるわけですけれども、この幼稚園で

行う預かり保育について、そういったガ

イドライン、安全な預かり保育をするた

めのガイドラインといいますか基準とい

うものがあるのかどうか。

　それから、なぜせっつ幼稚園だけであっ

て、とりかい幼稚園もあわせて進めてい

こうとしないのかについて聞きたいと思

います。

　それから、こども園についてです。こ

れ、１２２ページですが。こども園につ

いては実施設計と、それからべふ幼稚園

の改修の実施設計と仮園舎の建築費用な

どが計上されていますが、早速仮園舎に

なりますと、今年度のお仕事になってく

るかと思いますけれども、園児の安全で

あったり、それから保育の中身について

の影響は出ないのか、お聞かせいただき

たい。

　それから、報償金１５万円というのは

どういったものなのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、平成２４年度スタートを予

定されていて、これから検討されると思

いますが、これまでも幼保連携の検討等

がされてきたというご説明をいただいて

きたわけですが、いよいよもって具体的

に幼保こども園として進めていくための

検討が始まっていくのかなというように

思いますけれども。

　例えば、幼稚園であれば通園バスがあ

りますが、通園バスはどうなのか。それ

から保育所にはあるけれども、幼稚園に

なかった給食ですね、給食はどのような

基準でなされるのか。学校給食の基準な

のか保育所の基準なのか、給食を食べる

のか食べないのかですね。それから延長

保育の問題、それから人員配置の問題、

それから保育の時間であったり、幼稚園

と保育所の子どもたちが一体的に保育も

しくは教育を受ける時間帯、どんなこと

がされるのか。

　そんな具体的な検討についてどのよう

に進んでいるのかお聞かせいただけたら

と思います。

　続いて、概要１１０ページに戻ります

が、教育研究所についてですけれども、

現鳥飼小学校の横にあります教育研究所

の今の男女共同参画センターへの移転に

ついてですけれども、改修工事が２，３

５０万円、補正予算で組まれて、全額２

２年度に繰越明許されるということであ

ります。
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　同時に、新年度予算の方でも、新たに

３１８万１，０００円が計上されていま

す。移転に向けたスケジュール、改めて

お聞かせいただきたいのと、ただの移転

ではなくて、教育センターとして機能を

強化していくということのご検討もされ

ているというふうに以前お聞きしたと思

いますけれども、その機能強化などの具

体的な内容について、またそういった機

能強化について、どこでどのようにして

決められていくのか、そこに市民参加で

あったり保護者参加であったり、または

公聴会のように意見を聞くようなことが

あるのかどうかについて、その進め方に

ついてちょっとお聞かせいただけないか

なと思います。

　次、市民図書館についてお聞きします。

インターネットでの貸し出しで、利用者

からしてみると、これまでよりも非常に

利便性が向上するということで、大変好

ましいことだなというように思っている

わけですが、南野委員からもお話があり

ましたように、インターネットをして、

貸し出しと返却をする場所については、

やはりコミプラだけでなく、他の公民館

であるとか、それから、例えば交通不便

の地域では、１か所の大きな図書館にな

かなか足を運べない方々、障害を持って

おられる方、高齢者の方、子どもが小さ

くてなかなか行けない方などのためにバ

ス交通の充実という問題もありますけれ

ども、しかし摂津市は面積は狭いけれど

も川と鉄道と幹線道路で分断されている

地域があります。

　例えばインターネットで申し込みをす

る中で、移動図書館のような出張図書館

のようなものについては考えられないの

かどうかですね、ちょっとお聞かせいた

だけないかな。

　それから、概要１３４ページで、鳥飼

図書センターの修繕料、これ説明あった

としたらお許しいただきたいんですが、

２，２９４万６，０００円について、中

身についてお聞かせいただけたらと思い

ます。

　続いて、生涯学習スポーツの方につい

てなんですけれども、概要１３２ページ

で文化財保存継承事業についてですけれ

ども、文化財保護条例の制定も進めてい

くということでございますが、その中心

点、策定過程等、また市民参画等の予定

はあるのかどうか、ご検討している内容

についてお示しいただきたいと思います。

　それから、また使用料の方に戻って恐

縮なんですけれども、予算書３２ページ

温水プールの使用料についてです。この

間、ずっと温水プール、横ばいになって

おりますが、政府は後期高齢者と名づけ

てしまった７５歳以上の方でも、元気に

温水プールに通ってウオーキングをされ

て健康管理をされているということで、

温水プールというのは小さな子どもさん

から高齢者の方まで、市民にとって大変

貴重な施設だと思いますが、この間、使

用料については横ばい状況です。施設そ

のものも拡大されておりませんから、こ

れ以上ふやすことはできないのかなと思っ

たりするわけですが、施設の老朽化も大

分進んでいると思います。これの改修計

画であったりとか、大規模改修の計画に

ついて、ちょっとお聞かせいただけない

でしょうか。

　また、更衣室ですとかトイレであると

か、壁の状況であるとか、いろいろ老朽

化が進んでいる場所などもあったように

も聞いておりますので、その点の改修の

見込み等いかがなのか。

　それから、これは利用者の方からお聞

きしていることですので確認させていた

だいて、わかりましたら教えていただき
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たいんですが、プールサイドでの室温、

それから温水の水温、少しほかの施設と

比べると低いんではないかというような

ご指摘をいただきました。この点は、基

準があるのかどうかですね。ほかの温水

プールの施設と比べてどうなのか、その

点ちょっと認識しておられるようでした

らお聞きしたいですし、そういった基準

がないのであれば、近隣がどうなってい

るのかお調べいただけたらなと思います

ので、お聞かせいただきたいと思います。

　続いて、スポーツセンターの使用料、

体育館の使用料についてです。市民体育

館が閉館になりました平成２１年からは、

味舌、正雀体育館など増額になっている

わけですけれども、今度、味舌体育館が

閉鎖されていくということになっていき

ます。そういう点で、現在利用されてい

る方々、スポーツをやる場所がどんどん

減ってきて、代替施設もスポーツセンター

三宅、味舌の２つのセンターということ

でありますが、今後の屋内施設の拡大に

ついて、先ほども吹田支援学校の体育館、

要望されているということでありますけ

れども、その点について味舌体育館の閉

鎖をどう考えておられるのかお聞かせい

ただきたい。

　それから、そういった状況のもとで、

三宅スポーツセンターについては、予算

で使用料は減額計上されています。これ

はどういった理由があるのか。本来であ

るならば、味舌体育館がいよいよ閉鎖に

なりますのでという告知をしながら、現

存の体育館をいかに効率的に利用しやす

いように工夫をして、利用者をふやして

いくという努力が求められるんではない

かなと思いますけど、何か理由が、味舌

スポーツセンターの方は増額されており

ますね。地域的なことなのかもしれませ

んが、ちょっとその辺の事情をお聞かせ

いただきたいと思います。

　青少年課について幾つかお聞きしたい

と思います。

　一つ、学童保育事業についてでござい

ます。

　学童保育指導員さんの賃金の話、補正

予算の７０ページでございます。補正予

算７０ページの学童保育の指導員さんの

賃金につきまして、当初では１億７，９

２１万５，０００円、これが今回５，０

００万円の減額ということです。いろい

ろ精査されてこられたこともあるでしょ

うし、それから学童の児童の数によって

指導員さんの数を調整をしなければいけ

ない、期中でも増員をしなければいけな

い、そういったこともあるかと思います

から、必ずしも一致するということでは

ないというふうには思いますけれども、

今回の減額は、当初から比べましても非

常に大きな金額になっています。当初予

算と比べますと、２７％相当が今回の減

額となっています。私は、学童保育は充

実するために指導員さんの待遇をよくし

て、もっとしっかりとした配置をすべき

だというふうに思うわけですけども、当

初と期末でこれだけ大きな違いが出てく

るというのは、やはりちょっと問題では

ないかなと思いますので、その点の見解

についてお聞かせをいただきたい。

　同時に、新年度予算では概要１２６ペー

ジの学童保育指導員さんの当初予算の計

上額は、１億８，０００万円で前回より

もふえています。その辺の計算根拠はど

うなっているのかも、あわせてお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、学童保育の保育料について

の口座振替が、主要事業の中でできるよ

うになったと。これも利用者にとってみ

ると、働くお父さん、お母さん、忙しい

中で保育料の支払いが口座振替というこ
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とになれば、利便性が上がるわけなんで

すけれども、その点の口座振替について

の説明であったり、スケジュールであっ

たり、その点について。それから、事務

手続はどこでどのようにされるのか、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　それから、同じく学童保育について一

緒にお聞きしたいと思うんですけども、

前回もお聞きしていたんですが、学童保

育の待機児童のことについてです。学童

保育の定員は１月末の募集締め切りで、

その募集人員を定員とされているという

ことであります。

　２月以降に、例えば転勤で働くお父さ

ん、お母さんが子どもを連れて摂津市に

引っ越して来られた方に対して、当初、

４月から新しい学校に入るときに、学童

に入れない。１学期の間、もしくは夏休

みが明けるとやめていかれる子どもさん

もいるので、大体年度中には入れますよ

というご説明をこの間されてきましたし、

学童指導員さんの配置っていうのは非常

に困難であるから、２月末とか３月末ま

で、ぎりぎりまで締め切りを延ばすとい

うことは難しいというようなご答弁であっ

たわけですけれども、改めてそういった

年度当初からの待機児童をつくらないと

いうことでの努力ができないのか、今回、

どのような取り組みがされるかどうか、

ちょっとありましたらご説明をいただき

たいと思います。

　それと、ガイドラインであるとか国の

補助金にかかわる問題だと思うんですけ

ど、学童保育の開所時間が、期間が延び

てきて、月に１回土曜日が開所されてい

ます。しかし、子どもアンケートを見ま

すと、土曜日を利用されている方という

のは非常に少なくなっています。

　しかし、一方で土曜日に利用したいよ

という人は、４０％ぐらいいらっしゃる

んですね。実際利用しているのは１８．

３％なんですね。何でかなというところ

の分析がどうされているのか。実際は利

用したいんだけども、中には土曜日は仕

事休みですから必要ないですという人も

いるのかもしれませんが、４０％の人は

土曜日に利用したいと答えていながら、

実際は１８．３％。これは月に１回だけ

しかないとか、それから土曜日の開所時

間の問題だとかいろいろあると思います

が、その点についてお考えをお示しいた

だきたいなと思います。

　それから、摂津小学校の学童保育室の

改修についてです。平成２１年度に設計

が行われて、本年度改修工事ということ

でありますが、同時に摂津小学校の場合

ですと給食の移転ということもあります。

その点の関係について、ちょっとご説明

いただきたいと思います。

　それから、放課後子ども教室推進事業、

運営委託料の減額、約１７％ほどの減額

です。この間、すべての小学校でわくわ

く広場が行われています。それぞれの学

校ごとによって取り組み形態であるとか、

担う団体は異なっていますけれども、充

実が求められる一方で、指導員さんの人

材確保が非常に苦しい状況になっている

と、困難をきわめているというようなお

話もお聞きするわけですけれども、今回

のこの委託料の減額についてはどうなっ

ているのか。今年度の放課後子ども教室

について、どのように推進していくのか

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　あと、最後に総務課にかかわることで

３点聞きます。概要１０６ページでござ

います。

　教育委員会の報償金について、ちょっ

と基本的なお話で恐縮ですが、額は小さ

いですけれども４６％アップの２９万２，
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０００円について、この点ちょっとご説

明いただきたいなと思います。

　それから１１８ページの小学校の耐震

補強工事についてお伺いいたします。

　Ｉｓ値０．３未満につきましては、実

施設計も行われて、昨年度の予算で小学

校では千里丘小学校の体育館、千里丘小

学校は今回は実施設計ですね。新たに実

施設計が組まれる。それから、Ｉｓ値０．

３未満の建物については、鳥飼小学校の

教室棟と体育館がいよいよ工事が始まる

と。それから第一中と第四中の体育館も

行われる。せっつ幼稚園も園舎とも進め

られていくということでありますが、０．

３未満は非常に国の方の補助金のかさ上

げ等含めて、スピーディーに進んできた

のかなというふうに思うんですが、今後

のＩｓ値０．７未満について、小学校で

は６小学校、教室等では６棟、体育館で

は１棟あります。中学校は４つ、１１棟、

体育館が１棟残っていますが、今回、千

里丘小学校の体育館の実施設計だけにと

どまっています。予算、財源の問題もあ

るかと思いますが、今後についての進め

方についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　同時に、せっつ幼稚園の園舎、非常に

狭い園舎で、管理棟、それから保育棟で

すか、２つの園舎を今回耐震補強工事が

行われる。小学校、中学校でも同じこと

が言えるかと思うんですけれども、その

工事の日程時期であるとか、園児や児童、

生徒に対する安全の配慮であるとか、教

育活動や保育活動に対しての配慮につい

てどうお考えなのか、その点、お聞かせ

いただきたいと思います。

　同時に、摂津市内の学校でことし大き

な耐震補強工事が各地で行われるという

ことでもありますので、その点について

の注意であるとかなどについてお聞かせ

いただけたらなと思います。

　３点と言いましたが、２点で結構でご

ざいます。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４４分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　答弁をお願いします。

　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、学校教

育課にかかわります６点のご質問にご答

弁申し上げます。

　まず１点目、非常勤職員等雇用事業に

かかわってでございます。障害のある児

童、生徒の数、これにつきましては年々

ふえております。そのような中で、学校

の体制へ支援することが必要でございま

す。重度の障害のあるお子さんの支援の

ために、平成１８年度までは障害児介助

員のみを配置しておったのでございます

が、その介助員の数をこれ以上ふやすこ

とは困難であるということから、退職不

補充にいたしまして、１９年度より新た

に障害児等支援員の制度を設けたもので

ございます。ですから、全くゼロのもの

から来年度８名配置ということで、数的

には伸びてきておるのではないかと考え

ております。

　なお、国や府の援助でございますが、

支援学級の認可を行うのは府でございま

す。その府に働きかけを行いまして、年々

支援学級が増加しております。来年度に

おきましても、現在の予定では小学校、

中学校ともに３学級ずつふえることになっ

ております。

　次に、学力定着度調査事業についてで

ございます。学力の実態や学習の状況に

ついて、摂津市の状況を把握し、その分

析に基づいてさまざまな改善策を行って

いくことは、毎年必要であると考えてお
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ります。できれば、全部の学年で行えれ

ばいいんですが、財政的なこともござい

ます。

　そこで、これまで市の学力定着度調査、

そして、国の全国学力学習状況調査に参

加し、小学校、中学校それぞれ２学年に

おいて実態調査を行ってきたわけでござ

います。今回、国が抽出調査に変更され

ました。これにつきましては、これまで

の結果から既に使命を果たしたというよ

りも、予算的な側面もあろうかと思いま

す。抽出率が当初４割であるとか、ある

いは３割であるとか、もっと少なくする

とか、さまざまな議論がございました。

そういった中で、希望利用が行われてお

るということは、やはり全体的に実態を

調べることが必要であるという考えも反

映されたのかと思っております。

　今回、摂津市ではこの希望利用調査を

活用しまして、悉皆で学力調査を行って

まいります。

　ただし、国のデータに反映されるのは

抽出のみでございます。したがって、全

員参加して行うに当たっては、本市の実

態を知りたい。そして、本市の学力につ

いて考えていきたい。そしてまた、とも

に考える場をつくりたい、このように考

えております。

　予算的なこともございますので、本来

でしたら学年をふやして調査を行いたい

ところではございますが、この国の調査

を活用しながら摂津市の実態を調べてい

く。このような２２年度は方法をとって

いきたい、そのように考えております。

　続いて、学習サポーターあるいは特色

ある学校づくり推進、家庭教育相談員に

かかわる事業につきましての減額の理由

でございます。

　学習サポーターにかかわりましては、

今年度派遣回数が６３５回、これは２月

末まででございますが、昨年度、２０年

度は１年間で合計３２７回ございました。

このように倍近くニーズはふえておりま

す。しかし、当初予定しておった回数に

比べて、まだまだ少のうございます。学

校のニーズはございますが、いかんせん、

人の確保が非常に難しい状況がございま

す。１年間の状況を見て、妥当な回数に

見合うよう減額した、そのような状況で

ございます。人を探すことにつきまして

は、非常に悩んでおるという現状がござ

います。

　続きまして、特色ある学校づくり推進

事業にかかわりましては、創意工夫を生

かした特色ある教育を進めることは、指

導要領の総則にも記載されております。

したがって、このような教育課程の実施、

推進について、支援していくことについ

ては、これまでどおりの考えでございま

す。

　ただし、より中身が問われる時代にも

なっておると思います。予算的なことも

全体のこともございますが、各学校の取

り組みに対して一定の査定評価を行って

いくことも必要であるかと思っておりま

す。減額はしましたが、より取り組みの

ある学校には予算をつけていきたい、そ

のようにも考えておるところでございま

す。

　続いて、家庭教育相談員でございます

が、６名から５名に相談員の数を減らし

たところでございます。これは、２１年

度中学校に２名、小学校に４名配置して

おりましたが、スクールソーシャルワー

カーの活用事業ともかかわりまして、中

学校にはスクールソーシャルワーカー、

そして、小学校２校に１名でございます

が、中学校区の小学校に１名家庭教育相

談員を配置し、中学校区におけるスクー

ルソーシャルワーク体制といいますか、
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生活背景のことへの支援も含めて体制づ

くりを行いたい。そのようなことから、

新たな体制づくりのことからくる減額で

ございます。

　続きまして、小中一貫教育にかかわり

まして、報償金あるいは費用弁償がふえ

た理由でございます。

　小中一貫教育、現在は連携教育と申し

ておりますが、この取り組みは各中学校

区におきまして合同研修会、あるいは教

科にかかわっての研修ですね、こういっ

たものを行っております。この取り組み

をさらに前進させ、回数もふやしたいと

考えております。そこでは、アドバイザー

になる講師の費用も必要でしょうし、ま

た先進校に学ぶことも必要であると思い

ます。

　小中一貫教育もさまざまな形で全国で

は推進されております。本市の実態にあ

わせまして、どのような小中一貫教育が

より理想であるか、そういったことを探

るためにも、先進校視察も行いたい、そ

のようなことを考えております。

　続きまして、中学校への学級補助員の

配置にかかわりまして、この財源でござ

いますが、大阪府の緊急雇用対策事業を

活用した事業でございます。この事業は、

２３年度までの期間限定事業でございま

して、その後にかかわりましては、現在

まだ考えてはおりませんが、第二中学校

へ配置したこの学級補助員が、生徒指導

の面で非常に貢献しておるという現状が

ございます。

　最後に、国旗・国歌にかかわってでご

ざいます。

　学習指導要領において国旗及び国歌の

指導について、児童、生徒に我が国の国

旗と国歌の意義を理解させこれを尊重す

る態度を育てるとともに、諸外国の国旗、

国歌も同時に尊重する態度を育てるよう

配慮する、このように示されておるとこ

ろでございます。

　したがいまして、さまざまな考えはご

ざいますが、指導要領に沿った形ですべ

ての児童、生徒に日常的な指導を行って

いく、このような姿勢でございます。し

たがって、あえて持ち込んでおるのでは

なく、この内容に沿った形で指導をして

おる現状でございます。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　そうしましたら、学務

課にかかわります何点かのご質問にご答

弁申し上げます。

　まず、幼稚園の保育料の観点で、園児

の推移ということでございますけれども、

市立の幼稚園３園で大体ピークから５０

０名超、私立の幼稚園３園でもピークか

ら２００名以上の減というのが現状とい

うことでなっております。これは、摂津

市のみならず全国的な傾向でございまし

て、少子化の影響もございますでしょう

し、親の就労形態の変化であったり、女

性の社会進出であったりという部分もあ

るのかなというふうには思っております。

　その分保育所の方の設置数、入所人数

というのは全国的に見てもふえていると

いうのが現状でございます。

　その観点での教育の考え方ということ

でございますが、学務課としても、かな

り公立の３園の就園児数が減っていると

いうことで、ある意味では危機感は持っ

ております。今後、こども園化というこ

ともございますけれども、やはり就学前

の観点での何らかの独自色ということも

考えていかなければならないというふう

には思っております。

　次に、幼稚園の就園奨励費の観点での

人数減で額のアップというご質問でござ

いますけれども、この就園奨励の部分に

つきましては国の制度でございまして、
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子育て支援の部分と経済的負担というと

ころで、国の方が年々、毎年のように補

助単価とその補助の割合についても増額

してきているというのが現状でございま

す。特に、２２年度の予定といたしまし

ては、子ども手当の創設もございました

ので、低所得者への給付の重点化という

ことが打ち出されてまして、補助単価が

これまでにないくらい非常に大きな額の

アップになっているという部分がござい

ます。

　その部分での人数減の額のアップとい

うことでご理解をいただきたいと思いま

す。

　次に、保護者補助金の観点でございま

すが、これにつきましては、幼稚園の就

園奨励費と連動する形で、独自に保護者

の方の経済的な負担を軽減という観点で

制度運営をしておりますが、この幼稚園

就園奨励の国の制度が、単価が大幅にアッ

プを年々してきて、ことし、すごくアッ

プしたということもございますので、年

齢であったり兄弟関係であったり、少し

この制度は複雑なんでございますが、実

際に私立の幼稚園に支払う入園料、保育

料を両方就園奨励と保護者補助金、双方

支出しますとオーバーするような事態も

考えられるということがございますので、

その辺はもう一度制度設計を見直す必要

があるということで考えております。

　次に、就学援助の観点でございます。

金額が減っているというご指摘でござい

ますけれども、扶助費でございますので、

予算的には少し余裕を見させていただい

ているというところはございます。決算

ベースでいきますと、その前に済みませ

ん。１９年、２０年、２１年度と就学援

助の生活保護との金額との割合であった

り、実際の人数ごとの金額というのは一

切変わっておりませんので、基本的には

その影響はないということでご理解をい

ただきたいと思います。

　平成１９年度、２０年度の決算ですけ

れども、１９年度、２０年度両年度とも

１億３，１００万円台ということでなっ

ておりますので、その辺のところは予算

ベースでは少し減っているということが

ありますが、決算ベースではそんなに変

わらないというふうには考えております。

　次に、医療費助成との関連でございま

すが、この医療費助成につきましては、

学校保健安全法に基づく、いわゆる学校

病ですね、う歯であったり、中耳炎であっ

たり、結膜炎であったり、こういった学

校病にかかられた方が就学援助の対象に

なっている場合医療費について補助する

というものでございますが、この予測と

いうのは非常に難しい、予測のしようが

ないというのが現実のところだと認識し

ておりますので、これは２０年度の決算

を踏まえながら、少し前年度よりはアッ

プさせていただいているということでご

ざいます。

　次に、給食の調理業務の委託の観点で

ございます。鳥飼西小学校で２０年度さ

せていただきまして、鳥飼北小学校とい

うことでございますが、その委託先の選

定方法等につきましては、西のときと同

じように価格だけで単純な入札で判断す

るのではなくて、さまざまな観点から選

定をしております。

　今回の場合は、１１社応募がありまし

て、まず書類審査で６社に絞らせていた

だきまして、その６社に実際に市の方に

お越しいただいて、その金額であるとか

これまでの学校給食の実績、これはどこ

の学校、どんなドライの施設なのか、そ

ういうところも含めてでございますが、

それと実際に配置いただける職員の配置

人数、また、その方たちの経験、それと
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衛生管理の考え方であるとか、教育の一

環である学校給食をどれだけ理解して、

どれだけ実践できるか、そのあたりまで

踏まえましてヒアリングをしながら選定

をさせていただいて、最終的には双葉給

食さんということで契約をさせていただ

きました。

　この配置の人数に関しましては、正職

が４名、非常勤さんが４名という、若干

これにプラスされる可能性もあるという

ことで、今、確認をしておりますが、直

営が正規職員が４名で非常勤が１名とい

うことで運営をしておりましたので、委

託になることによって人数がふえますの

で、その分、配膳であったり下膳の部分

でのサービス向上というのが考えられま

す。

　それと、削減効果額なんですけれども、

これも以前から少しご答弁させていただ

いている部分はあると思うんですけれど

も、いろいろなとらえ方がございますの

で、今まで正職が４名、非常勤が１名と

いうことの中では、正職の単価が９１０

万円で４人、それに非常勤さんが１００

万円、これと２，２００万円の差額で１，

５４０万ということでご答弁をさせてい

ただいていたと思いますので、そういう

ことでご理解をいただきたいと思います。

　次に、安全でおいしい給食、その辺の

履行状況であったり、打ち合わせの観点

であったりということでございますが、

代表質問の中で、教育長の方からもご答

弁をさせていただいているとは思うんで

すけれども、やはり、日々の業務のチェッ

クの部分については、学校の栄養士、栄

養教諭の役割が非常に大きく、その辺は

十分学校栄養士の方も理解をして業務を

行っていただいております。もちろん、

教育委員会としてもその仕様なりの中で、

細かい部分を業者の方と、業者の担当の

方、また責任者の方とも話をしながらやっ

ていくということでございます。学校給

食の調理業務の委託に関しましては、請

け負う側の業者の方が全国的にこの委託

については広がりがございますので、か

なり実績を積んでおるというところがご

ざいますので、調理業務に関してという

部分については、もう既に双葉さんもそ

うでございますけれども、学校給食とい

うものについても理解は相当認識をして

いただいているということで考えており

ます。

　また、チェックの部分については、こ

れも以前にもご答弁させていただいたと

思うんですけれども、学校給食会の中の

検証会議ということで、履行の状況であっ

たりでき上がった給食の状況であったり、

子どもとの触れ合いの部分についても検

証をしながら、今後とも安全でおいしい

給食の提供が滞りなく実施していけるよ

うに、きちんと教育委員会として対応し

ていきたいというふうに考えております。

　次に、摂津小学校の調理場の改修でご

ざいますけれども、委員ご指摘のとおり、

新築でございますので、これまでのよう

に簡易の給食といいますか、お弁当とい

いますか、そのようなことは発生しない

というふうに考えておりますし、その部

分では子どもたちへの影響というものは

ないのかなと。ただ、もちろん大きな工

事になることが考えられますので、当然、

子どもの安全第一、また近隣の方々への

配慮も考えながら行っていきたいと。た

だ、工期であったり詳細については、設

計をする中でまた明らかになった段階で

ご報告させていただきたいというふうに

考えております。

　次に、預かり保育の観点でございます

が、人員体制は現状のせっつ幼稚園の人

員の体制の中でやっていきたいというふ

－27－



うに考えております。料金については、

他市の状況も踏まえながら、設定をさせ

ていただきたいということでございます。

安全基準であったり、預かりをすること

によっての安全基準であったりという部

分については、特には設定はございませ

んので、先進市の事例も各それぞれの園

で工夫をしながら、安全第一でやってい

るということでございます。

　それと、せっつ幼稚園以外のとりかい

幼稚園等の部分でございますけれども、

まず２２年度の施行は摂津の方からとい

うことは考えておりますが、２３年度以

降、鳥飼の方についても預かり保育を２

３年度以降試行になるか本格になるのか、

その辺は検討させていただきたいと思い

ますが、２３年度以降実施していきたい

というふうには考えております。

　べふの方は２４年度のこども園化でそ

れと同時に実施をしていきたいというこ

とで考えております。

　次に、こども園の工事の関係でござい

ますが、仮園舎の建築費として２，３０

０万円ほどの部分も計上させていただい

ておるんですけど、工事の考え方としま

しては、もちろん園児の安全が第一なわ

けなんですけれども、できるだけ仮園舎

もできれば建てない方向で、その設計の

中で考えていきたいというふうには考え

ております。

　ただ、現在のべふの幼稚園の園舎を詳

細に確認してみないと、どの部分から工

事を始めるのかであったり、工事車両の

出入りであったり、資材の部分をどこに

置くのか、さまざまな部分で不透明な部

分がかなりございますので、予算として

は仮園舎の部分について、最大限という

ことで計上させていただいておりますが、

その辺はひとつ慎重にさせていただきた

いというふうには思っております。

　それから、１５万円の報償費でござい

ますが、これにつきましては、こども園

と教育委員会として就学前教育の充実と

いう部分で考えている部分がございます。

関連する部分は当然ございますので、こ

の部分でそういった幼稚園教育なりの専

門的な知識を持っておられる先生の方に、

ちょっとアドバイスをいただきながら、

こども園と就学前の教育の充実の部分の

観点、双方いろいろアドバイスをいただ

きながら、検討を進めていきたいという

ふうに考えておる部分で、その報償費と

して１５万円ということでございます。

　それと、現在のこども園の具体的な検

討の状況ということでございますが、こ

ども園の開設準備委員会ということで教

育委員会、保育士、幼稚園教諭が入った

中で進めております。現在、生活班とカ

リキュラム班と行事班という３班に分か

れて、具体的に検討を進めております。

その検討結果については、年度末をめど

に整理をしたいというふうに考えており

ますが、２２年度以降はより具体的にあ

くまでもべふということの前提でもう少

しその部分を掘り下げて具体的なシミュ

レーションを行っていきたいというふう

に考えております。

　それと済みません、最後に１点、摂津

小学校の給食調理場の絡みで、学童の部

分のご質問がございますので、その件で

私の方からご答弁させていただきます。

　摂津小学校の給食調理場の先ほど２２

年度の実施設計ですね、２１年度に学童

の実施設計をして、その観点のご指摘も

ございましたんですけれども、味舌小学

校の跡地には基本的には給食場を新築す

るということが前提としてあるわけで、

済みません、失礼しました、味舌体育館

の跡地には給食場を新築するということ

が前提としてあるわけなんですけれども、
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それ以外に当然、敷地面積からいいまし

たら給食場だけでは余裕ができますので、

その部分は学校とも相談をさせていただ

きながら進めておりますが、今後も進め

てわけなんですけれども、学童の考え方

と、摂津小学校には多目的の教室がござ

いませんので、そういった多目的の教室

の部分、それと普通教室の余裕教室がご

ざいませんのでその部分、これらも総合

的に考えながらどういった形で設計する

のがいいのかということで進めてまいり

たい。ですから、その学童の部分につき

ましては、２１年度の設計ができる限り

むだにならないような形で、このトータ

ルの設計の中で考えていきたいというふ

うには思っております。

　それと、新の給食場ができた後の移転

後の旧の給食場の部分についても、これ

も一緒にその観点でどのような形がふさ

わしいのかということも考えていきたい

というふうに思っております。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　それでは、教

育研究所に関してのご質問にお答えしま

す。

　機能強化の内容でございますが、一つ、

カリキュラムセンターといたしまして、

人材育成と授業改善を進めるための研修、

研究の活性化を図ると。それから。保護

者、市民に対しましては、教科書等の教

育情報の提供、そして学習の場の提供を

行っていきたいと考えております。

　それから、教育支援センターとしての

機能の向上でございますが、教育相談及

び不登校の対応としての場の、いわゆる

支援の多様化と、この多様化に対応でき

るように努めてまいりたいと思っていま

す。

　教育委員会事務局全体として、より効

果的、効率的な業務が充実できるように、

主に学校教育課との連携など、事務局内

で細かいところにつきましては検討して

いく予定でございます。

　今のところ、市民参加ですね、市民保

護者の方のご意見を直接聞く場面という

ことは考えてはおらないんでございます

が、教職員、児童、生徒、保護者のニー

ズにこれまで以上にこたえられるような

ものにしていくということで、努めてま

いりたいと考えております。

○柴田繁勝委員長　高田館長。

○高田市民図書館長　図書館にかかわり

ます、２点のご質問にご答弁申し上げま

す。

　現在のところ、市民図書館、鳥飼図書

センターと千里丘公民館に加えて、コミュ

ニティプラザにおきましても返却受け取

りを予定しておりますが、他の公民館で

の返却受け取りにつきましては、コミュ

ニティプラザの利用状況を見させていた

だきながら考えてまいりたいと考えてお

ります。

　また、出張図書館につきましては、財

政状況も踏まえて無理と判断しておりま

すが、他の公民館におきましては小規模

ではございますが、ブックステーション

をご利用いただければと考えております。

　次に、鳥飼図書センターの修繕費でご

ざいますが、平成４年の開館以来、１７

年間空調機を使用してまいり、修理をす

るのにも一部部品がなかったりいたして

おりますのが現状でございますので、今

回の修繕費につきましては、空調機の入

れかえによるものでございます。

　よろしくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります４点

について、ご答弁させていただきます。

　まず、文化財保護条例制定の過程、市
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民参画についてでございますけれども、

文化財保護条例の制定に向けましては、

２２年２月に文化財保護審議会を開催い

たしまして、文化財保護行政の取り組み

の一つとして文化財保護条例制定に向け

て取り組んでいくということを確認して

います。

　現在、条例の制定に向けまして、国の

文化財保護法、大阪府また先進市の条例

等を参考に、条例案を作成しておるとこ

ろでございます。条例の作成に当たりま

しては、教育委員会から文化財保護審議

会に諮問をいたしまして、それを受けて

答申をいただく。また社会教育員会議や

文化振興市民会議、またパブリックコメ

ント等を実施する中で、市民の皆さんの

ご意見もいただきながら制定していきた

いと考えております。

　次に、温水プールの老朽化に伴う改修

状況であったり、改修の計画でございま

すけれども、プールにつきましては、日

ごろのボイラーの点検や、ろ過器の点検

等、毎日行っている修繕のほかに、大規

模な改修も行っております。

　例えば、平成２０年度にはプール内の

女子トイレが和式ばっかりでございまし

たけれども、それを一部洋式化にしたり、

男女の更衣室の一部でございますけれど

も、壁の修繕を行ったりしました。平成

２１年度には、暖をとっていただきます

採暖室の改修を行っております。２２年

度にはプール槽を６年ぶりに塗装したい

と思っております。それと、室内、かな

りさびも回っておるところもありますの

で、そういったところの塗装もあわせて

やっていきたいと思っておるところでご

ざいます。

　あと、プールの水温についてでござい

ますけれども、文部科学省の方で遊泳用

プールの衛生基準というのがありまして、

これに基づきまして現在水温が３１度、

室温が３２度で摂津市の温水プールは運

営しております。他市にも確認しました

ところ、ほぼ同様の温度設定ということ

でございました。朝一番とかですね、施

設の端に行かれたときとかは若干寒く感

じられることがあろうかと思いますが、

その温度設定に努めておるところでござ

います。

　次に、味舌体育館の閉鎖後の代替施設

等についてなんですけれども、先ほども

答弁させていただいたんですけれども、

正雀、味生、鳥飼、これらの体育館を利

用していただく。ほか、三宅、味舌のス

ポーツセンターを利用していただきたい

と考えております。

　ただ、土曜日、日曜日というのはどの

施設も稼働率が１００％に近い飽和状態

になっているのが現状でございます。そ

のような中で、私ども体育協会と連携し

て市長杯とか体育協会杯の大会を行って

おるわけですけれども、その大会を行う

についても、一部の連盟では例えば土曜

日、日曜日に開催するだけでなく、平日

の夜に大会を分散して開催していただく

とか、そういった取り組みをしていただ

ける連盟もございます。そういったこと

で、既存施設を有効活用できるように、

特に土曜日、日曜日、多くの方に利用し

ていただけるような工夫なりを、体育協

会等と連携しながら取り組んでいきたい

と考えております。

　それと最後、三宅スポーツセンターの

予算額の減額でございますけれども、ス

ポーツセンターの予算については２０年

度の実績等に基づきまして予算計上させ

ていただいております。三宅のスポーツ

センターでは１万、逆に味舌スポーツセ

ンターでは１８万３，０００円の増とさ

せていただいているところでございます。
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２２年度末で味舌体育館の閉館を予定し

ておりまして、２３年度には利用者増が

見込まれ、歳入の方も増になろうかと考

えております。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　それでは、青少年課

に係りますご質問について、ご答弁させ

ていただきます。

　まず、第１点目、２１年度予算で５，

０００万円の減額についての内容でござ

います。これにつきましては、全国的に

学童保育の入室児童がふえる傾向の中で、

一定、入室児童の増を見ておりましたけ

れども、実際には６２６人の児童の入室

ということで、これは２０年度６６８人

に対して６２６人ということで、マイナ

ス４２人の入室児童の減がございました。

そういったことに関連しまして、指導員

の配置人数でございますけれども、当初、

予算の積算において正指導員、これは常

時１学童保育室に２名基本的には配置し

ておりますけども、それからあと補助指

導員、それからそれの代替指導員等の人

数の中で、この児童数の減に伴いまして

補助指導員の人数が、当初、見積もりが

６６人の予定で賃金計算しておりました

けれども、実際には４７人ということで、

これのトータルが４，３８４万の概算で

すけれども、これだけの賃金が不要にな

りました。

　その中で、補助指導員の中でも支援を

要する児童について、この配置として当

初は３１人見ておりましたけれども、１

対１対応ではなしに２対１の対応等の関

係で、実際の配置は１８人にとどまりま

した。

　また、人数が増加するということで、

人数加配の方も７人当初見ておりました

けども４人。それを合計しますと、当初

より１６人の減となっております。これ

らの賃金の減で、３，５２０万円。その

ほか担任補助指導員、これも当初複数ク

ラスが６学童室であると見ておりました

けど、５つの学童保育室ということで、

実質的に２人の担任補助指導員、この部

分でも４５２万円、そういったものを合

計しまして、今回、５，０００万円の減

額をさせていただきました。

　この点につきまして、前年度、２０年

度の補正においてもこの賃金を減額して

おります。こういったことを分析して、

精査する点が欠けていたかと思います。

この点については、反省いたしておりま

す。そういったことを生かして、次年度

にはさらに入室児童数、またそういった

傾向をさらに精査して適正な予算の積算

に努めてまいりたいと思っております。

　それから、２２年度の賃金、１億８，

０００万、これについて、今回の減に関

連してどうなのかということでございま

すけれども、これについても、一応、２

１年度と同様の入室児童数の増を見てお

ります。そういったことで、若干、賃金

でふえて１億８，０００万見ております。

今現在、２２年度の新年度の入室児童数

の受付を行っておりますけれども、今現

在の受付状況からしますと、２１年度の

２６２人を超える申し込みがありますの

で、一応、最終的なことはわかりません

けれども、今一応の入室児童の中で積算

できているものと思っております。

　それから、学童保育料の口座振替のシ

ステムでございますけれども、これにつ

きましては、参事の方から後で答弁させ

ていただきます。

　それから、次の待機児童の解消等につ

いてでございます。これにつきましては、

従来、新年度の申し込みの一斉受付を１

月末までの期間で行っております。その

人数をもって、新年度の児童の定数とい
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うことでしておりました。しかし、今、

委員おっしゃいましたように、待機児童

の解消ということで、今年度、この入室

児童の一斉受付の人数に伴う配置基準の

上限まで児童の受け入れをするというこ

とで、その分で６８５名の、一斉受付で

は６３０人ぐらいですけれども、約５０

名増のこの配置基準の枠まで受け入れの

児童数を拡大するということで、一定の

待機児童の解消になったかと思っており

ます。

　それから、第４土曜日の学童保育につ

いてでございますけれども、これも２０

年度からこの第４土曜日の１日保育を実

施いたしました。委員、ご指摘の中でも、

これの拡大ということでございますけれ

ども、これについてはこの実施するに当

たって毎回その第４土曜の利用をするか

どうかということで、これは指導員の配

置の人数のこともありますので、毎回保

護者の方に確認をとっております。その

申し込み状況で言いますと、平均ですけ

ど約１６％ぐらい、入室児童数の１６．

７％ぐらい申し込みとしてはございます

けれども、実際その当日、学童保育を利

用される方が１０％前後ということで、

まだ利用していただいている件数が少な

いかと思っております。

　これは、２０年度から実施しましたの

で、そういった状況をもう少しこの第４

土曜日の保育を継続する中で、もう少し

見きわめしていきたいと考えております。

　それから、放課後子ども教室の委託料

の減の件でございますけれども、２１年

度につきましては、年間４０回の開催回

数で予算の方を積算いたしましたけれど

も、学校行事等の関係で、大体、月一、

二回程度わくわく広場ができない日が各

学校ともございます。そういった関係で、

今回、その不要となる金額が、一応、確

定いたしましたので、今回減ということ

でさせていただきました。

○柴田繁勝委員長　門川参事。

○門川青少年課参事　そしたら、学童保

育室保育料の口座振替についてのスケジュー

ルの件について、お答え申し上げます。

　まず、４月に情報政策課と協議を行い

まして、５月に業者の選定及び打ち合わ

せ、これは帳票等の打ち合わせをさせて

いただきます。そして、６月には保護者

あてに口座の依頼をさせていただきまし

て、９月実施に向けて進めてまいります。

　なお、保護者には４月１日に納付書発

送時に口座振替の手続の案内を同封させ

ていただく予定です。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　済みません。先ほど、

私、２１年度の入室児童数を２６２と言っ

たかと思うんですけど、正確には６２６

の、それが正解ですので、訂正の方よろ

しくお願いいたします。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育委員会

総務課に係りますご質問、２点について

お答えさせていただきます。

　まず、教育委員会事業の報償金の増額

理由といいますか、増額の内容について

ご説明させていただきます。

　まず、この内容につきましては、昨年

の平成２１年１１月に各議員にも報告さ

せていただいております、摂津市の教育

に関する事務の管理及び執行状況の点検

及び評価報告書という形でお渡しさせて

いただいておりますけれども、この作成

に当たりまして、教育に関して有識者で

ございます大学教授や高等学校の校長の

方々の知見を得るために、２名分の報償

金を計上させていただいております。

　また、この報償金の中には、長年にわ

たり本市教育行政に貢献されてまいりま

－32－



した学校長や教頭、また、教員の方々が

退職されました場合に、教育委員会の表

彰規定によりまして、その表彰状をプレー

トにして記念品としてお渡しをしており

ます。したがいまして、退職予定者数も

年々増加しておりますことから、報償費

も増額ということになっているものでご

ざいますので、ご理解をお願いをいたし

ます。

　なお、教育委員会事業といたしまして、

先ほど委員ご指摘のように、報償費は４

６％の増となっておりますけども、財政

厳しい折、財政方からの方からもいろい

ろと経費削減ということで、交際費、需

用費関係につきましては、相当な金額を

削減させていただいております。したが

いまして、前年度比率で教育委員会事業

費需用費につきましては、０．２６％の

微増ということでご理解をお願いをいた

します。

　続きまして、耐震の工事についてでご

ざいます。

　平成２２年度に耐震工事を行いますの

は、委員ご質問の内容のとおりでござい

ます。特に、せっつ幼稚園の耐震工事に

当たりましては、安全面や教育に支障が

ないのかということでございますけれど

も、せっつ幼稚園につきましても、先ほ

ど当初の部長補足説明で、補正の資料の

方で工期執行予定ということで書かせて

いただいておりますけども、契約につき

ましては、４月早々に契約の準備をいた

しまして、契約を進めているわけでござ

います。その間、業者が選定されました

ら、夏休み前に準備期間を設けさせてい

ただきます。その準備期間が整いまして、

夏休みに入りまして、工事に着手して、

園児のいない夏休み期間中に工事を終え

る予定でございます。

　なお、例年夏休みには、幼稚園では何

日かプール遊びや夕涼み会等の行事といっ

たものがございますけれども、このこと

につきまして、新年度の夏休みについて

は行事を行えないという旨、事前に園長

とも協議をいたしまして、また保護者の

方にもできる限り早い段階で周知を行っ

ていくという予定をしておりますので、

よろしくご理解をお願いいたします。

　次に、今後の耐震工事の予定というこ

とでございますけれども、現在の地震防

災対策特別措置法に伴います第３次の５

カ年計画が平成２２年度、この新年度ま

でとなっております。したがいまして、

２３年度以降の時点では、交付金の交付

率のかさ上げがなくなり、３分の１とい

うことに戻ってしまいますことから、引

き続き耐震化工事の交付率をかさ上げし

ていただきますよう全国、また大阪府の

教育長協議会や全国公立学校施設整備期

成会などを通じまして、交付率のかさ上

げが適用されるよう５カ年計画の延長、

また第４次の５カ年計画を策定していた

だけるよう、国などに重点項目として要

望をさせていただいておるところでござ

います。

　先の代表質問でも教育長の方からご答

弁させていただいておりますけれども、

子どもたちの安全確保だけでなく、災害

時の応急避難場所となりますことから、

早期に耐震化を完了したいと考えており

ますけれども、大変厳しい財政状況の中、

国の動向などを注意深く見きわめながら、

一日も早い耐震化工事の完了に取り組ん

でまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。以

上でございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、２回目の質問

をさせていただきます。

　最初に障害児介助員さん、それから障
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害児等支援委員さん、ご説明をいただき

まして大体わかりました。障害を持って

いる児童、支援を必要とする児童がふえ

ている中で、学校だけじゃなく、地域で

もその人らしく生きていける、生活がで

きる環境づくりということは、地域福祉

計画の中でも、地域の中でも大きな課題

となっていますし、とりわけ成長期の大

半を過ごす学校で、安全に学校で生活が

できるように、そうしたことでまた障害

を持たない子どもたちも、障害に対する

意識を高める、意識といいますか、その

人らしく生きていくということは当たり

前なんだ、皆違っているということも理

解できるような教育環境を整えていって

いただいたらいいなと思っております。

　財政状況、非常に厳しいという中で、

いろいろ制約はあるかと思いますけども、

人を育てていくという分野でございます

ので、ぜひ市としても努力もし、また国

へも働きかけをしていただきたいと要望

しておきたいと思います。

　学力定着度テストについてです。

　全国学力学習状況調査の方で、学力定

着度テストのかわりに行っていくと。

　採点については、これは国の方の予算

ではなくて、市の単独の予算ということ

で、これまでの定着度テストの予算が使

われるということなんですけども、この

間もいろいろご説明をいただいてたと思

うんですけども、学力テストで当初文部

科学省が目的として三つほど上げられて

いて、一つは全国の中で、どういう状況

にあるのかというのを知るということと、

それからもう一つは、それぞれの子ども

たちがどこまで学力を得ているのかとい

うことを知るという、それで知ったこと

について、情報公開もしながら、対策を

打っていくというようなことだったと思

うんです。

　この全国学力学習調査であったり、定

着度テストというのは、民間の委託会社

さんにお願いをするわけで、この間でも、

全国学力学習状況調査の場合ですと、１

年目はいろいろ混乱があって、４月にテ

ストを行って、回答が返ってきたのが１

０月でした。

　通常ですとテストを行って答案が返っ

てきて、それに対して子どもたちがどこ

を間違えたのかというのを学校や保護者、

それから地域も巻き込みながら、どういっ

たところがこの子は苦手だったのか、こ

の学校ではどういったところが足りなかっ

たのかというのを、目の前でしっかりと

確認をしながらやっていくというのが、

よりテストを受けた意味のあるものにな

るんではないかなと思ったりするんです。

　２年目、３年目の学力テストを見ても、

やはり結果が出るのは８月ということで、

業者さんの行う採点が戻ってきて、子ど

もたちは既にもう忘れて夏休みの最中だ

と、２学期にそれを見て、丸バツの答案

だけ見て、先生がどのような形で学習の

弱点を克服していくのか、そういう指導

上に本当に生かされるのかどうかですね。

　摂津市の学力の状況はこうなんだ、生

活状況とか、それから家庭での学習習慣

があるのかどうか、それと例えば所得水

準との関係、さまざまなデータというも

のも既に出てきているわけで、これから

こういったものをどうやって生かしてい

くかというときに、改めて抽出のテスト

を受けて、しかも答案用紙は業者さんに

お任せをするという状況で、果たして効

果があるのかどうか。

　子どもたちに返して、その弱点をどう

克服していくのか、また学校の中でその

弱点に対してどのような、非常に効果的

な、非常にアップトゥデートな対策が打

てるのかというと、ちょっと疑問を感じ
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るわけなんですけども、そういう点はど

のようにお感じでしょうか。これは、私、

全国学力学習状況調査そのものについて

は、もうやめるべきだと思うんですけど

も、やるというんであれば、やっぱり子

どもたちが本当に学力を伸ばしていける

ような、効果のあるようなやり方をしな

いといけないと思うんです。

　例えば１回目、２回目は不参加だった

犬山市が、３年目になって教育委員さん

が変わったりして、参加することになり

ましたけども、子どもたちにすぐ返して

いくと。

　指導上の効果を得るために答案用紙と、

それから問題をコピーしてとっておいて、

業者には返るけども、先生が丸つけをし

て、きちんと返して、そこできちんとし

た指導を行うというようなことをやって

おられるというふうにも聞いているわけ

なんです。

　それがわずか２教科だけで、その結果

が点数とか順位とかいうだけで、学力が

上がるというような評価そのものどうか

と思いますけども、少なくともそのテス

トの結果に対して、それぞれの子どもた

ちの定着度合いを見るのであれば、それ

にきちんとして返せるようなやり方が必

要じゃないかなと思うんですけど、その

点のお考えをお示しいただきたいなと思

います。

　それと、幾つかの学習サポーターです

とか、それから特色ある学校づくり推進

事業の補助金、学校家庭連携支援モデル

の教育相談員さんの賃金等のご説明をい

ただきました。

　家庭教育相談員さんにつきましては、

中学校に対する相談員さんをスクールソー

シャルワーカーさんの方にシフトされて、

小学校に対しては、中学校ごとに１人ず

つ配置するというようなことで、ちょっ

と構成を変えられたということで理解で

きましたので、より効果的に運用がされ

ますようにお願いをしたいと思います。

　特色ある学校づくりの推進についてで

すけども、推進はしていくけども、中身

を精査していかなければいけない、手を

挙げられたところ、公立の非常にいいも

のをやるところについては支援をしてい

くというようなお話なんですけども、具

体的にどんな中身が求められているのか。

　それぞれ学校は、それぞれの学校で特

色のある中身を進めていこうということ

で努力されるわけで、どこがよくて、ど

こが悪いのかというのはなかなか判断つ

きづらいのかなと思うんです。ちょっと

素朴な疑問として、特色ある学校づくり

のために、それぞれ特色あるものを出し

てこられたときに、どのように、どこを

去年よりも削っていくのか、その点少し

教えてください。

　学習サポーター派遣については、予定

してるよりは少ないけども、それでもふ

やしていきたいというような思いは伝わ

るわけですけども、人の確保というのは

本当に大変だというお話でございます。

　２５％ほどの減額で、予算も減ってし

まうし、減る中で人も確保しないといけ

ないという、非常に大変になるかと思い

ますね。有益だと、効果があるというこ

とがはっきりしているのであれば、予算

上の問題もあるかと思いますけども、人

の確保にはしっかり取り組んでいただき

たいなと思うんです。これ、意見として

申し上げておきたいと思います。

　小中一貫教育につきましては、ご説明

をいただいてわかりました。連携から一

貫校という表現も変わり、表現だけでな

くて、中身についても研修をしたり、ア

ドバイザーをお願いしたりということだ

と思います。生かしていただいて、進め
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ていただきたいなと思います。

　続いて学級補助員、中学校の方ですね。

これも、国の方の施策、補助金に頼ると

ころの大きい事業ですけども、しかし中

学校での効果があるということがはっき

りしているわけで、いつもこの議論で、

一致するのはやっぱり、人を育てるとい

うことについて人的配置をふやすという

ことだいう点で、これはもう議論を挟む

余地のない話だと思うんです。

　こういう点で大阪府に対しても、重要

性と、それから効果の出てることを訴え

ていただいて継続ができるように、それ

でも府がいろいろおっしゃるのであれば、

これまでも市としても先陣切ってやって

こられているという点もあるわけですか

ら、いろいろ工夫して、努力していただ

きたいと要望します。

　国旗国歌につきましては、ご説明いた

だきましたし、代表質問でもご答弁をい

ただきました。学習指導要領に従ってやっ

ているということでございます。ご答弁

は結構なんですけども、じゃあ学習指導

要領がそのまま、憲法のいう内心、良心

の自由と対立したときにどうなのかといっ

たときに、やはり憲法が上ではないかな

というような思いもします。

　それから、学校現場で国旗国歌が持ち

込まれているというのは、世界の中では

どちらかというと少数派だということも

述べておきたいと思います。このくらい

にしておきます。

　幼稚園のことにつきましては、就園奨

励費補助金、補助金についても、国の方

の単価、補助率が非常に上がってるとい

うことで、これはかなり評価のできるよ

うなお話だと思います。

　市独自の補助金と加えますと、保育料

よりも上がってしまうという、ちょっと

逆転現象が起きているというようなご説

明をいただいたわけなんですけども、そ

の点もう少し精査もしていただいて、ま

た資料も、もしよろしければいただきま

して、後退がないようにしていただきた

いなと思います。

　それから、就園奨励費については、ま

た後から条例の方も議論もあるかと思い

ます。保護者補助金の方ですね。ちょっ

とまた改めて、その際にまた聞きたいと

思います。

　就学援助金制度については、この間の

受給するための基準は、ここ数年変えず

に頑張っていただいてるということでご

ざいます。ぜひ、この制度を後退させる

ことなく頑張っていただきたいというこ

とで、エールを送っておきたいと思いま

す。頑張ってください。

　それから、給食についてでございます。

さまざまなご説明をいただきました。

　先日、求人広告を見ていますと、例え

ば鳥飼西小学校の受託していただいてい

る業者さんでは、しょっちゅう給食調理

員さん募集のチラシが入るというのをい

ろんな方からお聞きするんですね。

　先日、インターネットを見ておりまし

たら、今度は鳥飼北小学校で調理業務を

受託された双葉給食さんが、摂津市の学

校給食ということで、栄養士さんお一人

と調理師さんお二人と、それからパート

の方、時給上限８００円ぐらいで２人ほ

ど募集をかけておられました。大体年間

１２０日のお休みがあって、調理員さん

と栄養士さんが月給制で大体１４万３，

０００円から１８万７，０００円ぐらい

なんだそうです。パートさんの方になり

ますと、時間給７６２円から８００円ま

での間で、９時から１４時までと１０時

から１５時まで、どちらも社会保険完備、

通勤手当、上限ありますけども出します

よと。補助員さんについては、スキル、
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経験は問いませんということでございま

す。

　直営と民間との差で、どこが大きな差

があるのかなと思いますと、やはりここ

の人件費の問題だと思うんですね。人件

費の差が調理員さんの数を、直営ですと

５名、非常勤の方合わせて５名のところ

を８名でいけるんだというふうだと思う

わけなんですけども、学校給食をやって

いく上で、非常に細かな作業を強いられ

る中で、こうした低賃金の調理員さんた

ちにいろいろご苦労をいただいて、安全

安心な給食をつくっていただくというこ

とが、この学校給食の調理部門の民間委

託の一番の柱なのかなというふうに思っ

ているわけです。

　学校給食の民間委託は、いろいろな自

治体でも進められていて、既に市内の学

校の半分ぐらいを民間委託やっているよ

うなところ、１０年ぐらい行っていると

ころは、民間委託業者さんに対して、そ

れから納入業者さんに対してもアンケー

ト調査も行って、検証などのプロジェク

トも進められているという資料も見たこ

とがあるんです。

　その中で、率直な意見、本当に出てる

んですね。民間委託会社さんから出てる

のは、大量給食をやる上で、学校給食に

おいてここまでしないといけないんです

か、この委託料で私たち一生懸命努力し

ていますけども、人件費の削減も限界が

ありますと。民間会社ですから、利益も

出さないとあきません。だけど、契約を

結んでいるものについてはやらなければ

いけない。しわ寄せは労働者のところに

しかいかなくなってしまう中で、人がど

んどん変わっていく。

　安全面、衛生面で非常に不安を感じる

というような率直な意見が出されている

ものを見たこともあるわけですけど、こ

こが非常に大きな課題ではないかなとい

うふうに思うんですが、その点のお考え

をちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、今回の予算で民間委託にな

りました。委託料がふえて、パート賃金

が減って、正職の調理員さんも３０名か

ら２８名と２人減りましたと。それだけ

で、単純に並行して並べるというのは実

態にはそぐわないわけで、行革として見

れば、同じ土俵に乗せて比べるわけです

けども、ことしの予算として、去年と比

べてどうですかということなんですね。

その点、ちょっと改めて教えていただけ

ないでしょうか。お願いをいたします。

　それから一つ、やっぱり安全安心のた

めに事細かな打ち合わせをしなければな

らないですし、公的責任を果たす上では、

学校の栄養士さんや、それから教育委員

会さんが受託会社の責任者や受託会社の

調理員さん、栄養士さんともしっかりと

した打ち合わせをしていただいて、ほか

の学校の給食と中身が変わったり、衛生

面で不安がないようにチェックをしてい

かなければいけない、これは当然のこと

だと思うんですけども、一方で労働者派

遣法の問題では、偽装請負とかいう問題

も非常に大きな問題になっているわけな

んです。

　何度も議論をしてきたわけですけども、

例えば労働者派遣事業と請負により行わ

れる事業との区分に関する基準、いわゆ

る厚生労働省が出している３７号告示な

んですけども、最近学校給食の調理部門、

民間委託に関して、この３７号告示との

整合性についての質問が、非常にたくさ

ん厚生労働省の方にも来てるそうなんで

す。

　それを受けて、厚生労働省は疑義応答

集というものをつくっておられます。そ
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の疑義応答集の中でも、７項目めなんで

すけども、全部で疑義応答は１５項目あ

るんですけど、そのうちの７項目めで作

業工程の指示というのがあります。Ｑ＆

Ａなんですけども、「発注者が、請負業

務の作業工程に関して、仕事の順序の指

示を行ったり、請負労働者の配置の決定

を行ったりしてもいいですか。また、発

注者が直接請負労働者に指示を行わない

のですが、発注者が作成した作業指示書

を請負事業主に渡してそのとおりに作業

を行わせてもいいですか」という質問が

されてます。

　その答えとして、「適切な請負と判断

されるためには、業務の遂行に関する指

示その他の管理を請負事業主が自ら行っ

ていること、請け負った業務を自己の業

務として相手方から独立して処理するこ

となどが必要です」というふうに答えて

います。

　「こうした指示は口頭に限らず、発注

者が作業の内容、順序、方法等に関して

文書等で詳細に示し、そのとおりに請負

事業主が作業を行っている場合も、発注

者による指示その他の管理を行わせてい

ると判断され、偽装請負と判断されるこ

とになります」ということで答えておら

れるわけですね。

　そうしますと、善意なんですよね。安

全な給食をやってもらうと、民間に任せ

たって、一般の学校と同じように安全に

やりますよということが学校給食民間委

託の市民への説明ですし、安全を守るた

めの担保のはずですから、それをせざる

を得ないわけなんです。

　ただ、それをやることによって、民間

委託会社で働く労働者にとってみると、

偽装請負というような指摘を受けられる、

または不利益な不当労働行為のもとに置

かれるということもあり得るわけですよ

ね。

　いろんなところでも同じようにやって

るじゃないかというふうなことなのかも

しれませんけども、サービス残業にして

も、それからこの偽装請負の問題にして

も、派遣の問題にしても、いろんな会社

がやってきたことが社会問題化して、間

違ってたということで見直しが始まって

きてるわけで、とりわけ学校給食の現場

において、そういった点ではきちんとし

た精査をしないといけないと思うんです

けども、その点はどのように認識されて、

この学校給食民間委託を継続し、拡大し

ていこうとしているのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　調理上の改善事業につきましては、こ

れから来年度になりますので、工事につ

いては、しっかりと安全、それから教育

に支障のないような形で地元の皆さんや

学校、保護者、先生たちとも協議をして

進めていただきたいなと思います。

　幼稚園については、預かり保育につい

てですけども、現状の人員で進めていき

たいんだということでありますが、今ま

でも子どもたちが帰った後というのは、

幼稚園の先生たちは、それぞれのいろん

な業務があったかと思うんですけども、

それをしながら、新たに預かり保育をやっ

ていくということについて、安全や、そ

れから幼稚園教諭の業務が守られるのか

どうか、ちょっと不安を感じるんですけ

ども、その点をどのようにお考えなのか、

ちょっとお聞かせください。

　こども園につきましては、いろいろな

議論があります。今、具体的に進められ

ていくということでもありますし、専門

的なアドバイスを受けるための報償費も

１５万円計上されているということであ

りますが、保育園という子どもの保育と

いう考え方と、教育という考え方が全く
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違うものが一つになっていくという中で、

かなりのすり合わせが必要になってくる

かと思います。

　現行の、今まで何度か連携のための作

業が行われたり、それから今準備委員会

が進められているということであります

が、準備委員会の会議等、どのような頻

度で行われているのか、また具体的には

別府の保護者の方々や地域の方々への中

間報告なり、どんな方向になっていくの

かということが今後されていくのかどう

か、その点も聞かせていただきたいと思

います。

　教育研究所につきまして、ご説明をい

ただきました。１階の部分が障害者の団

体の方々が使われるセンターになるとい

うふうに聞いておるわけなんですが、一

つの建物で、２階、３階部分が新たな教

育センターということになるのかなと思

うんですけども、いろいろな建物上の管

理の費用ですとかが計上されてるわけな

んですけど、建物全体を教育研究所の方

で見るのか、２階、３階の部分だけで見

ていくのか。

　または、障害者の方々のセンターとの

連携や建物そのものを共通のセンターと

して見ていくのか、その辺のすり合わせ

ですとか、議論ですとかいうものはどう

なっているのか、ちょっとお聞かせいた

だけたらと思います。

　図書館につきまして、ご説明をいただ

きました。いろいろ研究もしていただい

て、より近いところに本があるというよ

うな状況をつくっていっていただきたい

なと思いますので、要望としておきます。

　文化財については、結構です。今後、

議論をしていって、条例をつくっていた

だくことになるかと思いますが、その際、

摂津市内にある、先ほども埋蔵文化財の

お話がありましたけども、摂津が持って

いる文化財ですね、そういったものを条

例をつくりながら、市民の皆さんにもお

知らせをするというふうに、そういった

ことにも努めていただけたらいいのでは

ないかなというふうに思います。

　それから、パブリックコメントにつき

ましても、どうもパブリックコメントと

いうのは、何か最後の最後でやっつけ仕

事で、いろんな計画見てますと、残り２

週間しかありませんと、ああいう公民館

のところでファイルに挟んで、持ち出し

厳禁と書いてポンと置いてあると。回答

用紙も用意してないと、今回の行革計画

なんかそうなんですけども、あれっと思っ

たりしてるんですが、そういうようなパ

ブリックコメントで、本当の意味で市民

の意見聞くものにしていただきたいと要

望しておきます。

　温水プールにつきましては、わかりま

した。

　体育館、スポーツセンターにつきまし

ても、新たな体育館がどんどん減っていっ

て、努力もして、体育連盟の方々にもご

協力もいただいてるということでありま

すが、総合スポーツクラブなどの検討も

始まっていく中で、じゃあどこで体を動

かしたらいいのという声が、やはりまち

の中でも聞こえてきてるんですね。例え

ば、外で元気に遊びたいんだけども、公

園でボール遊びをしたら花壇を傷つけた

り、それから家に当たったり、小さな子

に当たったりして、ここじゃほとんどボー

ル遊び禁止になっていますし、そういう

点では、今の子どもたちがスポーツにふ

れる場所というのは、どこかのクラブに

入るというようなことではなしには、な

かなか参加しづらいようなことになって

います。

　体育館も運動場もグラウンドも、敷地

の問題や予算の問題もあるかと思います
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けども、今ある施設というのは本当に貴

重ですし、失ってしまえばもう戻ってき

ませんし、今ある施設、本当に有効に使っ

てもらえるように工夫していただきたい

と要望したいと思います。スポーツセン

ターでいいますとグラウンドですとか、

所管がちょっと違ってくるかもしれませ

んけども、公共利用に働きかけをしてい

ただけたらどうかなと思います。これ、

要望としておきます。

　学童保育でございます。ご説明いただ

いて、指導員さんを確保するという困難

さも理解できますが、やはり当初予算と

比べても、大きな違いがあるというので

はちょっと問題があるのかなと思います。

　学童について、先ほどもご紹介しまし

たこどもプランを立てる上で、昨年の３

月に子育てに関するアンケート、就学前

の児童のいらっしゃるご家庭と、就学し

てらっしゃるご家庭にアンケートをされ

ていて、学童保育についてもアンケート

結果が出されています。

　アンケートで学童への希望、どんなこ

とを希望しますかというのを統計で見て

みますと、学年の延長というのが一番で

したよね、３９．６％あるんですよ。今

の１年から３年までなんですけど、４年、

５年、６年まで延長してほしいという意

見があります。

　それから夕方の延長、今は５時までだっ

たかと思いますが、実質働くお父さん、

お母さんにとってみて、仕事は５時まで

であれば、５時には家にいることはでき

ませんし、お迎えに行くことはできませ

んし、子育ての世帯にとって、本当に実

態に合った形で延長してほしいというの

がこの結果にあらわれてるのかなと思い

ます。そのほか、土曜日の開所をふやし

てほしい、１８．８％、施設や設備の改

善、日曜利用などの希望ありが２０％と

いうような結果になっています。

　学童に対する期待というのは、働きな

がら子育てをされていく方々にとっては、

やっぱり大きなものがあると思います。

そういう意味では、今後やっぱり充実を

図っていただきたいと思うんです。

　今回も待機児を少しでも解消しようと

いうことで、１月末の締め切りのときの

定員数を、定員数ちょうどではなくて、

基準の上限に設定をされたことによって、

待機児が大分減るというようなお話をい

ただいて、それは努力として評価できる

ものだと思っているんです。

　しかし一方では、施設を改善していっ

たりとか、子どもの安全を確保していく

という上で、面積であったり、それから

指導員さんの人数についても、やっぱり

人がふえていくという中で、そのままで

ということでも、それはまた一つ問題あ

るのかなというのも思うんです。

　国としてきちんとした基準が学童保育

についてはありませんけども、ガイドラ

インというのが示されてますよね。補助

金との関係で、７０名以上になったら補

助金が減るということであったりとか、

それから基本的な生活の集団は４０名程

度が望ましいとか、校庭とか体育館、余

裕教室の利用は学校とかとの連携を強め

て、積極的に図っていくこととか、それ

から指導員の役割も明記されていたり、

それから施設上でいきますと、１児童当

たり１．６平米程度が望ましいと。

　これ、ぎゅっと固まった基準ではない

のかもしれませんけれども、それが大体

基準になっているわけで、そうしますと、

定員はふえたけども、施設はそのままで

あったり、指導員さんの数はそのままと

いうことになりますと、今度１人当たり

の学童児童に対する安全面という点では、

後退にもなるとも言えてしまうわけです
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よね。

　そういう点では、市民の、また保護者

の方々の学童に対するいろんな希望に対

して、それから安全面に対して、市とし

て国のガイドラインに沿った基準もきっ

ちりとつくってく必要があると思うんで

すけども、そういったお考えをちょっと

改めてお聞かせいただきたいと思います。

　摂津小学校の学童保育についてですけ

ども、改修工事につきましては今ご説明

ありまして、平成２１年度設計をしたん

だけども、今度は体育館を壊して、調理

室と、それから学校のいろいろな施設も

総合的に考えていかなければいけないと

いうことになったということは、２１年

度当初、設計はどんなふうな設計をされ

ていたのか。

　それは、果たしてこの後どんなふうに

つながっていくのかというのが、これが

不透明だと思うんですけど、当初の計画、

自主設計であれば、今年度どこに、どの

ような形で建つ予定だったのか、それは

ちょっと参考にお聞かせいただきたいな

と思います。

　わくわく広場については、減額の中で

すけども、地域で協力して進められるよ

うに、これは難しい問題ですけども、粘

り強く対話の中で一歩前進、二歩後退、

三歩前進ということになるのかもしれま

せんが、努力をお願いしたいと思います。

　耐震補強工事につきましては、改めて、

特に体育館というのは避難所にもなると

いうことで、優先してやっていくという

ふうにおっしゃっておられるわけですか

ら、今回千里丘小学校の体育館、その後

まだ二つの体育館が残っておりますし、

それからＩｓ値でいいますと０．７に近

いところと、０．３１というようなとこ

ろで、一歩違ったら０．３未満で、やら

なきゃいけないようなところも残されて

いるわけで、そこはしっかりと予算増に

向けて頑張っていただきたいと。

　それと、前もお話ししたことがあると

思うんですけども、それでも１０年、２

０年先になってしまうのであれば、避難

する場所や、逃げ道だけでも確保するた

めの部分的な補強であるとか、補助金つ

く、つかないの問題もあるかと思います

けども、研究をしていただきたいと要望

しておきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、学力定

着度調査事業に変わってのご質問にご答

弁申し上げます。

　確かに、子どもたちの学習の改善等に

役立てていくという目的は、非常に大き

なものだと考えております。そのために

は、タイムリーに子どもたちにテストを

返してやることも必要だと思っています。

　市で行っていました学力定着度調査に

つきましては、夏休み前には学校に結果

を返しておる、このような状況がござい

ました。今回、現在のところの国の調査

の実施要領等見ておりましたら、８月に

結果が返ってくるということになってお

りますが、抽出で数も減っておりますか

ら、もう少し早く返ってくるのではない

かなと、そういう推測もしておるところ

でございます。

　今回、業者委託で採点等行いますが、

一方で教員の負担軽減、これもございま

す。しかし、この負担軽減は、あくまで

も子どもに向き合う時間、この確保でご

ざいますから、返ってきた調査結果から

一人一人の子どもの顔が見えるように指

導していくこと、これは重要であると考

えておりますし、そのように活用される

よう我々としても努めてまいりたいと考

えております。

　次に、特色ある学校づくり推進事業に
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かかわってでございます。

　ご承知のとおり、教育課程の編成に当

たっては、児童生徒、あるいは地域の実

態、これを配慮した上で教育課程を編成

していく必要がございます。そんな意味

でいいますと、特色ある学校づくりとは、

地域や児童生徒の実態をどこまで把握す

るか、これが重要であると考えておりま

す。先ほど申し上げた学力調査も一つの

実態、その実態に基づいて、どんな取り

組みをしていくか、これも特色であると、

我々はそのように考えております。

　この評価の内容でございますが、やは

り地域、あるいは児童生徒の実態を踏ま

えたものであるならば、その実態がどん

なものであるか、そしてまた、その実態

で改善すべきものがあるならば、どう改

善したか、そのような内容について積極

的な情報発信を行えたかどうか、これが

一つの判断材料になると思っております。

　学校は、発信したつもりである場合が

非常に多ございます。しかし、伝わって

ない場合も実際問題たくさんございます。

より発信し、さまざまな対話を進めなが

ら学校改善に取り組んだところ、これが

評価できる学校だと思っております。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　安藤委員の２回目のご

質問に順次ご答弁申し上げます。

　まず、給食の調理業務の委託業者のコ

ストの観点のご質問でございますが、業

者の方の実情については、私の方、認識

できる状況にはないわけでございますが、

他市で給食の調理業務を委託する際に入

札のみで行っている、価格のみの入札で

即決定してる市で請け負っている業者さ

んなんかに聞きますと、安藤委員おっしゃっ

てたような状況も考えられるようです。

　本市の場合、説明の段階で本市は価格

のみに寄らず、実績等も踏まえながら決

定させていただくということを大前提に

させていただいておりますので、その観

点の部分の不安はないものと考えており

ます。

　また給食の実施回数というのは、実質

１８０数回ですから、通常の勤務、もち

ろん勤務日数は三期の休業中も勤務があ

るわけですけれども、実際に主たる業務

である学校給食、児童に対する給食をつ

くるという作業の部分については１８０

日、その差は６０日ぐらい、この部分を

どうとらえるか。業者の方は、この部分

については休みであるということでの賃

金の差というのが当然出てくるものと認

識はしております。

　それと、ことしの予算と昨年の予算の

部分なんですけれども、厳密に２人退職

者が出てというところの比較で数字を計

算しますと、お二人とも大体いろいろな

諸経費を入れると９００万円程度、それ

と非常勤さん１人が１００万円程度、そ

れと再任用の方が非常勤に移られるとい

うことのコストの差が３００万円近くご

ざいますので、それを合わせますと２，

２００万円程度、双葉給食さんが契約金

額が５，９４０万円、１年間にしますと

１，９８０万円で、その差が２２０万と

いう単純な計算はできるのかなというふ

うに思っております。

　それと、３７号告示に対する質疑応答

集の部分でございますが、この部分につ

いては、私どもも十分認識はしておりま

す。

　ただ、昭和６０年当時から、文部科学

省より給食の調理業務に関しては、合理

化通知というのが出ております。これは、

６０年以降出て、そこから全国的に、そ

れ以前からのところもございますが、給

食の調理業務の委託が広がり出して、そ

の都度といいますか、偽装請負の問題点
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はいろんな市でも議論をされているとこ

ろでございまして、そういった観点では

問題ないとは思っておりますし、東京の

杉並区の方での判例の際の説明の中で、

そういった指示の部分が恒常的でなけれ

ば、受託の業者が業務の遂行に関する指

示その他管理をみずから行うことを否定

するものではないということの判例も出

ておりますので、そういった観点からし

ますと、そういう偽装請負という部分に

は当たらないというふうには認識はして

おります。

　次に、預かり保育の部分でございます

が、確かに現状の中でできるかどうか、

とのご指摘でございますが、２時以降、

水曜日は１１時以降、この部分について

は、会議であったり、研修であったり、

また子どもたちに対する手づくりの教育

教材等の時間ということであるわけなん

ですけど、この部分については、十分工

夫することによって、預かり保育の時間

の捻出は可能であるというふうには考え

ております。

　次に、こども園に対するご質問でござ

いますが、保育と幼稚園の制度の大きな

違い、これについては、さまざまな観点

でクリヤーしなければならない部分はあ

るというふうには考えておりますが、基

本的にはこども園の部分で、保育所と幼

稚園の合同でという部分につきましては、

４歳、５歳児、この部分のコアとなる時

間ですから９時から２時まで、この部分

が合同で保育することによって、市とし

ての就学前の教育の観点での取り組みと

いうことで考えておりますので、さまざ

まな違いがありましても、こども園全体

で考えなければならない部分と、その辺

は分けながら、またあくまでも子どもを

中心に考えていきたいというふうに思っ

ております。

　次に、会議の頻度は、現在もおおむね

月に１回のペースで会議検討しておりま

す。今後もこのペースを維持しながら、

先ほども申し上げましたように、２２年

度は４月以降、別府の幼稚園に配置され

る職員、別府保育所に配置される職員が

中心になりながら、こども園の部分につ

いては、具体的なシミュレーションを行っ

ていくと。それ以外については、先ほど

も申し上げましたように、就学前の教育

の充実の部分について、どういった取り

組みをしていくべきかということを引き

続き検討していきたいということで考え

ております。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　それでは、青少年課

に係ります２回目のご質問についてお答

えさせていただきたいと思います。

　学童保育の、例えば学年延長、時間の

延長、また土曜日保育の回数増等の学童

保育事業の充実ということでございます

けれども、これはそれぞれ今現在課題が

あるかと思います。

　今現在、厚生労働省のガイドラインの

基準でいきますと、学童保育室について

は、おおむね１．６５平米という一つガ

イドラインとして示されております。

　今現在、千里丘、三宅柳田、鳥飼西、

鳥飼東を除いては、学校の空き教室を利

用して学童保育を行っています。学校の

空き教室、普通の教室ですけれども、大

体６６平米ぐらいございます。今現在、

定員としては４０名でしておりますので、

先ほどのガイドラインで示されておりま

す１．６５の面積になるかと思います。

ただ、これも待機児童の解消ということ

になりますと、受け入れた人数分だけ割

り算で１人当たりの面積が狭くなります。

　あと、学校施設の中でおおむねこの学

童保育を運営しておりますので、学校と
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も相談しながら、利用できる施設につい

ては借用するなりしていきたいと思って

おりますけれども、現在空き教室等がど

の学校も余りないという状況の中で、現

在そういった施設をお借りするのはなか

なか、ふやしていくということについて

は、ちょっと難しいかなと思っておりま

す。

　あと、保育時間の延長につきましても、

これも指導員の労働条件の変更等も伴い

ます。これも組合との協議等もあります

ので、そういったところも今後の中で、

またそういったことも課題としてはござ

いますので、そういったところを踏まえ

て、こういった充実等について、さらに

研究していきたいと思っております。

　それから、摂津小学校での学童保育、

２２年度、もし建てればどこかというこ

とでございます。これにつきましては、

学校施設を管理してます教育総務課、そ

れから学校長立ち会いの中で、摂津小学

校の敷地の中で、どこで建てれるかとい

うことで、実際に場所等確認させていた

だいたんですけども、今摂津小学校では

２教室、学童保育としてお借りしており

ます。その２教室建てれるスペースとし

て、一応学校長、また教育総務課の中で

一応合意できましたのが、星翔高校の境

界のところにあります砂場ですね、そこ

の一角が一番ぎりぎり２教室建てれるス

ペースかなということで、そこをもとに

設計を行いました。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　研究所に関す

るご質問についてご答弁申し上げます。

　建物の管理についてでございますが、

１階と２、３階部分の使い分けでござい

ますが、基本的にはそれぞれの主管課で

管理は行うということにしてはおるんで

すけども、２者で一緒に発注したり、一

緒にする方が合理的なもの、これにつき

ましては、いわゆる面積的なものでいき

ましたら按分、２対１の割合でそれぞれ

支払うと。

　それから、光熱費等につきましては、

メーターで切り分けれるようなものは、

それで対応すると。それから、２者が入っ

てるわけなんですけども、１者で独立す

るというか、１者だけを代表と出すもの

がございますね。例えば防火管理者だと

か、どちらか片っぽがそれを担うという

ものがあるんですけども、これについて

は、当研究所の方で担っていくと。基本

的にはこういうことで対応したいという

ふうに考えております。ありがとうござ

います。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　では、幾つか再度お聞き

したいと思います。

　学力テストについてなんですけども、

テストをするということについて、何も

否定してるというわけではないわけなん

ですが、今回の全国学力学習状況調査で

すね、結果が出てから、いろいろな論調

もあって、学力イコール点数であったり、

全国の中での順位づけが形づけられてく

るという本来の目的からはずれ弊害が生

まれました。

　その結果、本来の学力をつけていくた

めの努力であったり、全体の学力の中の

一断面としての学力テストの結果と、そ

こから導かれる生活状況や家庭での学習

習慣とか、そういったものと関連づけて

いく中で地域にアピールを、発信をして、

一緒にやっていこうと、本来の目的とは

また違う部分で順位であったり、２教科

の点数がひとり歩きしていくというよう

な弊害も生まれてきたというのも、これ

は言えるのではないかなということだと

思うんです。
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　そういう点では、改めてお金を出して、

しかも先生の負担をやっぱりふやせない

わけですから、子どもたちの学力、直接

結びつくような学力テストであれば日常

的にやっておられるし、それは負担では

なくて、先生と子どもたちとの学習行為、

教育行為に当たるわけです。

　外部からのテストをやって、それを採

点するから負担になってしまって、ほか

の業務に支障が出てきてしまうというこ

とで、業務委託して点数つけてもらうと

いうことになってしまうのではないかと、

そんなふうに理解をするんですけども、

そういう点では、こういった一律的な学

力テストというものについて、あえて抽

出になったからといって、受けないから

といって、学力向上に消極的だというふ

うには私は見られないし、決してそんな

ふうには教育委員会の皆さんも思ってな

いと思ってるんです。

　そういう意味では、私は改めて学力テ

ストの参加というのは取りやめるべきだ

と。それでもやられるんであれば、学力

テストの結果が、直ちに子どもたちに反

映されるような工夫をやっぱりするべき

だというふうに思います。意見として申

し上げておきたいと思います。

　それから、給食についてです。

　行革ということで言いましたら、いろ

いろな土俵をつくって、土俵の上でどっ

ちがプラスで、どっちがマイナスかとい

うような試算が成り立つかと思うんです

けども、実際に毎年毎年予算を組んで決

算をしていくと。

　退職者不補充ということで、減った部

分で民間委託をして、給食調理業務に支

障を来さないようにしていくというのが

教育委員会、摂津市の考えなわけですか

ら、民間委託スタートさせ、毎年１校ふ

やしたということで、じゃあどれだけの

経費がふえて、どれだけの経費が減った

のか、そういったものについて検証する

というのも大事なことじゃないかなと思

うんです。

　そういう点で、今ご説明いただきます

と、民間委託したからといって、今年度

大きく予算が浮いたということではない

ということは、ちょっとわかりました。

今後、これからどうなっていくのかとい

うのはわかりませんし、退職者に対して

９００万円という正職員さんの数字で計

算すれば直営が高くなるけども、退職者

の後に高校を卒業された方が新たに新人

として入ってこられれば、その１年は直

営でも経費としたら、民間委託と遜色が

なかったりするわけでもありますし、そ

れは教育としての学校給食を担う人材を

育てていくという、非常にプラスの面も

あるということを指摘しておきたいと思

います。

　３７号告示に関する疑義応答集なんで

すけども、杉並区の判例であったりとか、

それから昭和６０年以降、当時の文部省

からの合理化方針が出されてるというよ

うなお話がありました。ただ、昭和６０

年当時といいますと、当時まだ派遣、請

負という問題は大きな問題になっていま

せんでしたし、派遣そのものが本当に認

められていない時代だったと思います。

　１９９９年に派遣法が改正されていき

ますから、そこから派遣業務がずっと拡

大をしていくという中で、製造業にも派

遣が認められていく。本来、派遣であれ

ば、１年で雇用すれば、正社員として雇

用していかなければいけないというルー

ル、それが３年に延びましたけども、そ

れを逃れるために偽装請負という社会問

題も生まれてきたというのは、非常に今

日的な社会問題だと思うんです。

　そういった中で、学校給食の民間委託
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そのものが、こういった調理業務民間委

託として予定されていなかったのではな

いかなと思うんですね。

　学校給食として、安全を守るために民

間委託を選択したのであれば、きちんと

やっぱり管理してほしいです。お任せと

いうのはやっぱり不安ですし、保護者も

絶対に許しません。

　しかし、それをやることで、今度はそ

こで働く人たちの労働の権利そのものが

脅かされているという社会的な問題、そ

れからそれを解決していかなければいけ

ないという要請もあるわけで、そこに大

きな矛盾、それぞれの言い分がぶつかり

合って、どっちも正しいんですけども、

結局じゃあ学校給食そのものに、民間委

託そのものはもうそぐわないという結論

にしか私はならないんですね、頭の中で

はね。

　大事にやろうという共通の思いと、し

かし労働者の権利を守っていこう、社会

のワーキングプアの問題を解決していき

ましょうという社会の要請に対してどう

応えていくか、それが教育現場でその矛

盾を抱えたままやるということが本当に

いいのかどうかというのが、私は大変疑

問に感じています。

　大阪労働局の需給調整事業部の方にも

電話で問い合わせをしまして、非常にやっ

ぱり働いておられる方からの問い合わせ

というのもふえているそうです。

　「具体的な状況じゃないと判断はでき

ないけども、一般的に、日常的に来週の

献立の打ち合わせをしたり、あしたの調

理については前日の夕方、調理員さん同

士でやったり、事細かにやっていくとい

うのは、一般論として偽装請負と言われ

ても仕方ないですね」というようなお話

もあるんですね。具体的に見ていらっしゃ

らないから黒というような話ではないで

すけども、そういった疑いもあるという

ことなんです。

　より慎重に、こういった法令の問題、

法令順守の立場からいっても、労働者保

護という立場からいっても、安全な給食

を提供し続けていこうという問題におい

ても、問題がたくさんあることで、いっ

ぱい矛盾を抱えたまま２校目に突入して

しまっていますから、ここはより慎重に、

改めて、これでもうどんどん拡大してい

くんだではなくて、その都度、検証して

いただきたいと思います。これ、答弁い

いです。要望とします。

　そのほか幾つかありますが、預かり保

育とこども園につきましては、幼稚園教

育、就学前教育と、それから預かりの保

育、延長保育ですね。保護者の子育てに

対するニーズといいますか、要望にもか

なってると思うんですよ。

　サービス面でいいますと。給食出ます、

保育の時間も長くなります、しかも幼保

一元化で０歳児、１歳児、２歳児の子と

もふれ合うこともできますということで、

非常にニーズにかなったもので、幼保一

元化そのものを私、否定するものでない

んですけども、余りにも国の保育の基準

をどんどん緩和していこうとか、それか

ら市場化が進められて、保育や幼児教育

の分野で市場化によってどんどん進んで

いくということによって、本来持ってい

る保育の性質、公的な責任というものが

なおざりにされるということは、やっぱ

り危惧として持ちながら進めることは大

事だと思っています。

　そういうことも視野に入れながら、頭

の中心に置いていただきながら、検討に

ついても、また状況についても、市民に

しっかりと、求められれば公開をして、

または市民の意見を聞くという立場を貫

いていただきたいなということで、意見
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を申し上げておきたいと思います。

　あとは、最後１点だけ、学童です。１

人児童当たり、１．６５平方メートルと

いうガイドラインがあって、学校教室を

借りているところでいくと４０人ですか

ら、大体そのぐらいだというのはよくわ

かるんですが、摂津市の場合ですと、７

０人越さないと、１クラスですので。

　例えば６０人の学童保育室ですと、一

つのクラスですね、１人当たり１平方メー

トルちょっとでガイドラインよりも少な

くなっていくというようなこともあるの

かなと思ったりします。

　施設の問題もあると思うんですけれど

も、それだけ求められている、期待され

ている学童保育について、第四次行革の

中にも、見直しというものは項目として

も上がってますけれども、やっぱり公的

な責任をしっかり果たしていくという上

で、このガイドライン、それから摂津市

としての基準もきっちり持っていただき

たいと思うんですけれども、そういった

お考えについて、ちょっとご答弁をいた

だきたいというふうに思います。

　３回目、以上です。

○柴田繁勝委員長　大場部長。

○大場生涯学習部長　学童保育の行革で

上がっている件でございますけれども、

さきの本会議におきましても、第四次行

革の案ということで、学童保育の充実に

向けて研究してまいりたいというふうな

ことで、民間に任す方が、サービス面だ

けではなしに、経費面で効果が上がるこ

とについて今後研究するというふうなこ

とで答弁いたしております。

　民間の保育所に仮に民間委託する場合、

例えば保育所では保育園児に学校が終わっ

てから学童保育されているところもござ

いますし、時間延長されている、７時半

までやっている法人もございますが、今

後、いずれにしましても、延長保育なり

につきましても、受益者負担というんで

すか、時間延長、それも含めてサービス

拡大と受益者負担のセットで今後も研究

していきたいというふうに思っておりま

す。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩します。

（午後２時４７分　休憩）

（午後３時１４分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　質問させていただきま

す。

　まず、予算書の歳入の部分でございま

すが、ページ３３ページの学校施設等の

使用料の体育館とかそういう学校の施設

の使用料のことを書いてあると思うんで

すけれども、一応の、一定の体育館等学

校施設を利用するときに、一定の基準と

いうのがあると思いますが、そのことを

ちょっとご説明をお願いしたいと思いま

す。

　それから、ページ４７ページのまなび

舎Ｙｏｕｔｈ補助金ですね。そのことも

ちょっとお聞きしたいと思います。

　それから概要に移りまして、まず１０

６ページ、子どもの安全対策事業ですね。

　先日、ちょっと産経新聞見ておりまし

たら、門真の方で子どもたちの集まると

ころ、学校以外でも公園とかそういうと

ころに防犯カメラを設置するという記事

が載っておったんですが、非常に防犯カ

メラというのはプライバシーの問題等で、

それぞれいろんな意見がありますけれど

も、ただそういう安全対策ということを

考えましたら、非常に抑止力になるんで

はないかというような意見がありまして、

子どもたちにはそういう形で導入された

と思うんですが、本市においてもそうい

うお考えはないのか、ちょっとお聞きし
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たいと思います。

　それから、１０８ページ。

　これ、前も何回も聞いたんですけれど

も、１０８ページの教職員等相互共済福

利厚生事業の内容をちょっとお聞きした

いと思います。

　それから、１１０ページの教育指導研

修事業ですね。教職員の資質向上を図る

ための研修経費、そのこともちょっとお

聞きしたいと思いますし、それからちょっ

と教育研究所に関してお聞きしたいと思

います。

　若手の教職員に対して、さまざまな学

校での悩みとか、それから指導方法に対

しての悩みとか、いろんなものがあると

思うんですけれども、先日、非常にショッ

キングなことを聞きましてね。お医者さ

んからですけど。その方が言っておられ

たのですが、非常に自殺の一番多いのは、

学校の先生ということをお聞きしまして、

そういう点で非常にショックを受けたわ

けでございますが、若手の先生のそうい

う悩み相談とか、そういうことはどのよ

うにされておるのか、ちょっとお聞きし

たいと思います。

　それから、同じく１１０ページの学校

部活動等の助成事業ですね。非常に今、

部活等でいろんな要望が全市的にあると

思いますが、それぞれのご父兄の方が、

また子どもたちがそういう要望をしまし

たら、大概の学校側からの返ってくる返

事の中には、大概既成のクラブがそれぞ

れの施設を使っているので、なかなか使

えないとか、またその顧問と言いますか、

先生方が非常に不足しているので、そう

いう点で対応できないというようなご返

事が返ってくるらしいんですが、そのこ

とについて、今後、この予算の中でいか

にその学校のクラブ活動を反映していく

のかということをちょっとお聞きしたい

と思います。

　それから、同じ１１０ページの教科書

採択の事業に関して、またどのようにさ

れるのか、ちょっとお聞きしておきたい

と思います。

　それから、先ほど安藤委員からもあり

ましたけれども、学力定着度調査事業、

そのことに関して、前回の決算のときに

も質問させていただきましたし、先日の

教育フォーラムですか、あのときも先生

言っておられましたが、非常に大阪の学

力の低下が著しいということ、またこの

摂津市の学校が、大阪の中でも下位のラ

ンキングにあるということをお聞きしま

したけれども、その点から、学力向上に

関してどのようにされるのか、ずっとこ

の中にいろいろ、ほかの項目でも学力向

上プラン推進支援事業ですか、そういう

こともありますし、全部それも含めて、

ちょっとお聞きしたいというふうに思い

ます。

　前回の決算でも言いましたけれども、

東大阪が一応３年、５年という計画を決

めて、そういう形で目標、３年後には大

阪府の平均、５年後には全国平均に東大

阪の小・中学校の学力を持っていくとい

う、目標をしっかりと持ってやるという

ことで、市長から直接お聞きしたんです

けれども、本市もそのようなお考えない

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。

　それから、学校家庭連携支援モデル事

業ですね。このことも内容をちょっとお

聞きしたいと思います。

　それから、同じく１１２ページの学校

読書活動推進サポーター配置事業ですね。

非常に先日の教育のフォーラムでも話さ

れておったんですが、秋田県のある、ど

このまちやったかな、俳句とか、子ども

たちにやらせて、非常に創造的な応用す

る力をつけるということを言っておられ
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ました。

　やっぱり直接学校、学問、算数を教え

る、国語を教えるという形もそれは必要

ですけれども、当然それが主ですけれど

も、やっぱり読書をするという習慣が、

そういう学力向上につながるんではない

かというふうに思いますし、豊かな心を

はぐくむんではないかというふうに思い

ます。

　また読書の日というのがあるらしいで

すね。だからそういう面も踏まえまして、

どのようにこれを支援していくのか、配

置していくのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。

　それから同じく１１２ページ、これも

先ほども言いましたけれども、学習サポー

ター派遣事業、これもちょっと先ほどの

質問と一緒にお答えお願いしたいと思い

ます。

　それから、先ほど安藤委員からもあり

ました、スクールソーシャルワーカー等

活用事業ですね。これもどのように、新

たな展開ということをされるということ

でございますので、それをもうちょっと

具体的に説明をお願いしたいと思います。

　それから、スクールガードリーダー配

置事業、これもちょっと大体のことはわ

かりますけれども、ちょっと詳しくお聞

きしたいと思います。

　それから、学級補助員配置事業、これ

は、ちょっと私間違っているかもしれま

せんけれども、いろいろ学校によっては

荒れた学校というのがいろいろうわさで

聞くんですけれども、そういう形でそこ

に集中的に学級補助員を置いていく予定

はあるのかどうか、ちょっとそのことも

お聞きしたいと思います。

　それから、１１４ページですね。教職

員人権問題研修事業。これ、さまざまな

人権教育を教職員がして、それをいろん

な学校等で反映させるということだとは

思うんですけれども、今、テレビニュー

ス等で毎日非常に暗いニュースの中に、

乳幼児の虐待というのがありますね。

　もう大変、ちょっとこの目、耳を疑う

ような残虐な行為を親が自分の子どもに

しているということで、非常にショック

を受けるんですけれども、幼児の場合、

ちょっと幼稚園とか小学校で、そのよう

な親からの虐待を受けた子どもに対して、

どのように対応していかれるのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

　現実に、私もそういう場面に遭ったこ

とありますけれども、完璧に親の考え方

と周辺の考え方のギャップが厳しくて、

また、その親のさまざまな人権とか、ま

た保護者としての権利もあるというふう

に思いますし、そういう点でなかなか介

入しにくいというのはよくわかるんです

けれども、しかしこういうことは早目に

対応することが、非常に悲惨な事故を、

事件を防ぐということがあります。

　大概そういう事件が起きたら、後で何

で皆がそういうふうに気づかへんかった

んか、何でそういう形でバックアップで

きなかったかというふうなことが議論さ

れるというふうに思いますので、その点

をちょっとお聞きしたいと思います。

　それから、同じく１１６ページの就学

援助事業ですね。今、このようなご時世

でございますので、生活保護を受ける方々

もふえておるということでございますし、

要保護、準要保護、ここ１、２年の推移

と言いますか、そういうことをちょっと

お聞かせ願いたいと思います。

　それから、同じく１１６ページの小学

校の給食についてですけれども、先日、

この文教常任委員会の視察で鳥飼西小学

校の給食を我々はおいしくいただきまし

た。
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　ここに資料があるんですね。これは残

菜の一つの推移と言いますか、摂津市の

小学校の残菜ですね。その資料を見てま

したら、不思議なことがあるんですね。

　鳥飼西小学校、平成２０年度から民間

委託実施されたんですね。この民間委託。

残菜ふえてるんですね、これ、非常に。

それにはいろんな理由があると思います

けれども、残菜がふえているんですね。

鳥飼小学校、残菜、過去に非常に多かっ

たんですけれども、徐々に減っておるわ

けでございます。

　学校教育の中に一時言われてましたね、

知育・徳育・体育そして食育。そういう

点で、そういう残菜を残さないという教

育も、これも大変必要な、重要な一つの

教育というふうに思いますが、そういう

点から踏まえて、鳥飼西小学校の残菜ふ

えてることについて、その辺ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。

　それから、ページ１２０ページの、こ

れも就学援助事業ですけれども、中学校

夜間学級生徒に対する扶助費ですね。こ

れもちょっと内容を教えていただきたい

と思います。

　それから、これは１２４ページ、音楽

祭開催事業ですけれども、これ、もう本

当にその事業に当たられる方のご苦労は

よくわかるんですね。そしてまたこの音

楽祭が、全国的にも非常に有名になって、

この摂津の一つの誇りになってきている

ということはわかるんですけれども、た

だ毎年この事業のこの金額が、非常に突

出と言いますか、非常に高額です。

　今この財政状況の中で、僕はこの音楽

祭は、ずっとこれは続けていくべきだと

いうふうに思いますが、しかしこの予算

面で、ちょっと高額過ぎるんではないか

というふうに思いますので、その点もちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。

　それから、子ども会の件です。これは

毎回毎回質問させていただいて、非常に

申しわけないんですけれども、我々、子

ども会のさまざまな方々とお話しする中

で、もう本当に苦慮されているような状

況でして。

　過去のことをずっとそれを続けいとい

けないという、一つの責任感は皆さんに

あるんです。責任感あるんやけども、現

実的にその参加率も減っているし、それ

からその地域のさまざまな支援の状況も

変わっている中で、非常に負担に思って

はる方が多いんです。

　私はそこで、時々私もお話しさせてい

ただくんですけど、外部からいいアドバ

イスをしていただいたら、非常にそうい

う目からうろこじゃないんですけれども、

そういう運動してある方々が、活動して

いる方々が、やっぱりちょっと肩の荷が

おりるんではないかというふうに思いま

す。

　だからそういう人員を派遣していただ

いて、各校区の子ども会、育成会が活動

するときに、そのような講演会を開いた

り、手法をいろいろ伝授していただいた

り、そういうことができないかというふ

うに思いますので、その辺について、ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。

　それから、図書館ですけれども、非常

に大きな、一つの町のバロメーターにな

ると思うんです、図書館の充実が。その

図書館が、この２~３年、図書の貸し出

しとか、さまざまな利用をされるその市

民が、どのような推移になっているのか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

　それから、補正予算の方ですけれども、

７１ページの委託料のさまざまな減額あ

りますよね。成人際自治会委託料とか、

こどもフェスティバル関係の委託料、特

に放課後子ども教室運営委託料、これも
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非常に減額補正が大きいんちゃうかなと

思いますので、その辺もお聞きしたいと

思います。

　以上で１回目の質問を終わります。

○柴田繁勝委員長　答弁を求めます。

　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります件に

つきまして、ご答弁させていただきます。

　まず、学校施設使用料の件でございま

すけれども、学校開放に関する使用の基

準でございますけれども、学校開放に関

しましては、摂津市学校施設等の使用に

関する条例、条例施行規則、また摂津市

学校施設等の使用に関する実施要綱、こ

ういうのに基づきまして、例えば公の秩

序または善良な風俗を乱すおそれがない

であったり、学校施設を破損する恐れが

ない、また営利を目的として使用するお

それがない、といった要件を満たすもの

を登録団体としてそれぞれの学校の方に

登録をしていただいております。

　登録した団体については、それぞれ各

学校で開放運営委員会を結成していただ

きまして、その中でそれぞれ施設の使用、

また学校の施設の維持管理等、話し合い

をしながら、学校施設を利用していただ

いているところでございます。

　次に、音楽祭の開催事業でございます

けれども、確かにご指摘のように、予算

でいきますと７４９万３，０００円でご

ざいます。

　この中で、音楽祭については以前から、

市内の出場者が少ないということで、市

民に対しての還元ができてないんじゃな

いかということもございまして、平成２

１年度の新たな取り組みといたしまして、

市民の方により多く音楽祭を知っていた

だくということで、千里丘駅から市民文

化ホールまでの間、小さなのぼり、フラッ

グ的なものを立てて、市民の方に音楽祭

を知ってもらうといった取り組みをして

おります。

　また、より多くの方に出場していただ

くために、市内の出場者の方の出場料を、

わずかですけれども値下げをさせていた

だきました。

　そして、また摂津市のホームページの

トップページに、音楽祭というバナーを

張っていただきまして、そこから音楽祭

をＰＲしたりもしました。

　音楽祭に関しては、歳入が２３０万円

ほどありまして、実質５００万という大

きな予算にはなっておるんですけれども、

できるだけ市民の方に還元できるような

取り組みを今後も考えていきたいなと思っ

ております。

　それと、小さな子どもさんたちに、音

楽祭、将来的に市民の子どもたちが音楽

祭に出場していただけるように、音楽祭

の本選の審査の合間に、子どもたちを対

象としたチャレンジコンサート、スタイ

ンウェイのピアノを弾いて、将来的には

この音楽祭の舞台に帰ってきてほしいと

いう願いも込めまして、そういった試み

もやっております。

　大きな金額でございますけれども、今

後もこの音楽祭の充実に向けて取り組ん

でいきたいと考えております。よろしく

お願いします。

○柴田繁勝委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、概要１０６

ページ、安全対策と、１０８ページの職

員の福利厚生の質問について、お答えさ

せていただきます。

　まず、安全対策のご質問でございます

けれども、私ども所管させていただいて

いますのが学校内の安全と、あと青色パ

トロールということで、通学路の安全対

策についてさせていただいております。
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　この学校内の安全ということでは、平

成１６年より受付室を設置させていただ

きまして、地域のボランティアの方々に

よりまして、地域の子どもを守っていた

だくということで、学校内の安全を受付

員でしていただいていることで、抑止効

果を伴っているということでございます。

　また下校時等の安全につきまして、青

色パトロールをもちまして、月曜日から

金曜日まで、各中学校区を回って、子ど

もの安全の見守りを回っておるというこ

とでございます。

　したがいまして、防犯カメラ等という

ことでのご質問だったと思いますけれど

も、学校においての防犯カメラの設置と

いうものは、我々でも考えておりません。

防犯カメラを設置いたしましても、それ

を監視するまた人の目が必要になるかと

思いますので、学校での防犯カメラの設

置は検討はいたしておりません。

　続きまして、教職員福利厚生事業の内

容ということで、お答えさせていただき

ます。

　以前にも、委員よりご質問あったかと

存じます。繰り返しの答弁になろうかと

思いますけれども、ご了承いただきたい

と思います。

　教職員福利厚生事業につきましては、

教職員厚生会に補助金として支出をさせ

ていただいております。１人当たり年額

４，０００円を補助いたしまして、同額

を会員より徴収をさせていただいており

ます。

　福利厚生の内容といたしましては、人

間ドックや婦人科健診等の補助、また各

種研究会の参加の補助、文化事業といた

しましては、教育関係図書の購入費の補

助などに充てさせていただいており、ま

た講習会や研究会の開催助成などにも支

出をさせていただいております。

　あと、共済事業等につきましては、弔

意の給付金や退職の生業祝金など、また

貸付金事業といたしまして、生活資金の

貸付なども行っているところでございま

す。

　この厚生事業につきましては、財源も

厳しい中、また今日の時代の中で問題も

確かにございました。

　非常に市民から見て優遇されているの

ではないかというような認識もいたして

はおるところでございますけれども、こ

の件につきまして、平成１６年度に市民

の方々から厚生会のあり方について、住

民監査請求がございました。

　この中で、この事業が一体どうなのか

ということで問われたわけでございます

けれども、本市の監査委員の方から、本

事業は本来から、市が実施するかどうか

ということで検討されまして、その中で

は一定、法律等を調べる中で、教職員に

対する福利厚生義務は市教委にあるとい

うことでございました。教職員の任命そ

の他身分、取り扱いに関する法律から、

これは市教委にあるという認識からでご

ざいます。

　今後、そういったことも監査のありま

したことを受けて、教職員の厚生会の理

事会開催の中で、今まで給付等に限って

行っておりましたものを、先ほど申し上

げましたような事業に切りかえるなどい

たしまして、中身を精査し、適正な支出

をすることになりましたので、よろしく

ご理解いただきますよう、お願いいたし

ます。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　学校教育課にかか

わりますご質問にご答弁申し上げます。

　まず、まなび舎Ｙｏｕｔｈ補助金にか

かわってでございますが、平成２０年度

の途中から、大阪府から学力向上にかか
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わっての緊急対策として、放課後学習に

かかわっての補助金として、各市に対し

て出されておるものでございます。

　本市では、ご質問の中の学習サポーター

派遣事業にかかわる中学校の放課後学習

室、これを開催に当たってこの補助金を

活用させていただいております。

　なお、まなび舎Ｙｏｕｔｈは中学校の

放課後学習に対しての補助金でございま

して、小学校に対しましてはまなび舎キッ

ズの補助金があり、これは青少年課の方

が所管しております。

　学習サポーターのことが、出てまいり

ましたので、学習サポーターの派遣事業

にかかわりましては、この放課後の学習

室であるとか、あるいは授業の補助、あ

るいは別室で学習する必要がある児童・

生徒に対してそばについて支援をする、

このようなことに活用しておる、そんな

状況でございます。

　次に、教職員の資質向上にかかわりま

しての、教員指導研修事業でございます。

さまざまな教員の研修が行われていると

ころでございますが、今、一番ニーズが

多いもの、これは授業改善にかかわる研

修でございます。また、新学習指導要領

の実施に向けて、現在、移行措置期間で

ございますがその移行措置に当たって、

新学習指導要領を適切に実施するための

研修、このようなものが中心に行われて

おります。

　後ほど述べさせていただきます学力向

上ともかかわって、この授業改善は、本

市においても大きな課題となっておりま

すし、さまざまな授業の改善にかかわる

研修が現在行われておるところでござい

ます。

　続きまして、学校部活動等助成事業に

かかわって、ご答弁申し上げます。

　学校部活動にかかわりましては、学習

指導要領上もその位置づけが今まで非常

に大きく変わってまいりました。現在も

学習指導要領の中では内容としては位置

づけられておらない。こんな状況がござ

います。しかし、教育活動としては大き

な柱になっております。

　部活動の特質といたしましては、異年

齢集団による活動であること、また共通

の興味、関心を持った生徒が集まる活動

であること、これが特質であると思って

おります。

　また、教育的効果としては社会性、協

調性の形成、こういったものが期待でき

る。そして教育的な意義としては、所属

意識やあるいは学校を好きになる、愛校

心と申しましょうか、そういったものを

涵養することにもつながる、非常に意味

ある活動だと考えています。

　しかし、その学校というものを基盤に

考えるならば、その学校での現状ですね、

施設あるいは教員の問題がございますの

で、なかなか広げていくことは困難かと

思います。共通の興味、関心、これのみ

を追い求めるのであれば、学校間を超え

てということも成り立つのかもしれませ

んが、あくまでも学校の教育活動である、

このようなことで、我々としてもさまざ

ま悩んでおるのは事実でございます。

　現状といたしましては、教員の配置状

況、あるいは学校の施設の状況等かんが

みまして、できる限り現状の部活動は維

持したいですし、そのために、部活動の

指導者派遣等も行っているところでござ

います。

　いろんなニーズがございますが、でき

る限り現状のクラブ、部活動を維持し、

また何か新しい可能性はないか、そういっ

たことも探ってまいりたいとは考えてお

るところでございます。

　続きまして、教科書採択事業でござい
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ます。平成２２年度は小学校の教科書の

全面採択がえの年になっております。例

年と同じように、教育委員会からの諮問

を選定委員会が受け、必要に応じて調査

委員会を置き、調査委員会の報告を選定

委員会に上げ、選定委員会から教育委員

会に答申がある。その後、教育委員がみ

ずからの責任で教科書を採択していく、

そのような段取りになっていきます。

　このときに、その諮問のあり方、ある

いは答申のあり方が非常に議論されると

ころでありますが、最終的にはすべての

教科書の中から教育委員が責任を持って

採択していく、そのような状況になろう

かと思います。

　続きまして、学力定着度調査事業にか

かわってでございます。本市の学力にお

きましても、非常に深刻な状況はござい

ます。学力向上プラン推進支援事業、あ

るいは学力向上プロジェクト推進支援事

業でという、新しい事業等も大阪府の方

では用意しておったり、さまざまな学力

向上にかかわる事業が市あるいは府にお

いて設定されておるところでございます。

　あくまでも学力そのものは向上させる

べきものと考えております。その中で、

目標については個々が持つ目標、そして

また教育委員会が持つ目標、両方あると

思っております。子ども一人一人につき

ましては、これまでの自分よりも少しで

も伸びていく、こういったことが目標だ

と思いますし、教育委員会といたしまし

ては、現在の二極化あるいは拡散化の状

況を見まして、学力低位層の子どもたち

を何とか日常の授業についていける、そ

ういう状況にしたいと考えております。

　と申しますのも、一斉授業が非常に難

しい状況、あるいは少人数の指導を行う

に当たっても、グループ分けをたくさん

しなければならない状況等が発生してお

ります。そういう状況を考えましたら、

何とかしてその低位層を底上げしたい、

そのことによって、中位層あるいは高位

層の学力向上もなされるものと思ってお

ります。平均点で府の平均がどうなるか、

国の平均がどうなるか、そういったこと

もございますが、まずは低位層、これを

ゼロにしていきたい、我々はそのように

思っている次第でございます。

　続いて、学校家庭連携支援モデル事業、

これはスクールソーシャルワーカー等活

用事業と関連させてご答弁申し上げます。

　子どもたちのさまざまな問題行動の背

景には、生活上の課題、これが多うござ

います。その生活の課題に対して、学校

の教員も家庭訪問等を行いながら、対応

に苦慮しているところでございます。

　そういった中で、一つには学校の教員

と違う立場から家庭にアプローチする、

家庭の教育力の向上のための支援、こう

いった観点も必要かと思います。

　そこで、これまで家庭教育相談員を派

遣しておったという状況がございます。

保護者と直接話をする中で、不登校に陥

りそうな子ども、あるいは不登校に陥っ

た子どもがまた登校できるような、そん

なきっかけもつかめてきた、そういう効

果もございます。

　また、個人的な取り組みだけではなか

なか成果は上がりません。そこで、スクー

ルソーシャルワーカーを現在は大阪府よ

り１校だけに派遣されておるものを、市

費も使いまして、全中学校に配置し、福

祉の機関であるとか、さまざまな関係機

関と連携して、子どもたちの生活上の課

題解決にアプローチしていく、これにス

クールソーシャルワーカーを中心としな

がら、家庭教育相談員も関連させて、中

学校区体制で子どもたちの生活改善等を

図っていきたい、このように考えており
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ます。

　不登校あるいはいじめ、暴力行為等の

問題行動発生の中で、やはり子どもたち

の生活上の課題を無視できない、こんな

状況がございます。さまざまな課題を整

理しながら、どこと連携すればいいか、

そういったことをきちんとケース会議等

も開きながら解決を図っていきたい、そ

のように考えております。

　続いて学校読書活動推進サポーター配

置事業でございます。この読書サポーター

の配置によりまして、非常に各学校での

児童・生徒の読書活動は活性化しており

ます。１日の図書室の平均利用者数は、

配置以前と比べましても３倍以上になっ

ておるといういう数字も上がっておりま

す。また、夏季休業においても、図書室

が開館されるなど、図書室の利用状況が

非常に伸びておる状況がございます。学

校にある重要な宝でございます、図書室

が有効に活用されることで、また教員の

方も活性化し、図書だよりの発行回数が

ふえる、あるいはコンクール等への応募

回数がふえる、市民図書館の方へも目が

向く、こういったいい意味でのプラスの

連鎖反応がございます。

　読書の日の取り組み等、ご指摘ありま

したが、どんどん読書活動の推進に今、

何ができるか、その視野が広がっている

状況がございますので、引き続きこのサ

ポーターを配置し、学校の読書活動の活

性化を図ってまいりたいと考えておると

ころでございます。

　続いて、スクールガードリーダーの配

置事業でございます。これにつきまして

は、地域ぐるみの学校安全体制整備推進

事業、国から府への委託事業でございま

すが、それを活用して、現在、スクール

ガードリーダーを小学校を巡回する形で

配置しております。通学路の危険箇所の

チェック等を行い、そしてまた子どもの

安全見守り隊等の地域ボランティアと連

携しながら、子どもの登下校の安全につ

いて、さまざまな協議も行い、取り組ん

でおるところでございます。

　２２年度からは、市町村の補助事業と

して展開される、そのようなことで、若

干形は変わりますが、警察ＯＢをスクー

ルガードリーダーとして配置しており、

その元警察官という視点からも、さまざ

まなアドバイスをいただきながら、今後

も小学校の児童の通学の途上の安全確保

に努めてまいりたいと思っております。

　現在配置しておるスクールガードリー

ダーが非常に熱心な方で、中学生の安全

についての見守りも熱心に行っていただ

き、課題についても報告をいただいてお

るところでございます。

　次に、学級補助員配置事業でございま

す。荒れた学校に集中的に置く予定があ

るのかというお問いでございましたが、

荒れた学校に集中的に配置というよりも、

学校の課題解決に向け、学校の組織とし

て取り組もうとしている学校に、この補

助員を配置しておると考えております。

　と申しますのも、現在配置しておる学

校は、生徒指導の課題について、いろん

な人の力を結集して、問題行動の克服改

善を図ろうとしております。そういった

中で人的措置を何かできないかと、そん

な要望もございましたし、我々も組織と

して活用するならば、配置をしてまいり

ました。

　今後も学校組織として取り組んでいく

ときに人的措置が必要である場合に、配

置を続けてまいりたい、そのように考え

ておるところでございます。

　学校教育課関係、以上でございます。

○柴田繁勝委員長　北橋人権教育室長。

○北橋人権教育室長　幼児・児童・生徒
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の虐待防止に向けた取り組みについてご

答弁申し上げます。

　学校では、児童虐待防止等に関する法

律を踏まえまして、教職員は職務上、虐

待を発見しやすい立場にあることを自覚

し、教職員一人一人が平素から学校の教

育活動や家庭訪問等を通して、幼児・児

童・生徒や家庭へのかかわりを深め、早

期発見に努めているところでございます。

　虐待を受けた幼児・児童・生徒を発見

した場合及び虐待が行われている疑いが

あると判断した場合には、校長の判断の

もと、子ども家庭センターまたは家庭児

童相談室に速やかに通告するとともに、

摂津市要保護児童対策地域協議会の児童

虐待防止連絡会で積極的な連携を図りな

がら対応に努めております。

　また、虐待とまではいかなくても、保

護者の養育や子どもの育ちに課題があり、

支援が必要なケースもございますので、

それにつきましてもこの摂津市要保護児

童対策地域協議会の専門相談部会で関係

機関がケース会議を行いながら支援を検

討して、対応をしております。

　また、今年度、平成２１年度ですが、

この摂津市要保護児童対策地域協議会で、

摂津市児童虐待防止マニュアルが作成さ

れました。学校・園に対しては、このマ

ニュアルを今後活用しまして、さらに子

どもたちの安心・安全を保障し、人権を

守るために、虐待防止に努めるよう指導

してまいりたいと思っております。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　研究所に関し

てのご質問に対して、ご答弁申し上げま

す。

　若手の教職員の育成にかかわりまして、

主に悩みの相談等で二つあると思います。

　一つは授業改善、先ほど学校教育課長

が申しましたとおり、研修に励むという

というのが一つございますが、授業の参

観・指導というのも、学校教育課ととも

に研究所も学校に出向きまして、授業を

見てはぐくんでまいっております。

　もう一つが、生徒指導上の悩みと、こ

れは結構大きなものでございまして、校

内で一人で悩まない体制ということで、

管理職の先生初めスクールカウンセラー、

スクールカウンセラーの活用で、心理面

からのアドバイス等で受けておるんです

けれども、このスクールカウンセラーが

受けている相談回数の約半分ぐらいが、

やっぱり教員からの、この子をどう指導

していったらいいんだろうかと、この子

の見立てというか、どうしようかという

ような相談を受けています。

　そして、場合によりまして、先ほどか

ら出ております関係機関とケース会議を

開くということで、対応しております。

　そのうちの、関係機関の一つとしまし

て、研究所も主に不登校の対応というこ

とを軸にしまして、体制をつくって、若

手の教職員の支援を充実してまいりたい

と考えております。

○柴田繁勝委員長　高田館長。

○高田市民図書館長　図書館に関するご

質問について、ご答弁申し上げます。

　市民図書館と鳥飼図書センター合わせ

ての推移でございますが、１８年度の貸

し出し冊数につきましては、３５万８１

４冊でございます。１９年度につきまし

ては、３４万７，２５２冊でございます。

１％の減でございます。

　２０年度につきましては３６万３６８

冊で、３．８％の増となっております。

　続きまして、貸し出し人数におきまし

ては、１８年度７万９，８８６名、続い

て１９年度は７万９，３５８名で、前年

度に比べまして０．７％の減になってお

ります。２０年度につきましては、８万
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２，３６９名で、前年度に比べまして３．

８％の増になっております。

○柴田繁勝委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　子ども会の育成につ

いて、青少年課にかかわりますご質問で

すけれども、子ども会の育成について、

委員ご指摘のとおり、この点については

我々も大変苦慮しておるところでござい

ます。ただ、この子ども会の例えば役員

になるのが嫌ということで子ども会に入

会しないとか、それからまた子ども会を

結成していても、その校区の子ども会か

ら脱会してしまう。そういったことのケー

スが我々の方も各校区の役員通じて聞い

ております。

　これの具体的な対策ということについ

ては、なかなか難しいんですけれども、

委員ご指摘のとおり、指導者研修、そう

いったものの中で人材の派遣、こういっ

たことにつきましては、子ども会の育成

という科目ではございませんけれども、

野外活動支援事業という、一つ、私ども

の方で予算を持っておるんですけれども、

これはいろんな野外活動を広げていこう

ということなんですけれども、これは一

つ子ども会の活動にも通じます。

　この野外活動ですけれども、こういっ

た中で、一つはレクリエーション指導と

か、また

３月の末に子ども会の総会もございます

けれども、そういった総会の際の講師と

か、この指導者派遣の費用を、今後もこ

ういった子ども会の結成というんですか、

子ども会離れから何とか脱却できるよう

な方向に向けて、こういったものも活用

しながら、支援を図ってまいりたいと思っ

ております。

　それからもう１点、２１年度のホーム

ページの中で、委託料、幾つかございま

して、この中で事業が完了したものの工

事差金等がございます。その中で、特に

ご指摘いただいております放課後子ども

教室推進事業補助金、これにつきまして

は、年度当初、各小学校で４０回の開催

を見込んでおりましたけれども、各学校

におきましては、例えば千里丘小学校で

したら第１水曜日に、ちょうどこの放課

後教室がある日なんですけれども、学校

として、また地域の方の子どもの見守り

として、集団下校を行っておられます。

　こういったことが毎月行われています

ので、そういった回数の減、ほかの学校

でもクラブ活動、これも今、新学習指導

要領の関係で、そういったクラブ活動等

ができる曜日というのが今、我々のとこ

ろもそういった中で毎週水曜日を実施し

ておるところですけれども、学校として

も水曜日に学校行事とか、そういったこ

とを、どうしてもはめてこられます。

　そういったことで、学校行事との関係

でバッティングしまして、開催日数が月

に１~２回程度、重なったりすることが

ありまして、そういったことで開催回数

が減となりました。

　そういったことに伴う精算を行った中

で、一定この補助金の削減ということに

なりました。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　　学務課にかかわりま

す３点の質問にご答弁申し上げます。

　まず、就学援助事業の推移でございま

すが、１９年度、２０年度、２１年度の

５月１日の認定率で申し上げますと、小

学校が３６．１６％、３４．９５％、３

６．２３％。

　中学校で申し上げますと３３．１５％、

３５．４７％、３５．３２％。

　小・中のトータルで３５．２７％、３

５．１１％、３５．９５％という推移に

なっておりまして、若干増加の傾向が見
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られるということも言えるかと思います。

　ただ、それより以前の認定率で申し上

げますと、もう少し高い水準にございま

したので、ちなみに１６年度の年度末の

認定率、小学校で言いますと４１．５３

％という数字もございますので、その辺

との比較ではどうかというところがあろ

うかとは思います。

　次に、小学校の給食援助事業の残菜の

問題でございます。

　平成１９年度比で、平成２０年度に児

童１人当たりの平均が増加した学校が、

千里丘と委員ご指摘の鳥飼西、それと鳥

飼東の３校がございます。

　鳥飼西小学校、２０年度増加というこ

とで、委託のタイミングと重なっておる

わけなんですけれども、１回当たり児童

１人平均８．９グラムの増加ということ

で、これがどのぐらい多いか、少し難し

い部分がございますが、残菜の問題に関

しましては、確かに以前でしたら食べ切

るまで少し時間がかかっても食べさすと

いうこともしておりましたり、残ったパ

ンを持って帰るということも昔は可能で

ありましたが、最近、衛生管理の部分で

あったりの中では、そういうこともなか

なか難しくなっているのが現状です。

　ただ、子どもたちが単純に残すことが

当たり前と言いますか、残してもいいん

だということのふうになるというのは、

やはり問題があると思っておりますので、

そのあたりは学校と連携をしながら、や

はりきちんと最後まで食べるという、そ

ういうことが基本的な食育の部分にもつ

ながるとは思いますので、そういうふう

に対応してまいりたいと思います。

　それと、中学校夜間学級の就学援助の

部分なんですけれども、これは府内に１

１校ほど中学校の夜間学級がございまし

て、平成２０年度まではその設置市と大

阪府が２分の１ずつの補助で、生徒さん

に対する就学援助を実施しておったわけ

なんですけれども、大阪府の方が行革の

関連もございまして、２１年度からはも

う実施しないということで、一方的に府

内の市町村に通知がありました。

　その関係で、生徒さんが住んでおられ

る市町村で見てほしいという一方的な通

知があった中で、府内の各市、通ってお

られる生徒さんがおる市で、調整等する

中で、最終的にはその在住しておられる

市町村で引き続いて就学援助を実施しよ

うということでまとまりまして、本市と

しても２１年の５月に要綱を設置して、

今年度から実施しておるというのが現状

でございます。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　学校施設等の件ですけ

れども、一度、小林生涯学習スポーツ課

長といろいろ話ししたことがあるんです。

その時もお話しましたが、今、学校の施

設を使って、自分の地域の方々が使う、

また子どもたちのそういうスケジュール

行事に使うとか、いろいろそれぞれの開

放事業の中でそれぞれの団体がやってい

るんです。

　ただ、例えばその団体によっては、会

費をいただいて、それをやりくりしなが

ら、完全なボランティアでやってはる会

もありますし、その会の努力によって、

相当数な生徒数の会もあって、それなり

の会費の中でその生徒数ですから、当然

その収益も上がりますよね。

　そのような状況で、これは摂津市の施

設、ましてや学校施設を使って、その収

益を上げる目的のためにこれは使用させ

ているわけじゃないわけでしょう、当然。

だから、そういう点のどこまで規則とか

そういう決まりごとによって、管理され

ているのかということを、具体的にお聞
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きしたいんですよ。

　それは、例えばある一定以上の収益を

上げるんやったら、例えば会費を安くす

べきやとか、そういう形のさまざまな方

法をせんと、学校の施設を利用して、例

えばそれぞれの指導員が、そういう受益

をもらうようなことになっとったらぐあ

い悪いわけであって、そういう点、ちょっ

とお聞かせ願いたいなというふうに思い

ます。

　それから、まなび舎Ｙｏｕｔｈの問題

ですけれども、放課後の学習サポーター

ということで、これ、教育委員会のこの

さまざまな面にかかわってくるんですけ

れども、羽曳野市ですかね、市の職員の

方々で、教職の資格を持ってはる方が、

そういう形でボランティアで、そういう

放課後を支援するというこれ教育長の地

元の市でございますが、非常にすばらし

いことをやってはるわけですね。

　いっぱいそれぞれのご事情はあります

けれども、本当にその職員の中、また退

職した教職員の方々で、それなりの能力

を持たれた方もおられると思いますね。

　そういう方々が、教育委員会が募集し

て、やっぱりそういう方々も、地域に何

とか自分の力を発揮したいという方々も

おられると思いますし、それから職員の

中でも、本来私は教師になりたかったけ

ど、こういう形で職員になっている、ま

たそういう教職を、せっかく自分の資格

を持っているんだから、何らかの形でこ

の市に対して還元できないか、そういう

力を発揮できないかという方もおられる

と思います。

　そういう方々を発掘されて、そういう

学習サポーターにやってもらうという形

が、私はベストちゃうかなというふうに

も思いますし、現実にさっきも言いまし

たように、羽曳野市ではそういう形をやっ

ておられるわけです。

　それに関してちょっとお考えを、そう

いう形でその多くの市民の皆さん、また

職員の皆さんにそういう支援をいただけ

るような、そういう要請をするようなお

考えはないかどうか、ちょっとお聞かせ

願いたいと思います。

　それから、安全対策の件ですけれども、

管轄がちょっと違うという形で、でも子

どもたちの安全に関しては、私はそうい

う役割分担は必要かもしれませんけれど

も、そういう点は総合的に物事を考えて

いただきたいなと思います。

　公園やったら公園みどり課ですか、そ

こがやるべきやとか、そういう問題じゃ

なくて、子どもの安全・安心というのは、

これはすべての方々が一緒にやっていか

ないかんというふうに思うわけでござい

ます。

　それからカメラの設置ということで、

具体的に例を出させていただいたわけで

すけれども、ずっとカメラを見て、つきっ

きりで監視するということではなくて、

当然、今、コンビニとかそういうところ

でもやっているように、そのカメラがあ

ることによって抑止力、それからもしか

犯罪とか、もしか事件があったときに、

そのカメラを見て、残っているそのテー

プを見ながら、それに対しての解決する

方法もあるわけです。

　そういうことで学校内のそれなりの箇

所、こどもたちが集まる箇所に対して、

そういう将来的に、今はそういう形です

ぐにはできないかもしれませんけど、そ

ういう形のカメラの設置ということが必

要ではないかというふうに思います。

　また学校の警備の方が、もう１０時以

降は帰られて自動警備になるんでしょう。

でもそのあと、学校にさまざまなことで、

何らかで侵入してこられる方もおられる
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と思いますし、そういう防犯の面でもやっ

ぱりそういうことも必要やと思います。

　またちょっとコンビニの前に集まって

おられる、夜１１時１２時でも集まって

いる小・中学生がおるわけです。そうい

う方々がまたその学校のところに行かれ

るということもあるわけですから、そう

いう点の解析とか監視的なことと抑止力

的なことで、カメラを設置してほしいな

というふうに、これも要望しておきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

　それから、教職員の福利厚生ですけれ

ども、過去において監査請求が出たとい

うことは、何らかの形でやっぱり市民は

その件に関して非常に疑問を持っている

わけなんです。

　当然、福利厚生がすべて要らないとは

言いませんけれども、そういう点で、今、

このような状況の中で、その点はきっち

り慎重に、またその中身をしっかりと吟

味して、こういうふうに決まっておるか

らこういうふうに出さないかんのやとか、

そういう法律でどうこうやからせないか

んのやというような状況じゃなくて、今

の社会状況とか考えたときに、それが適

切かどうかということを、しっかりとこ

れ、判断していただきたいんと思うんで

すね。

　だから、そういう点から踏まえても、

これからまた今の福利厚生を続けるとい

うことでしたら、余計に、どこからつつ

かれてもしっかりと答えられるような内

容、充実をしていただきたい、これは要

望しておきますので。

　それから、教育指導研修事業ですけれ

ども、本当に学校の先生は大変な、受難

の時代と言いますか、本当に大変なこと、

我々もよくわかります。さまざまな点に

対応していかんなくてはならないという

ことは、非常に大変というふうに実感し

ています。

　ただ本当に、先ほど先生おっしゃった

ように、底辺のね、底辺言うたら非常に

言葉は悪いんですけれども、学力が非常

に低い子どもたちを中心に、何とか底上

げをしようやないかということらしいん

ですけれども、それも当然必要なんです

けれども、ただ僕はよくできる子どもた

ち、それなりに学力が進んだ子どもたち

がそれならそこで足踏みをしてもいいの

か、その子どもたちはそしたら学習塾へ

行ったらいいのかというふうなことでは

これはいかんわけであって、底上げをし

たら上も上がるという、非常にそうなっ

たらすばらしいんですけれども、なかな

かそうは、不公平感をやっぱり抱いてし

まうことが懸念されるわけですね。

　そういうよくできる子どもたち。だか

ら、その辺はしっかりとバランスよく対

応していただきたい。

　さっきも言いましたように、教員の数、

人員とかもう配置が大変やから、そこに

集中せないかんのやというんやったら別

やけど、ただ本当に不公平感だけは残ら

んようにしてもらわないかんわけですか

ら、その点、ちょっともう一遍ご答弁い

ただきたいと思います。

　部活動の件なんですけれども、いろん

な知恵を絞ったらいろんなことができる

というふうに私は思います。

　例えば外部指導員という制度があるわ

けでしょう。当然、クラブで外部指導員

という方で、もしくはそういう方がおら

れたら、そういう方にお願いして。

　また場所がなかったら、市内の体育施

設がこれから少なくなるということで、

みんな苦慮するということでございます

が、さまざまな施設を利用して、そのク

ラブ活動を、クラブをつくってほしいと

いうような意欲を持った子どもたちに支
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援するのが当然でありまして、ただ現状

でできない、できないと言うとったら、

いい芽を摘んでしまうわけですね。だか

らそういう面でも、しっかりとやっぱり

これは支援していく必要があるんではな

いか、可能な限り追求していく、その可

能なことを追求していくことが必要じゃ

ないかと思うわけです。

　例えば私は、自分のことですけれども、

剣道の指導をやっています。これ、来年

度かな、今やってるんですがね。中学校

において、もう柔剣道、これ必須という

ことでなるわけですね。そこで授業とし

てやってるのに、肝心なクラブ活動とし

てそのクラブがないという、柔剣道のク

ラブがないというのは、これちょっとお

かしい話ですよ。

　そういう点から考えましても、何とか、

今言うたように、可能性があるんやった

ら、その可能性を追求していくというこ

とが必要ですす。

　できない、できないということより、

まずできるという発想から、例えば準ク

ラブにして２~３年様子を見て、それか

ら継続的にそのことが可能やったら正式

なクラブにするとか、外部指導員をどこ

か、またお願いして、そこから先生との

連係プレーをとりながらやる方法はない

のかとか、いろんなことを模索できると

思うんですね。

　そういう点から、ちょっともう一遍ご

答弁をお聞かせ願いたいと思います。

　それから、教科書採択の件はわかりま

したけれども、またしっかりと厳正にお

願いしたいと思います。

　それから、学力定着度調査事業ですけ

れども、非常に漠然と学力を上げていき

ますということでは、なかなか説得力が

ないんですね。

　だから、私はその東大阪の例を出した

んです。しっかりとその目標意識、３年、

５年という目標意識を持ってやるという

ことなんで。だから、非常に今の現状が

大変な状況というのは、これもわかりま

す。しかし、具体的にその高い目標を持

てとは言いませんが、ある程度具体的な

目標、数値を上げていただいて、それに

向かっていくということが当然これ必要

だというふうに思います。

　この学力というのは、本当に教育者と

したら、学校教育が、学力つけるだけが

教育じゃないというふうに思われると思

いますが、しかし、ある程度目に見える

一つの水準というか、保護者も世間もよ

くそれでわかるわけですから、そういう

点の具体的な目標を立てる気はないのか、

そのことだけちょっとお聞きしたいと思

います。

　それから、学校読書活動推進サポーター、

子どもたちの読書に対する意識改革によっ

て、読書に親しむ子どもたちがふえたと

いうことでございますが、どんな方がサ

ポーターと言いますか、そういう方を選

出されているのか、ちょっとそのことを

お聞かせ願いたいと思います。

　それから、スクールガードリーダーで

すね。先ほどの子どもの安心・安全にか

かわってきますけれども、ある一定の時

期になったら、例えばその摂津市の危な

い地域言うたらおかしいんですけれども、

危険な箇所とか、問題がある箇所とか、

そういうことをしっかりと表にあらわし

て、我々議員また保護者も見えるような

観点から、結果をある一定の期間が終わっ

たら出してもらえるのかどうか、ちょっ

とそのこともお聞かせ願いたいと思いま

す。

　学級補助員の配置事業ですけれども、

これは組織全体、学校の組織全体で対応

していくと言うことなんですけれども、
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それが、僕もぴんとこないんですね。

　例えば、ちょっと問題が起きた学校と

か、学級崩壊になっているような学校に

対して、それなりに支援して、それなり

の人員を配置していくという形が、これ

教育委員会からそういうふうに行っても

らうというような形をとることが必要な

んです。

　学校の組織内でどうこう、私、そのご

答弁がなかなか理解できなかったんです

けれども、そういう配置を、例えばそこ

の部署がちょっと弱体してたら、そこを

補強するという形を、当然教育委員会と

して学校に対してするべきだと思うんで

すけれども、学校の組織内で組織の中に

組み込まれてどうこうというのは、それ

がちょっと、意味がわからんかったんで、

その辺、ご答弁をお願いしたいと思いま

す。

　それから、子どもの人権のこと、よく

わかりましたけれども、本当に悲惨な事

件がたくさん起きています。しつけと虐

待との線がなかなかわからないこともあ

りますけれども、ただ本当に敏感に、そ

の辺は触手を伸ばして、いろんな目配り

をしながら発見して、未然に防げるよう

にお願いしたいと思います。これ要望に

しておきますので。

　それから、就学援助の件に関してはわ

かりました。一応推移を聞いておきまし

たから。一時よりは悪くないということ

なんですね。結構です。

　それから、給食残菜の問題ですけどね、

非常にこれ、問題があると思うんですよ。

　以前やったら残したらいかんという形

で指導されてたと思うんですけれども、

今はされてないように言われていますけ

れども、我々日本人として、これ外国人

もそうかもしれませんが、やっぱりこの

御飯、この食べ物に関しては、私はです

よ、親から言われた教育の中では、やっ

ぱり「残さずしっかりと食べなさい」と

いう教育受けましたし、私は小学校の給

食のときも、やっぱり先生がそういう形

で指導されてましたし、全員が給食を残

さないことが一つのクラスのステータス

じゃないんやけどね。そのような形でい

ろいろ競い合った覚えがあるんです。

　やっぱり食べ物、今、このような、世

界にはいっぱいいろんな国がありますけ

れども、このようなことでちゃんと食べ

れる喜びとか、そういうことも、知育・

徳育・体育・食育ということで、そうい

うことも踏まえて、その４本柱としてやっ

たわけですね。だから、その中で非常に

残菜が残っている小学校があるというこ

とで、それが当たり前みたいになってる

ような状況やったから、具体的に何とか

せないかんと言うてはったわけですから、

具体的にどのような形で、残菜が残らな

いようにするのか。

　またこれ、鳥飼西小学校の残菜が多い。

これ因果関係がね、民間委託だからとい

う因果関係は、すぐに結びつかないとは

思いますけれども、ただ現実問題として、

これだけ残菜が出てるわけですね。これ

がもし鳥飼北小学校も民営化になって、

また同じような状況やったら、これえら

いことですな。

　僕ら鳥飼西小学校で食べたときはおい

しくいただけましたよ。おいしくいただ

けましたけれども、ただそういう点のこ

とも危惧されるわけですよ。いろんな要

素があると思いますけれども。だからそ

ういう点、ちょっともう一遍ご答弁いた

だきたいなと思います。

　それから、中学校夜間学級生徒に対す

る補助金で、これは市独自でやらないか

んということなんですけれども、それやっ

たらそこまで、大阪府の補助がないのに、
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市独自でやっていかないかんのかなとい

う疑問があるんです。

　そこまでせないかん事業なんかなとい

うふうに思いますので、ちょっとその辺、

具体的にどういうことをやってはるのか

ということも踏まえてご答弁いただきた

いと思います。

　それから、摂津音楽祭の件なんですけ

れども、毎回、こういう質問しておるん

ですよ。

　費用対効果と言いますかな。だから、

良い催し言うのはもう、多分１００人に

聞いたら１００人とも「良い催し」とい

うふうにご返事が返ってくるとは思うん

ですけれども、ただ費用対効果というこ

とを考えたら、余りにもこの摂津市に、

これね、ふさわしいのかなということが

あるんですね。

　非常にひっ迫した家庭内の状況やのに、

ベンツ乗ったりポルシェ乗っとったら人

が笑うように、そういう点で、我がまち

にこれだけの費用をかけて、これだけの

ものを残すことが、本当に今の状況の中

で必要かなというふうに疑問があるわけ

です。

　それは費用対効果が、全市民に対して

の効果が出てないからそういうふうに思

うわけでありまして、その辺がもうちょっ

とその内容等を、将来的に財政状況がよ

くなったら、これはまたまたそういう形

でしたらいいんです。

　内容的に、もうちょっと考えながら、

また審査員の方もその審査料をちょっと

考えていただいたり、そういう工夫をし

て抑える必要があるんではないか、予算

を抑える必要があるんではないかという

ふうに思いますが、その辺、ご答弁をお

願いしたいと思います。

　それから、子ども会の育成事業なんで

すけれども、私が言わんとすることは、

多分すごくわかっていただいていると思

います。

　そのことを、例えば野外の活動サポー

ターみたいな感じのことを知らん人も多

いわけですわ。それが、例えば市子連に

全部入るか言うたら、入るところもあれ

ば入らん子ども会もあるわけです。そう

いう点、しっかりとＰＲしていただいて、

「こういうこともあります、ああいうこ

ともあります。だから皆さんに対しては

こういう支援をしていきますよ、言うて

くださいよ。」というような姿勢がなかっ

たら、こういう子ども会組織いうのはも

うなくなってしまうんじゃないか。近い

将来なくなってしまうんじゃないかとい

う、非常に私は危惧を持ってるわけです。

　皆さんね、「私らは子どものときに、

地域の大人たちからいろんなそういう子

ども会活動で楽しい思い出がたくさんあっ

たから、自分の子どもたちにもしっかり

とその思い出を残してやりたい、その気

持ちで一心でやってるんやけど、私は非

常に昼もパートで働いて、家のローンを

払わないかんし、やっぱり子どもたちの

将来の学費のことも考えたら一生懸命働

かないかん、その中で土日はゆっくりし

たいんやけど、子ども会のこれを仕事を

やる、そのことが非常に日に日に負担に

なっていってしまうんです」というよう

な方々が多いんですね。

　だから、笑顔がない。みんなが集まっ

たときに。深刻な表情の方が非常に多い。

私がちょっと茶化して笑わせたりしとる

んですけれども、でも非常に今、そのよ

うな状況が今、子ども会にあるというこ

とですので、その点を何回も言うようで

すけれども、もっともっと積極的にＰＲ

し、もっともっと何が支援できるかとい

うことを真剣に考えていっていただきた

い、これ要望にしておきますので、よろ
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しくお願いします。

　それから図書館の件、わかりました。

図書館は本当にまちの文化のバロメーター

ですから、より多くの市民にもっともっ

と利用していただけるような、さまざま

な事業展開をしていただきたいなと思い

ますので、これ要望しておきます。

　それから、補正予算の件ですけれども、

これ、非常に減額補正が大きいので。ずっ

と答弁してはったけど、そういうことが

予算立てのときにわかれへんかったんか

なと思いますわな。これ、いろんな補正

に全部つながることですけれども、高額

の減額補正に関しては、もうちょっと一

つ一つ吟味して、補正を出してもらわん

と、今、説明されとったんやけど、何で

そんなことわからんかったんやと、僕は

思いますね。

　行政はひっ迫しているから、何とか予

算を、むだな予算を削減、削減って言う

てる中で、このような高額補正が出ると

いうのはですね。説明聞いたら、ちょっ

とそれ聞いたらわかることですやん。事

前に現場の方から聞いたらわかることで

すやん、これ。そんなことが、やっぱり

こう、こんなん言うたら非常に申しわけ

ないけど、お仕事に出てくるわけですよ、

これ。これはもう、全体的に言えること

ですけれども、皆さんのお仕事の姿勢に

かかってくるんですよ、これ。だからそ

の辺は、しっかりとふんどしは今、して

はれへんけど、パンツのひもをぐっと締

めて、しっかりとそれやってもらいたい。

そのことは要望しておきますので。

　以上で２回目終わります。

○柴田繁勝委員長　答弁お願いします。

　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、渡辺委

員の２回目の質問にご答弁申し上げます。

　まずは、まなび舎Ｙｏｕｔｈ等にかか

わって、さまざまな方にボランティア等

要請しないのかどうか、羽曳野の例も挙

げてご質問されていた件について、お答

え申し上げます。

　実は、退職教員への呼びかけは、退職

教職員の会を使って行っております。１

年生の学級補助員であるとか、読書サポー

ターについても、退職教職員の協力が随

分多うございます。羽曳野のようなこと

ができるかどうかは別としまして、もっ

と地域の方も協力しようかというような

雰囲気づくりももちろん必要ですし、さ

まざまな方に興味、関心を持っていただ

けるような工夫を今後考えてまいりたい

と思っております。そのことが全体的な

この摂津の町の教育力の向上にもつなが

るんじゃないかと思っております。

　次に、教育指導研修事業とかかわりま

して、よくできる子をどうしていくのか、

この不公平感の問題、これはまさに授業

力の向上、授業改善だと思っています。

と言いますのも、教員自体のその授業を

教えることのできるレベルの向上を図ら

なければ、すべての児童・生徒が満足で

きる授業はできないと思っています。そ

んな意味では、教員の専門性の向上も含

めて、授業力の向上を図っていきたい。

もちろん我々は、すべての子どもにわか

る喜び、できる喜びを味わわせたい、そ

う思っておりますので、そのことについ

ては、教員の指導力向上をもって図って

いきたいと思っております。

　次に部活動です。非常に悩ましい問題

ではございます。と申しますのも、学校

を離れて、例えば野球がしたい、サッカー

がしたい、剣道がしたい、そのような人

達が集まって行うのであれば、これはい

わゆる地域のクラブチームの活動である

と思います。ですから、学校の部活動で

ありますから、あくまでも学校が中心に
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なる、学校教育の一環として行われなけ

ればならない。そういった意味で、教員

がいないとか、場所がない、そういうお

答えになってしまうことについてもご理

解いただきたいと思っています。

　ただ、部活動によって学校が再建され

た、あるいは部活動によって子どもたち

が生き生きした、こういったケースも多

うございますので、何もかも無理であり

ます、無理でありますということではな

くて、方法は探っていきたいと思ってい

ます。

　現在行っております部活動の外部指導

者の派遣事業についても縮小するのでは

なく、維持しながら部活動の維持発展に

努めてまいりたいと思っております。

　次に、目に見える水準ですが、学力定

着度調査事業、国の学力調査もそうでご

ざいますが、学力調査等するときに、最

初からできなくてもいいとか、こんなこ

とで調査をするわけではございません。

例えば国の平均であるとか、府の平均で

あるとか、それを下回りなさいとか、そ

ういう意識は全くございません。大阪府

の教育力向上プランでは、年度を決めて

全国平均を上回る、無解答率ゼロを目指

す、このようなことを目標として挙げて

おります。

　私どもとしましては、何が本市の学校

について一番わかりやすくて目に見える

水準か、もう一度検討させていただきた

いと思っています。正答率３０％未満を

ゼロにしたいと、以前から申し上げたこ

ともあるんですけれども、それも含めて、

どういったことを全体として目指すか、

また個々はどういったことを目指してい

くか、わかる形でお示しできたらと思っ

ています。

　ただ、これにつきましても、先ほども

申し上げましたが、本当に全国と比べま

しても二極化、あるいは拡散化が進んで

おる状況で、その目標設定が適切かどう

かも含めて、分析しながら判断させてい

ただきたいと思っていますが、わかりや

すいものは必要かと考えております。

　それから、スクールガードリーダーに

かかわりまして、さまざまな危険箇所等

の公表ですね、これは安全マップ等、そ

ういったものを作成もしておりますし、

何らかの形でわかるようにはしていきた

いと思っています。ただ、片方で、一つ

あったらここは危険な地域やからと、違っ

た目がまた出てくることもございます。

そのようなことがないようにも配慮しな

がら、何らかの啓発等ができるように努

めてまいりたいと思います。

　それから、学級補助員の組織的な対応、

少し私が言葉足らずで申しわけございま

せんでしたが、何か問題が起これば人を

配置すればいい、それで解決だというこ

とではなくて、問題があれば組織的な対

応が必要である、そういう体制があると

ころにこそ人の派遣が意味がある、そう

いう意味でございました。ですから、現

在配置しております学校も、そういう組

織的な対応ができておりますので、配置

したところです。ついついお任せとか、

だれかやってくれば、その人に任せても

らって、助けてもらったらいいという感

覚になりがちなものでございますから、

そういうご答弁を申し上げました。ご理

解賜りますようお願いいたします。

　それから、給食の残菜にかかわって、

私の方からもご答弁させていただきます

が、現在鳥飼西小学校では、給食にかか

わっては「もったいない運動」というの

を現在取り組んでおります。給食の残菜

調べを毎日行う中で、少しでも減らそう

と、このような取り組みもしております。

　給食そのものは非常に子どもたちに好
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評です。しかし残菜が多い。これは食べ

る時間というものを教員がいかに大事に

しているか、こういったことも反映して

いると思います。したがって、現在、例

えば配膳ですね、こういったものにも非

常に力を入れて、教員取り組んでおりま

すが、この落ちついてじっくり食べる、

感謝しながら食べる、こんな取り組みも

強化することが、残菜を減らすことにも

つながるのではないかと思っています。

　現在、食育の取り組みで鳥飼西小では、

来年度に向けて給食というものを大事に

したい、給食時間が楽しいものになるよ

うに取り組みを進めたい、このような計

画も上がっておりますので、今後の推移

を見守っていただけたらと思っています。

　すいません。読書サポーターの件は先

ほども申し上げましたが、退職教職員等

がかなり入っておりますし、また司書の

資格を持っておるような方からも応募い

ただき、配置しております。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

生涯学習スポーツ課にかかわります２点

について、ご答弁させていただきます。

　まず、１点目は学校開放登録団体の件

でございますけれども、学校開放登録団

体については、毎年登録を更新をしてい

ただいております。

　登録希望団体は、登録の申請書、これ

に利用責任者、スポーツの種目、また会

費をとりますか、コーチへの謝金などは

ありますか、そういった項目に記入をし

ていただいております。また徴収する場

合であれば、どのような使い方をするの

か、また金額はどれぐらいですか、そう

いったことを記入していただいておりま

す。

　その中で、学校開放の趣旨、要綱第８

条にあります交通費等常識を超えない範

囲程度の謝金、これにそぐわない金銭等

の受け取りがある場合は、個別に開放委

員会、教頭先生を中心に各団体へ指導し

ていただいておるところでございます。

　常識を超えない範囲での謝金は認めて

おるんですけれども、謝金額については

金額の定めはしておりません。近隣市も

お聞きしたんですけれども、同様に学校

開放を行っておられますけれども、本市

同様、講師謝金については一定の金額を

常識の範囲内でというところは認められ

ております。ただ、会員がふえればその

分講師謝金がふえるといった形態ではな

しに、会員数にかかわらず、常識の範囲

内での講師がお受け取りになる金額であ

れば問題ないかなと思っております。

　この開放委員会の申請書については、

生涯学習スポーツ課の方にも回ってまい

りますので、その中で個別に課題がある、

問題があるなと判断する場合は、私ども

の方も個別対応していきたいと考えてお

ります。

　音楽祭の費用対効果の件でございます

けれども、音楽祭については毎年、予選

を３日間、本選を１日といったやり方で

しているんですけれども、これは当初か

ら踏襲してきたやり方でございます。毎

年、音楽祭の運営方法については、音楽

祭運営委員会というのを結成いたしまし

て、開催方法について議論しているとこ

ろでございます。また、平成２０年度か

ら、音楽祭の来場者の方、出場者の方を

対象としたアンケート調査にも取り組ん

でおります。

　そういった中から、昨年、先ほども申

しましたけれども、市内出場者の出演料

の減ですとか、子どもたちを対象とした

チャレンジコンサート、そういったもの

が生まれてきたものでございます。

　音楽祭の委託料６９５万円のうち、３
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５０万円程度は委員ご指摘のように、審

査員の報酬なり、金賞、銀賞受賞者の方

への賞金等に充てられております。そう

いった金額については、一定レベルを保

つためには、必要な経費かなと考えてお

ります。来年度は摂津音楽祭２５回とい

う節目の年にも当たりますので、音楽祭

運営委員会の中で、より市民に還元でき

る、市民にとっての音楽祭となるような

内容となりますように議論していきたい

と考えております。よろしくお願いしま

す。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　　渡辺委員の２回目の

質問にご答弁申し上げます。

　食育の部分については、学校教育課長

からも答弁させていただきましたが、学

務課といたしましても、今後学校栄養士、

栄養教諭とも協力しながら、食べ残しを

なくすという観点でその食育に何らかの

取り組みを行っていきたいというふうに

考えております。

　ただ、ちょっと１点ご理解いただきた

い部分が、渡辺委員も持っておられる、

キログラム、グラム、それが多いのか、

少ないのか、どの程度のものなのかとい

うところが、その残菜というものが、当

然水分というのが含まれます。

　それをどの程度切れるかという問題も

ございますし、常にクラスでは欠席者と

いうのがおられますので、その部分とあ

と予備をみている部分、牛乳だったりパ

ンというのは当然予備をみておりますの

で、その部分との兼ね合いもございます

ので、大体ですが、食数の１割の部分に

ついては仕方がない部分であるのかなと

いうふうには考えておりますので、その

辺少しだけちょっとご理解いただければ

と思います。

　それと、夜間学級の就学援助の部分で

ございますが、確かに府が実施をしてい

たものを市町村が継続してすべきかとい

う議論は、府内でもございました。ただ、

中学校の夜間学級に通う生徒さんという

のは、戦後の混乱期等にさまざまな理由

で義務教育を終了できていなかった方の

在籍が多く、平均年齢も高く、経済的に

余裕がないということもございますので、

人権的な配慮も踏まえながら実施という

ことで、各市調整をしたということでご

ざいます。

○柴田繁勝委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　安全対策事業に関して

は、わかりました。２回目で要望にして

ますね。

　それから、部活動の件。もう本当に苦

慮されているし、いろんな要望があって、

それをすべて全部お聞きしましょうかと

いうのは、到底不可能というのはよくわ

かります。

　ただ、僕ら剣道の例を挙げさせていた

だいたら、非常に優秀な子がおりまして、

この前、警察の大会でうちの摂津市が準

優勝したんですよね。これまで摂津市は、

「かもねぎや」とか言われて、いや本当

に弱かったんですわ。それが実際の話、

準優勝して、その子どもたちが現実に自

分らの中学校から出たいって言うてるん

ですね。

　自分らの中学校から出て、自分の愛校

心やないんやけれども、学校の看板を背

負って、試合に臨みたいという方々が多

いわけですね。

　これは私の個人的な一つの事例から出

しているんですけれども、そういう点か

らこの子らの可能性をいかにもっともっ

と広げてあげられへんかというので、当

然指導者としてはそういうふうに考える

わけであって、保護者もやっぱりそうい

うふうに考えると思います。
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　だから、そういう方々がほかの競技に

も多分おられるというふうに思いますし、

ほかの団体にもおられると思いますので、

そういう点はしっかりと、やっぱり何と

か支援できるようなクラブ活動ができる

ようなことを、ある程度もう一遍考えて

いただいて、外部の指導者もやっぱり協

力者も、多分そういう協力は喜んでとい

う方も多いと思いますので、そういうご

協力を得ながらやっていただきたい、考

えていただきたいと、これも要望をして

おきます。

　もうほとんど要望にしておきます。

　それから、再質問せんかった分は皆要

望やと思ってください。

　それから、ちょっと言い忘れてたんや

けど、教育研究所の、学校の先生方の悩

み相談ですけど、あれは本当に非常にショッ

キングなことを聞きましたので、非常に

その点は、若い先生方を何とかみんなで

支えていくような体制を、教育委員会で

とってあげていただきたいと思います。

要望しておきます。

　それから、学習サポーターの派遣事業、

これもよくわかりましたので。受け皿が

ちゃんとしたところに派遣した方がより

効果的やということなんですね、結局は。

それはよくわかりましたので、結構です。

　それから、学力定着度の件もよくわか

りました。目標を、これから何らかの形

で目標を持っていきたいということで言

うてはりましたので、やっぱりそれは必

要だというふうに私も思いますので、そ

の点は強く要望しておきます。

　それから、音楽祭の件に関してですけ

れども、講師謝礼ですか、多分、その講

師の方々、音楽にすごく精通して、この

音楽祭に思い入れがある方々だというふ

うに思います。

　そういう点で、このような今、摂津市

の状況やから、講師謝礼に関しては、ま

た出場者の賞金に関してはねも、やっぱ

りある程度考えていく必要があるんじゃ

ないかと思います。

　それはそうでしょう。費用対効果じゃ

ないんやけど、そんなお金があるんやっ

たら、私のとこの家庭、何とかしてとい

う市民もたくさん出てくるわけですね。

　だから、その僕は音楽祭を、最初も言

いましたように、残すべきやと思います。

残すべきやから、余計に理解を得られる

方法をいろいろ考えないかんわけ。

　その中でこの講師の謝礼が高いことに

なったら、やっぱりそれに対しての反発

が出るわけですから、その点はこういう

形で理解していただいて、ここまで抑え

ましたよということが必要じゃないかと

思うんですね。

　この音楽祭、生き残ることが大切なわ

けですから。そのことをやっぱりしっか

りと言うていくべきやと思います。その

辺も要望しておきますので。

　それから、夜間学級の生徒支援、昔、

そういう義務教育を終了できなかった方々、

そういう形で夜間学校に通って、昔でき

なかった授業をいろいろ受けたいという

気持ち、これは当然よくわかります。で

もこれ、大阪府がやってきたわけですか

らね。大阪府がやって、「皆さん頼みま

すよ」言うて、皆さん、「はいわかりま

した」言うて同意してやっている。大阪

府が「できません」と言われても続けて

いる。

　その気持ちはわからんでもないけど、

大阪府からは、「その気になったらまた

やってください」という形にされている。

「大阪府が打ち止めになるんやったら、

うちはちょっと置いときます」というよ

うな、意思表示もやっぱりしっかりと大

阪府にすべきやと思うんです、しっかり
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と。

　だから、気持ちはものすごくわかりま

すけれども、非常に身勝手な大阪府やと

私は思うわけでありまして、大阪府に対

してそういう意思表示だけはしっかりと

やっていただきたい。これも要望してお

きます。

　それから、給食の件も、わかりました。

何か、私はそのグラム数がどうこういう

ことを言うてないんですよ。そんなこと、

水が多いとか、そんなことやなくて、実

際、こういう数字としてあらわれること

は、いろいろ説明された中で、ご答弁さ

れた中で理由は理由としてわかるんです。

　そういう観点じゃなくて、やっぱりそ

の給食をを残す、それがそういう形で出

てしまった限りは、それは減らすという

ことをしなくちゃならないということを

言うとるのであって、先ほど前馬課長が

おっしゃったように、これはやっぱり食

育ということで、これからしっかりとやっ

ていくということですので、これは大切

なことだと思うんですよ。だから４本柱

になったと思うんですね。

　だから、時間をかけて、ゆっくり食べ

とるから残すんやなんて、何かそれもちょっ

とおかしい話やし、談笑しながら食べる

んやというのも、それはいいんですけれ

ども、ただそういう点でしっかりとこれ

はまたやっていただきたいと思いますし、

今後も私は推移をしっかりと見ていきた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。

　もうあとは結構です。これで質問を終

わります。

○柴田繁勝委員長　それでは副委員長。

○大澤千恵子委員　もう先ほどからたく

さんご意見、ご質問が出ておりますので、

私は大枠二つだけご質問させていただき

たいと思います。

　まず一つは、教育研究所、今回の補正

予算にかかることなんですけれども、こ

の教育研究所の移転について、この事務

事業費が計上されておりますけれども、

この教育研究所は１７年間鳥飼の方で設

置されていたということで、今回移転に

伴いまして、こちらの方の冊子の中にも

ございますように、学校や家庭、子育て

を支える機関として再構築していくとい

うことが書かれてあります。

　今回、移転に伴って、さらなる拡充、

そしてさらなる展望みたいなものがあれ

ばまずお聞かせいただきたいということ

と、それからその跡地に関して、今後ど

のように利用されていくのかということ

をお聞かせいただきたいと思います。

　そしてもう一つ大枠で、平成１４年に

完全実施されました総合的な学習が、今

回学習指導要領の改正に伴いまして、時

間数が高学年で４０時間削られていると

いうことでございまして、この削られた

総合学習の時間を、今度は数学や国語に

使って、詰め込みでなくじっくり学習に

取り組んでいくということで使われると

いうことを聞いておりますけれども、逆

にこの数学や国語に使った時間の残りの

この総合学習の時間をどういうふうに使っ

ていこうというふうなことをお考えなの

か。

　市として、例えば、先ほどから食育の

話が出ておりますけれども、この食育の

話を、例えばこの総合学習に使っていく

のか、もしくは昨日、摂津市駅が開通い

たしましたけれども、カーボンニュート

ラルステーションということで、この摂

津市全体が環境対策に、市民の皆さんも

企業も、それからいろんな方にこの環境

の問題を提示していくということで、市

民の方にも環境意識を高めていこうとい

うことであれば、子どもたちにも環境教
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育ということをしていく方向もありだと

思うんですけれども、そういったところ

を、例えば総合学習の中に入れていくの

かというような、ちょっと方向性をもし

お考えがあればお聞かせいただきたいな

と思います。大枠二つです。

○柴田繁勝委員長　暫時休憩します。

（午後４時５４分　休憩）

（午後４時５５分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　大場部長。

○大場生涯学習部長　先ほどの教育研究

所の跡地利用ということで、担当として

の希望なんですけれども、先ほども埋蔵

文化財の話の中で、出土したものを展示

する場所というようなことで、教育研究

所の１階、平屋になっておるんですけれ

ども、そこの場所をお借りして、お借り

というか、利用して展示なり、今まで集

まっているものを、ちょうど横にプレハ

ブもありますので、そこに収蔵していき

たいというようなことの希望は持ってお

ります。

　あと、福祉の方でも何か使いたいとい

うふうな話もちらっとは聞いておるんで

すけれども、その辺また庁内的に調整し

ていきたいというふうに思っております。

○柴田繁勝委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　研究所のこれ

からの展望ということでございますけれ

ども、何よりもやはり学校、そして保護

者、市民から頼られる研究所ということ

で、いわゆるグレードアップを図りまし

て、教育センター化構想ということで、

進めてまいりたいというふうには思って

います。

　中身といたしましては、先ほどもご答

弁させていただいたとおりなんですけれ

ども、カリキュラムセンターとして、そ

れぞれの研修だとか、そして教育情報の

提供だとかいうことで、学校支援という

部分と、市民に対しまして、いわゆる教

育の情報、そして学びの場をつくってい

くという部分、そして教育支援センター

といたしまして、従来、十分活用し切れ

なかった部分も、反省もございますし、

いわゆる適応指導教室だとか教育相談で

場だとか、いろんな施設的なもの、そし

て人的なものも含めて、いろんな多様な

状況に対応ができるようなものに変えて

いきたいというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　総合的な学習の時

間が、今回の学習指導要領改定に伴った

移行措置、あるいは完全実施の中で時数

が減っておりますが、この時間減はほか

の教科領域に回ったということもありま

すけれども、根本的には枠組みが変更さ

れた、ご理解いただきたいと思っていま

す。いわゆる活用力をはぐくむ場が総合

的な学習の時間であると言われておった

んですが、その活用力については各教科

で完結しよう、ですから教科の時間が必

要である、総合的な学習の時間について

は、おっしゃったように例えば環境の問

題、あるいは食育の問題ですね、自分の

将来の生き方につながるような学習を行っ

ていこう、つまり探求していくような、

そんな時間にすることでさらに有意義に

しようというふうな枠組みの変更でござ

います。

　環境教育や食育等にかかわって、これ

は枠組みはあくまでも指導要領にも定め

られておりますが、各学校において目標

設定や内容を設定するものでございます。

　また、重要な課題の一つであります環

境等、あるいは健康については、重要な

テーマの一つとして取り上げられており

ますし、現在も各学校ではこのようなテー

マについて取り組んでおりますので、今
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後も教育委員会でも支援してまいりたい

と思っております。

○柴田繁勝委員長　大澤副委員長。

○大澤千恵子委員　わかりました。教育

センターの方の人件費で２名という計上

がされているわけなんですけれども、実

際には、今、展望として考えられている

内容に関して、どれぐらいの人員がその

中で必要だというふうに考えられている

のか、またその人員に関してどういうふ

うに、ボランティアの方も、もちろんい

らっしゃって、学生さんのサポーターも

いらっしゃるということなんですけれど

も、その構成というのはどういうふうに

考えていらっしゃるのか、ちょっとお聞

かせいただけますでしょうか。

○柴田繁勝委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　職員の問題にかか

わりますので、前段、私の方でお答えさ

せていただきたいんですが、実はこの関

係は、四次行革の組織変更にも非常に大

きく関与しておりまして、我々は四次行

革は削減だけではなくて、その削減する

中で生み出した人員について、やはり教

育の向上にも使いたいというような提案

を差し上げております。

　その中でこの教育研究所を教育センター

として機能充実、新たな展開をしたいと

いうことを考えておりますが、現状のや

はり職員ではどうしても足らない部分も

出ますので、そのあたりは四次行革の中

での職員構成は、全体の中になりますの

で、ここで直ちに何人というのはちょっ

と申し上げにくいんですが、教育委員会

としてはやはり今まで以上の組織にでき

ればお願いしたいという希望は持ってお

りますので、今後は四次行革の中で煮詰

めていきたいと思いますので、今のとこ

ろはよろしくお願いしたいと思います。

○柴田繁勝委員長　議案第１号所管分及

び議案第１０号の所管分の質疑を以上で

終わります。

　暫時休憩をいたします。

（午後５時２分　休憩）

（午後５時３分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第３０号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑ある方はどうぞ。

　安藤委員。

○安藤薫委員　ちょっと確認という意味

でご質問させていただきたいと思います。

　この３０号につきましては、先ほどか

らもういろいろな議論がありましたが、

私立幼稚園児の保護者の補助金の条例が

変わるということなんですけれども、こ

れまでその補助金の交付が、教育委員会

会則、規則だったものを、市長の方に、

本来市長が決めるものだということで、

これまではちょっと不備があったという

ことでの改正だというふうに認識してい

るんですけれども、その辺、ちょっとご

説明いただけたらと思います。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　　そうしましたら、私

の方からご答弁申し上げます。

　この私立幼稚園の園児の保護者に対す

る補助金交付条例でございますが、条例

上で上限金額を定めて、その範囲で市長

が定めるということにしておりますが、

実際には教育委員会規則で金額の内訳を

定めているということになっております

ので、この部分について、補助金の額の

決定から金額の交付ですね、すなわち予

算執行までの市長の専属的な権限を教育

委員会が担う趣旨の例規となっていると

いうところで、その辺の文言の矛盾を訂

正させていただくということでございま

す。
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○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　大体わかるんですけれど

も、例えばこういう幼児教育の分野で経

済的に援助をしようというものについて、

教育委員会としての趣旨でこういった制

度がつくられているんですけれども、例

えばほかの教育委員会所管の分で、幼稚

園の保育料の減免であったりとか、それ

からほかに給付で言うとどんなものがあ

るんでしょうかね。奨学金であったりと

かいろいろあると思うんですが、そういっ

たものについての規則等というのは、や

はり教育委員会ではなくて、市長権限で、

規則でというふうになっているんでしょ

うか。その辺、ちょっと確認させてもら

います。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　この保護者補助金の改

正にかかわりまして、他の例規について

も確認をしております。

　奨学金の交付の部分は、少しこの部分

と同じような趣旨、観点がございますが、

これにつきましては、高校の無償化の部

分の議論がございますので、その部分で

の改正ということも考えられますので、

そのときにあわせて矛盾の部分について

はただしていきたいというふうには考え

ております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　奨学金のことで。全然話

が変わっちゃうので。奨学金の条例につ

いても、教育委員会の規則でとなってい

るけれども、これについてはこれから議

論が深めていくということで、据え置い

てあるという。今回はこの幼稚園の補助

金交付条例についてを改正するというよ

うなことでよろしいんですか。

○柴田繁勝委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　基本的には今、大

橋学務課長が言ったとおりなんですけれ

ども、今回、この保護者補助金を改正す

るのは、国の予算が通りましたら、直ち

にこの金額を改正する必要がございます

ので、今回、改正をしておくと。

　あと残りですね。前段、市長の権限で

あるけれども、市から補助執行を受けて

いる項目は１０項目あります。今回、担

当の方で調べさせますと、そのうち３項

目が市長の権限であるけれども、教育委

員会規則で決めてしまっているというの

が、この保護者補助金と奨学金とあとは

学童保育の部分があるんですが、これい

ずれも本来、市長権限でありますが、市

の規則で教育委員会で補助執行を受けて

おります。

　ただし、補助執行を受けている分につ

いては、やはり市長の権限でございます

ので、規則もやはり市長の方で決めてい

ただいて、その中から市が教育委員会が

執行させていただくのが本来の筋であろ

うと。ですから、１０項目のうち３項目

だけ、そういう形で残っておりましたの

で、今回、これを機に整理させていただ

こうと。

　奨学金につきましても、今言いました

ように、国の方で今現在、高校無償化の

議論がされておりますので、当然その中

で規則改正等もしなければなりませんの

で、それにあわせてさせていただこうと。

　学童保育につきましても、行革の中で

見直しがありますので、その必要な時期

に改正させていただくということで、事

務処理はしたいと、そういうふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○柴田繁勝委員長　それでは、以上で質

疑を終わります。

　暫時休憩をいたします。

（午後５時　９分　休憩）

（午後５時１１分　再開）
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○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決をいたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　賛成多数、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　議案第３０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成、よって本

件は可決すべきものと決定しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後５時１２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  大澤千恵子
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